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午後１時２９分 開会 

○滝本研究企画課課長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまより農林水産省国立

研究開発法人審議会第17回農業部会を開会いたします。 

 農林水産省技術会議事務局研究企画課の滝本と申します。本日はお忙しい中、本審議会に出

席いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、開会に当たりまして、島田研究総務官よりご挨拶申し上げます。 

○島田研究総務官 研究総務官の島田でございます。 

 今日は暑い中ご足労いただきまして、大変ありがとうございます。千代田区の温度を見ます

と、29度ということで、真夏日直前でございますけれども、今日は17回の農業部会の開催に当

たり、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 大学のお仕事、それから、企業様だと大体６月というのは総会の時期でお忙しいという認識

をしておりますけれども、そのような時期にご足労いただきまして、大変ありがとうございま

す。 

 この農業部会が所掌している国立研究開発法人については、今日ご説明を申し上げます国際

農研と農研機構という２法人ですが、今日は平成30年度の評価をお願いしたいということでご

ざいまして、皆様既にご存じだとは思いますけれども、我々農林水産省の所管の法人に対して、

大臣の評価を出すに当たりまして、委員の皆様のご意見をお伺いするということで、今日は法

人から先生方に平成30年度の業務の報告をさせていただきまして、ご意見をいただいて、次回、

私どもで委員の皆様のご意見をまとめて、評価を出させていただくということです。そして、

そのまとめたものについてもまた次の月にご相談をさせていただくということでございます。 

 今日は、法人にしっかりご説明をしていただくつもりですので、評価をよろしくお願いしま

す。特に農研機構、国際農研につきましては、第４期の中期計画、これは27年から32年までの

５年間ということですが、その中間年の平成30年度、昨年度の評価をしていただくということ

でございまして、１つは社会的ニーズに応えるということ、それから、マネジメントのあり方

について妥当かということについて皆様方のご意見を伺いたいと思います。また、今日は国際

農研については、国際的な感覚として世界的な競争の中でしっかりした対応がとれているかど

うかという視点での評価もよろしくお願いしたいと思います。 

 農研機構については、平成30年度は政府全体が推進しております「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」

を農業版でしっかり対応していかなければいけない年でございます。それから、国際農研につ

いては、特に環境問題とか国際的な食料問題にターゲティングしていく年ということで、対応
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をとってきております。 

 ただ、中期計画なり昨年度の計画に基づきまして、それがしっかりやられているかというこ

とについてご評価をいただきたく、その場合は両法人に対する要望がいろいろあると思います

ので、青天井で評価、ニーズをぶつけるということはもちろんあるわけですが、あくまでも今

回の評価については、法人が出した年次計画あるいは中期計画の中で妥当な対応がとれている

かをご評価いただきたく思います。 

 今日は長丁場で６時までということで委員の皆様には大変負担をおかけし申し訳ないんです

けれども、どうぞよろしくお願いします。 

○滝本研究企画課課長補佐 ありがとうございました。 

 本日の出席者の方々につきましては、別途出席者一覧をご確認ください。 

 なお、山口委員、山崎臨時委員、熊谷専門委員については欠席となっております。また、渡

邉臨時委員、若林専門委員におかれましては出席予定でしたが、急用等により本日欠席となっ

ております。 

 続いて配付資料ですが、委員の皆様から事前に集約した各法人の業務実績についての質問と

法人からの回答リストを配付しております。法人からはこれを踏まえてご説明していただく予

定です。本日ご審議いただく業務実績報告書ですが、１次案となっております。最終版は法人

より提出され次第、委員の皆様に送付させていただきますので、よろしくお願いします。 

 なお、本日の資料の取り扱いについて、本部会の会議資料は原則公開としておりますが、各

法人のプレゼン資料、事前質問への回答については非公開とさせていただきますので、よろし

くお願いします。 

 また、昨年度と同様ペーパーレス化を推進するため、タブレットを導入しております。もし

ご不備などございましたら事務局に言っていただければと思います。 

 出席状況と資料についての説明は以上となります。 

 それでは、議事に移らせていただきます。 

 まず、１つ目ですが、部会長の選出に入ります。 

 本来であれば部会長に進行をお願いするところですが、このたびの委員改選に伴い部会長の

選出が必要ですので、選出されるまでの間、引き続き事務局で進行いたします。 

 議題１として、部会長の選出をお願いしたいと思います。お手元の参考資料、タブレットを

ご覧下さい。農林水産省国立研究開発法人審議会令第５条第３項の規定によりまして、部会に

は部会長を置き、委員のうちから委員が選挙することとなっております。どなたかご推薦はあ
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りますでしょうか。 

 齋藤会長、お願いします。 

○齋藤会長 これまでの実績というか尽力されていただいております吉田委員に今後もお願い

したいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。 

○滝本研究企画課課長補佐 ただいま齋藤会長より部会長に吉田委員のご推薦がありましたが、

平沢委員、いかがでしょうか。 

○平沢委員 異議ないです。 

○滝本研究企画課課長補佐 異議ないということを確認しましたので、吉田委員に部会長をお

願いしたいと思います。 

 それでは、吉田部会長に以後の議事を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○吉田部会長 ただいま部会長に選任されました吉田でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、ただいまから私のほうで議事を進めさせていただきます。 

 まず、農林水産省国立研究開発法人審議会令第５条第５項の規定によりまして、部会長の職

務を代理する委員については、部会長があらかじめ指名することとなっておりますので、私か

ら指名させていただきたいと思います。 

 部会長代理を農林水産省国立研究開発法人審議会会長でいらっしゃる齋藤会長にお願いした

いと存じます。よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○吉田部会長 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日の会議につきましては、議事録の公開が原則となっております。議事録を事務局

で作成し、委員の皆様と法人に議事録をチェックいただいた後、会議資料とあわせて農林水産

省のホームページにて公表することとしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、国際農研の皆様に入っていただいてください。 

（国際農研 入室） 

○吉田部会長 それでは、議事２、国際農林水産業研究センター、国際農研の平成30年度の業

務実績に移ります。 

 本日は、国際農研の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、どうもあり
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がとうございます。本部会では、議事次第のとおり各法人の平成30年度の業務実績についてご

審議いただくこととなっております。 

 まず、理事長から業務実績の概要等の説明をいただき、その後、業務運営部分、研究部分に

ついて議論を行ってまいりたいと思います。説明時間、質疑時間、それぞれの終了１分前に１

回、終了時に２回ベルを鳴らしますので、スムーズな進行にご協力をお願いいたします。 

 まず、業務実績概要について理事長より10分以内でご説明をお願いいたします。 

○国際農研 岩永理事長 よろしくお願いします。 

 まず、私のほうから業務実績の概要についてお話ししまして、その後、齋藤企画連携部長、

稲垣総務部長、そして、小山理事よりそれぞれ担当の部門についてご説明差し上げます。 

 まず、国際農研の活動概要と組織図です。 

 ここに第４期を始めるに当たっての重点事項、３つ挙げております。左下の世界地図で赤く

示しているものは、現在国際農研が正式なＭＯＵを結んで共同研究をやっているパートナーの

所在地を示しております。アジア、アフリカ、そして、中南米が主になっております。 

 右側に第４期の組織図を書いております。３期と比べますと、２つの点で変化がありました。

１つはリスク管理室をつくったということ、これは重点事項の３番目に連携しております。も

う一つの変化が企画連携部の活動、そして、研究プログラムの活動をセグメント化いたしまし

た。セグメントの中で自己完結的に運営管理をやれるように、裁量権、そして、責任を与えて

運営してもらっております。そのことが重点事項１番目、２番目の推進に役に立っていると思

っております。 

 これは自己評価の表です。平成29年度と比べますと、２つ自己評価Ａがふえています。まず、

企画連携セグメント、５つ評価項目があるんですが、その５つのうちの４つが自己評価Ａとし

ております。研究セグメント、４つあるんですが、今回は資源管理、環境管理セグメントを自

己評価Ａとしております。これを見ていただければわかりますように、10の項目で自己評価Ｂ、

５つの点で自己評価Ａとしておりますので、全体を見渡しますと、全て順調に、あるいは項目

によっては順調以上に進捗があったよい年だと思っております。 

 これから自己評価Ａとした項目の根拠を述べます。 

 まず、１つ目の項目、これに関しては４つの特記すべき努力あるいは成果がありました。ま

ず、研究プログラムの中間点検を実施し、研究課題を見直したということ。２つ目は研究職員

の年間研究・業務計画書というものを導入しました。そして、３つ目がＳＡＴＲＥＰＳのプロ

ジェクト、３件目の課題が採択されたという実績があります。そして、４つ目は外部収入が
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14％増加したということです。 

 ２つ目の評価Ａとしたのが産官学連携、協力の促進・強化です。農林水産省の事業である

「知の集積」モデル事業を実施しております。これは具体的に言いますと、石垣研究拠点の中

に植物工場をつくり、そこで民間企業、農研機構、大学と連携して協力を行っておりまして、

植物工場を建てるというだけではなくて、それを使って研究というものが順調に進捗しており

ます。 

 ２つ目が政府が進める沖縄県産米を使った沖縄特産の泡盛生産に支援することができたとい

うことです。泡盛は米を使ってつくるわけなんですが、その材料として国際農研が開発しまし

た多収性のインディカ米を使ってもらって、泡盛をつくっていただけるようになりました。こ

の新しい系統は、現在品種登録へ向かって手続を進めております。 

 ３つ目が民間からの資金提供です。これまでの民間との共同研究はやってきたんですが、資

金提供は受けておりませんでした。そこで、内部の規定を変えまして、資金提供を受けること

ができるようにし、３件、1,700万円の資金提供を得ることができ、民間との連携がさらに強

まったと思っております。 

 ３つ目の項目、研究開発成果の社会実装の強化です。これには広報活動も含まれております。 

 まず、国際農研の活動がＳＤＧｓに貢献するということ、これを内外に強くアピールしてき

ました。それに対して一つの成果として、日本政府のＳＤＧｓ推進本部というものがあります。

毎年20ページほどの書類をつくっているんですが、そこの中で国際農研がＳＤＧｓに貢献して

いるという組織の名前、そして、活動内容が紹介されました。 

 ２つ目が研究データポリシーを作成したということ。そして、３つ目がこれまでもホームペ

ージを使って広報活動、そして、情報の提供を行ってきたんですが、そこの中でも特に情報の

公開の仕方が極めて模範的であるということで、公共ＬＯＤ賞を受賞しました。 

 次が行政部局等との連携強化です。ここでは３つ挙げております。 

 今年、日本はＧ20の議長国なんですが、その流れの一つとしまして、Ｇ20首席農業研究者会

議というものがあります。これは４月末に東京で開催されました。その準備に関して我々も農

水に対して協力いたしましたし、会議そのものの議長役を私が引き受けました。 

 ２つ目が農林水産分野の温室効果ガス削減の国際的なネットワークがあります。ＧＲＡと呼

ばれているものです。これは2009年のデンマーク・コペンハーゲンでの気候変動条約、ＣＯＰ

15で立ち上がった国際的なネットワークで、現在50以上の国が参画しておりまして、日本は

2017年から18年にかけて議長国になり、つくばでその国際会議を開催し、私自身が議長役を務
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めることによって日本のプレゼンス向上に貢献することができました。 

 ３つ目が日本政府が進めるアフリカ稲作振興のための共同体ＣＡＲＤというものがあります。

これも2008年のＴＩＣＡＤで立ち上がったもので、10年以内にアフリカにおける稲作、米の生

産量を倍増するという野心的な目標を持ってでき上がったものなんですが、2018年、昨年それ

を無事達成できました。国際農研は設立当初から運営委員会のメンバーとして貢献してきまし

た。 

 最後の自己評価Ａとしたのは、プログラムＡです。ここでは３つの世界初とも言える成果を

持って自己評価Ａとしました。 

 まず、最初が節水かんがいです。節水かんがいすることによって、メタンガスの排出を抑制

することができるのではないかということは以前からわかっておりました。それをもとにしま

して、国際農研ではベトナムのメコンデルタ地域で、その国の研究機関と実証栽培を数年間に

わたって徹底的に行ってきました。そのデータの蓄積をもって論文化し、そして、その論文で

書かれたエビデンスをもとに政策提言ペーパーとしてベトナム政府に手交し、これを使っても

らえば節水かんがいがもっと広がるものと期待しております。 

 ２つ目が同じくメタンなんですが、肉牛からのメタンの排出です。このメタンの排出をはか

るというのは、それなりの高度の施設、そして、技術が必要で、東南アジアでは数カ所しかこ

の測定ができません。国際農研は、タイ、そして、ベトナムで十数年来このメタンの排出量を

はかるという研究活動を行ってきました。その成果を取りまとめて論文化し、そして、新しい

変換係数を見出すことができました。この情報はＩＰＣＣに使っていただく予定です。 

 最後が地中レーダーの開発です。これまでは鉄固結層が地方にどのくらい出てくるかという

ことは、実際に地面に穴をあけて、その穴を掘って測定していたんですが、この方法というの

は手押し車みたいなものを押すことによって自動的に鉄固結層の出現の深さということをはか

ることができます。この鉄固結層というのは、日本で言えば硬盤層みたいなもので、そこより

下には根が浸透しない、そういう制限要因になるものです。これが開発できましたので、これ

からは出現深度を簡単に測定することができます。こういう３つの世界初とも言えるような開

発によって、自己評価をＡといたしました。 

 最後、これ自己評価とは直接的には関係ないんですが、国際農研のやっている活動というの

が社会実装に近い現場で活躍しているというだけではなくて、基盤的な研究においても評価を

得ているということの一つの証拠として、高被引用論文のランキングを出しております。これ

は毎年公表されているんですが、植物・動物学の分野では、日本国内において論文の数におい
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ては７番目、そして、その割合に関しては日本で１番の成果を出しております。 

 以上で私からは終わります。 

○吉田部会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの説明に対するご質問、ご意見は後ほどまとめてお受けすることとします。 

 それでは、大項目第Ⅰから大項目第Ⅳについて、第Ⅰ－６、研究業務の推進を除いて20分以

内でご説明をお願いいたします。 

○国際農研 齋藤企画連携部長 それでは、企画連携セグメントの業務実績と自己評価の根拠

について、５つの評価項目ごとにご説明いたします。 

 まず、Ⅰ－１、政策の方向に即した研究の推進とＰＤＣＡサイクル、こちらは自己評価をＡ

としております。 

 その根拠としまして、行政部局との連絡会や、プログラム検討会、これは毎年２月に行って

おりますが、行政部局の方々の参画をいただきまして、政策に沿った研究の方向への意見など

をいただいております。このような意見を反映するとともに、ＳＤＧｓなどの大きな目標に貢

献するということを重視しまして、重点的な研究体制を整備して、中長期計画の３年目という

ことで中間点検を行い、その結果を反映しております。 

 評価とその反映というところに関係してまいりますが、中長期計画の中間点検を行いまして、

変更、新設、中止という課題を検討しております。103課題あるうち約６割の60課題につきま

しては変更を行っておりまして、その大きな目的は社会実装を見据えた、出口を見据えた視点

から課題を点検しまして、例えば農民参加型の課題を充実させるというような変更を行ってお

ります。 

 新規７課題につきましては、情勢に合わせた課題の設定ということで、例えば農家の節水か

んがいの普及に向けてこれは通信技術を導入するというような新たな課題、また、開発途上地

域で重要な栄養価の高い作物ということで、キヌア、トマト等の作物の不良環境耐性などの作

物の開発に向けた研究を新たに課題化しております。 

 中止としましては、まず所期の目的を達した課題については打ち切るということと、それか

ら、対象地域が共通する課題などを整理した上で、片方の課題は中止というような見直しを行

っております。 

 ＰＤＣＡサイクルの効率的な実行としましては、評価に基づいてＡ評価を得たプログラムに

対しては、予算の追加配分を行いました。この予算はプログラムディレクターの裁量によって

研究費を配分する原資とされておりまして、効率的なプログラムの運行管理に貢献していると
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考えております。 

 また、外部資金の獲得に向けた取組としましては、具体的には海外における課題などの情報

収集やカウンターパートとなる機関との意見交換、そのようなものを支援するという取組を充

実させておりまして、その結果、マレーシアにおけるオイルパーム廃棄物の利用という課題で、

大型プロジェクトとして新たなＳＡＴＲＥＰＳの課題が採択されております。このような結果、

外部資金の収入が増加しております。 

 また、先ほど理事長の説明にもありました研究職員の年間研究業務計画書というものを新た

に導入しております。この内容を少し詳しく説明いたしますと、研究については工程表によっ

て課題の進捗管理を行っております。この責任はプログラムディレクターが行って、課題の進

行管理を行っております。また一方では、研究者個人個人の業務管理につきましては、所属す

る領域長等が管理しております。このような運営を行っております国際農研の中で、両方にま

たがりますこのような計画書を作成することによって、プログラムと、それから、研究領域の

マトリックス制というものがより効率的に管理されるようになったと考えております。 

 次の評価項目、産学官連携、協力の促進・強化、こちらも自己評価をＡとしております。 

 １つ目は、民間や大学との連携・調整の強化ということですが、例としましては、農林水産

省「知の集積」モデル事業、こちらの中核機関としての推進です。これは、石垣にあります熱

帯・島嶼研究拠点において多くの企業と連携しておりますが、国際農研の主体的な役割としま

しては、明確な目的を設定するということ、その目標に向かって会社などの取組の進捗管理を

国際農研が主体的に行うということで、収量などの成果が着実に改善されており、課題として

の進捗に大きく貢献しているということがあります。また、新たな温室を設置したり活動を強

化するということで中心的な役割を果たしております。 

 先ほども理事長の話にもありました沖縄県産米を使った泡盛生産を支援、これは政府の大き

な活動として注目されているところでありますが、具体的には我々の持つ長粒米の品質評価の

実績とか、原料となる長粒米を提供するというようなところで貢献が大きく評価されておりま

す。 

 また、文科省のダイバーシティ研究環境実現イニシアチブという事業に東京農工大学が代表

を務める課題に参加しておりまして、この中で主に女性研究者の支援がメーンになりますが、

企業との連携ということでマッチングイベントなども行っております。 

 多面的な共同研究の強化としましては、我々の重要なカウンターパートでありますインドの

農業研究会議、ＩＣＡＲとＭＯＵを締結することができまして、研究課題が効率的にカウンタ
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ーパートとの間で取り組める体制がつくられ、実際に研究が進んでおります。また、ギニアの

農業研究所、ＩＲＡＧとの新たな共同研究も開始しまして、このように重要なカウンターパー

トとの研究が進展しているということであります。 

 また、共同研究規程を改定したことによって、企業から資金を受け取る共同研究を開始して

おります。ＣＧＩＡＲ等の国際機関とクロスアポイントメントによる人材交流ということで、

ＣＧＩＡＲ側の研究者を国際農研に受け入れているということと、職員をＣＧＩＡＲのフラン

ス・モンペリエにあります事務局へ派遣、それから、再生可能エネルギーの国際機関ＩＲＥＮ

Ａのドイツ・ボンの研究機関に職員を派遣というような実績があります。 

 また、石垣の特徴を生かした連携ということでは、この泡盛の稲の例以外にもサトウキビや

熱帯果樹等の品種育成等の成果が挙げられております。 

 次は自己評価ＡのⅠ－４の項目を先に説明いたしますが、研究開発成果の社会実装の強化と

いうことで、研究開発成果の公表としましては、毎年発表しております研究成果情報は18件、

うち１件は普及が見込まれる主要普及成果としております。また、論文の公表前には事前届と

いうものを出させておりまして、それを確認することによって、いわゆる「ハゲタカジャーナ

ル」等への対応ということも進めてまいりました。先ほど理事長から紹介ありましたように、

この高被引用論文数のランキングも高位をキープしております。また、オープンサイエンスの

ためのデータ基盤の整備ということで、研究データポリシーを策定しました。具体的にはこの

ポリシーに基づいてさまざまな取組を進めることになりますが、基盤はできているということ

になります。 

 技術の普及に向けた活動としましては、データベースやフォトアーカイブなどを公開してお

ります。この公開の際に、この情報を再利用が容易な形でオープンデータとして公開するとい

うことで、公共ＬＯＤ賞、Linked Open Data賞、これは民間の組織が行っている表彰制度であ

りますが、これを受賞しております。この受賞ということは、データが再利用しやすい形でデ

ータそのものに必要な情報が結びついた形で提供しているということが評価されているという

ことであります。 

 広報活動の推進としましては、ＳＤＧｓへの貢献に関しては、ＪＩＲＣＡＳニュースの特集

号を発行しまして、活動を紹介しております。また、ターゲットを明確にした広報・出版を進

めるため、広報ＪＩＲＣＡＳというものを発行しております。これはターゲットを高校生以下

というふうに明確にしまして、研究成果というよりも研究者自身、海外における活動を中心に

紹介するということで好評をいただいております。こちらは第２号と第３号を発行しました。 
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 また、国際農研のブランド強化としまして、新たなロゴを活用する、それから、職員が撮影

した写真などを集めまして、フォトコンテストを実施しまして、優秀作品を広報活動へ活用す

るなどの取組をしております。 

 国民との双方向コミュニケーションの項目としましては、昨年の11月に国際シンポジウムを

「『水産』で活躍する女性研究者 －ＳＤＧｓへの貢献」をテーマに開催いたしました。また、

研究開発成果の中長期的な波及効果の把握と公表としましては、主要普及成果の追跡調査とい

うのをおおむね研究がまとまった後、３年目に行いまして、これは外部の先生にも現地を見て

いただきまして、普及状態、それから、今後の取組の改良点などを報告しております。この年

はラオスとマレーシア、２課題について実施しております。 

 次に、行政部局との連携強化、これも自己評価をＡとしております。 

 こちらは先ほど理事長がご紹介しましたように、Ｇ20、ＭＡＣＳ、それから、グローバルリ

サーチ・アライアンス、アフリカ稲作のための共同体ＣＡＲＤ、このような重要な課題に対し

て理事長を中心に非常に大きな貢献をしており、評価されていると考えております。また、農

林水産技術会議主催の若手外国人農林水産研究者表彰、通称Japan Awardを協賛・運営してお

ります。 

 また、他の機関、海外機関からの講習生を受け入れたり、国際機関や学会等への協力という

ことで、ＪＩＣＡの研修への協力、その他の学会等への協力という実績もございます。 

 最後に、Ⅰ－３、こちらは自己評価Ｂとしておりますが、知的財産マネジメントの戦略的推

進をご紹介します。 

 こちらの知的財産マネジメントに関する基本方針は、平成28年度、29年３月に制定しまして、

この基本方針にのっとった知財の管理を行っております。具体的には、公知化、権利化、秘匿

化、標準化の判断プロセスを明確にしまして、知的財産委員会、これは理事長が委員長であり

ますが、こちらで審査を行いますが、その基準・内容を明確にして取り組んでいるということ

であります。 

 また、戦略的な管理を行うために法務・知財チームを設立して活動を推進しております。具

体的には、研究管理科長、知的財産専門職、遺伝資源管理に関する専門員で構成されるチーム

を設置しまして、知財管理、遺伝資源の適切な利用、研究契約の締結、研究成果及びデータ管

理を一体的に実施しております。 

 その結果、効果としましては、特許権の内容を定期的に見直して、それに当たっては海外の

機関と実際に協議を行って進めているということ、海外での知財確保のための共同研究契約の
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締結を支援する、その際、所有する研究情報の不適切使用がないか、いわゆるコンタミネーシ

ョンがないかという対策を行っております。この２番目の項目につきましては、昨年度の本審

議会においてご指摘いただいた内容への対応と考えております。また、意識を高めるという意

味では、職員自身が講師となって知財セミナーなどを開催しております。 

 また、社会実装を目指した取組としましては、ウエブサイトの情報公開の改善や民間企業と

の連携、実用化の促進につきましては、引き続き進められているということであります。こち

らにつきましても、昨年度よりはかなり改善、進展が見られるのですが、自己評価Ａまではも

う一歩というところでＢ評価としております。 

 最後に、以上が企画連携セグメントの５つの項目のご説明でしたが、ただいまご説明しまし

たように、５つ中４つの項目で自己評価をＡとしており、セグメント全体の評価もＡ評価とし

ております。 

○国際農研 稲垣総務部長 続きまして、業務運営の効率化以降につきましてご説明いたしま

す。 

 これらの項目につきましては、自己評価が全てＢという形でございますけれども、主な実績

についてご説明したいと思います。 

 まず、一般管理費等の削減ということでございますが、各経費を削減しまして予算配分を行

った上で、業務の見直し及び効率化を進め、一般管理費対前年度３％、業務経費対前年度１％

という削減目標を達成してございます。 

 調達の合理化ですけれども、数値目標を設定しました調達等合理化計画というものを策定い

たしまして、ホームページに公表しております。主な実績ですけれども、つくばに所在します

農研機構、森林総研との一括共同調達、それから、単価契約というものを実施しております。

国際農研独自でも一般物品の単価契約を実施いたしまして、調達の迅速化を図ってございます。 

 組織・業務の再編でございますが、先ほど説明がありました法務・知財チームを設置につい

ては省略させていただきたいと思います。 

 グループウェアの各種機能の活用等によりまして、業務の効率化を図っております。また、

人事・給与システムを更新しまして、給与計算等の業務の効率化を図っているということでご

ざいます。 

 研究施設・設備の集約ですけれども、インド型イネ品種の研究開発拠点化のために、石垣市

にあります熱帯島嶼研究拠点を平成28年度から31年度にかけて計画的に整備しております。30

年度につきましては、作物生理温室を改修いたしまして、多様な遺伝資源の評価や育種素材開
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発、多くの世代促進を可能としてございます。 

 財務内容の改善ということでございますが、まず最初に収支の均衡、業務効率化を反映した

予算の策定と遵守、ここにつきましては、５つのセグメント管理ということで、独法会計基準

に基づきまして、業務達成基準に基づく会計処理を実施しております。法人共通経費につきま

しては、これは管理部門の経費ですけれども、期間進行基準に基づきまして会計処理を実施し

ております。 

 自己収入の確保ですけれども、積極的な取組ということで３つのＳＡＴＲＥＰＳ課題を国際

農研の研究員が代表研究者として実施するなど、30年度におきましては合計77件、対前年度

14％増の４億300万円の外部資金を獲得してございます。 

 続きまして、Ⅳ－１、ガバナンス強化です。 

 内部統制システムの構築ですが、理事長の強力なリーダーシップのもと、役員会による迅速

な意思決定、運営会議による役員会決定事項の周知、検討事項の協議を行う仕組み等を構築し、

確実に運用しております。そのほか、内部統制の諸課題に関しまして、理事長、理事と監事の

面談を毎月実施してございます。 

 コンプライアンスの推進ですけれども、新たに知的財産の取り扱いに関する講義を追加いた

しまして、全ての職員を対象としたコンプライアンス一斉研修を実施しております。また、国

際農研独自の取組としまして、コンプライアンス携行カードというものをつくりまして、職員

に配布してございます。 

 情報公開の推進、情報セキュリティ対策の強化ですけれども、情報につきましてはウエブサ

イト上で積極的に情報公開に努めております。セキュリティに関しましては、全職員を対象と

した所内セキュリティセミナーを実施しまして、セキュリティ対策を進めているところでござ

います。 

 なお、昨年度、内閣サイバーセキュリティセンターによるペネトレーションテストというも

のが実施されましたけれども、緊急性のある脆弱性は発見されておりません。 

 環境対策・安全管理の推進ですけれども、化学薬品、遺伝子組換え生物、輸入禁止品等の取

り扱いについて安全講習会を開催する、教育訓練を実施する、職場巡視、それから、定期的な

点検等によりまして適正な管理を行ってございます。 

 海外出張者の安全対策につきましては、もしもの場合、適切な医療サービス及び緊急避難移

送が可能となる契約を法人として締結しておりますけれども、その契約の中で海外のセキュリ

ティ情報メールというものが毎日配信されております。このメールの情報を海外出張者の危機
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管理対策として利用するよう、職員に周知しておりますし、緊急時対策ということを円滑に行

うため緊急時対策委員会というものを設置して、海外における政情不安等に対応しております。 

 研究を支える人材の育成・確保です。 

 新規採用者の任期付き研究員に対して、使途を限定しないスタートアップ経費を配分してお

ります。配分を受けた研究員からは、成果を早期に最大化する上で有効であった等の意見が得

られまして、人材育成成果の最大化に大きく貢献したというふうな認識をしております。 

 また、任期付き研究員のキャリアパス形成のために、新規採用者の研究計画発表会、それか

ら、採用後２年経過した者の研究経過報告会というものを開催してございます。 

 それから、研究職員の業績評価制度の改善ということですけれども、研究業績評価制度ワー

キンググループというものを設置しまして、現行制度の問題点の洗い出し、改善の基本方向の

検討等を実施しております。 

 報酬・給与制度の改善ですけれども、国に準拠という形で規程等を整備してございます。ち

なみに対国家公務員指数ですけれども、一般職員は101.2、研究職員が100.8ということになっ

ております。これにつきましては、後日ホームページのほうで公表することにしてございます。 

 以上でございます。 

○吉田部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここまでの研究関連業務に関するご説明につきましてご質問、ご意見をお願いし

たいと思います。どなたからでも、どの業務に対してでも結構ですので、ご発言をお願い致し

ます。 

○齋藤会長 では、私のほうから産学官連携のところなんでございますけれども、これは長粒

種を使った泡盛の開発だとか、あるいは外部資金がかなり集まってきているということなんで

すが、これ具体的に研究のセグメントの中で咀嚼してやっていくのか、全くこれは独自として、

組織として全体的にやるのか、この辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

 外から来る資金については、こちらでかなり内容については吟味して使える性格のものでは

必ずしもないかもしれませんね。その辺は柔軟に対応するとしたら、組織を挙げてということ

になりますか。 

○国際農研 小山理事 ほとんど全て、90％以上外部資金をセグメントに張りつけて、セグメ

ントのＰＤ、ＰＬ等の指示を得つつ研究者が実施するということで、うち本来業務との関係性

も考慮しつつ進めているということです。 

○国際農研 齋藤企画連携部長 泡盛等の行政対応とか、そういう直接所に要望があった内容
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とかにつきましては、セグメントとしましてはプログラムに位置づけないで、企画連携セグメ

ントの中において迅速な対応ができるようにしております。今、理事が申し上げましたように、

外部資金をとって、その成果をプロジェクトと関連しながら進めるというようなものについて

は、関係するプログラムに位置づけて、９割程度はプログラムに位置づけている。残りについ

ては、迅速に対応するような部分についてはプログラムに属さないで企画連携セグメントに位

置づけているということであります。 

○吉田部会長 それでは、そのほかございますか。 

 お願いいたします。 

○浅野専門委員 専門委員の浅野です。どうもありがとうございます。 

 私のほう、実はいっぱいあるんですけれども、優先順位の高いものをまずお話しします。１

つがこの知財の共同研究規程、それから、もう１つが財務のところの質問です。 

 共同研究規程のほうからお話しします。今年大分変わられたということでチェックしたんで

すけれども、特にその中でも重要なところからお話ししていきます。 

 まず、10条、実施料が書いてあります。恐らく国際農研さんは自分で実施をすることはない

と思うんですね。つまり、共同研究をした場合、民間の企業に社会実装はお願いするわけです

よね。であるならば、通常、共同研究をして、片一方が研究だけで、実際の実施はもう片一方

がやるよといった場合は、研究開発だけしている側は、実施をする側から一定の利益（いわゆ

る不実施補償）をもらったり、第三者からの実施料は多くもらえるというのが民間の一般の常

識なんですね。 

 この10条を見ると、センターの持ち分に応じて実施料を徴収すると書いてあります。という

ことは、例えば共同研究の負担の割合だったり、あるいは大体半々にしようとかというふうに

なると思うんですけれども、仮に持ち分が半々だった場合に、普通民間だったら実施をしない

側のほうは単純な２分の１以上の実施料をもらうというのが常識なので、ちょっとそこは意識

されたほうがいいと思います。 

 それからもう一つ、ちょっと戻りまして、６条のあたりに絡むんですが、共同出願すること

は問題ありません。ただ、この後いろいろ改良発明がされると思います。一緒に共同研究して

改良発明しているのであれば、まだ６条が適用されると思うんですけれども、この契約が終了

した後にどっちかが改良発明をするということは当然あり得ます。その場合の取り決めをもう

一つここに入れたほうがいいと思います。 

 その場合は独禁法も絡みますので、絶対やっちゃいけないのは、アサインバックと言うんで
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すけれども、改良技術についてはライセンサーのほうに譲渡するとか。あるいは、グラントバ

ックというんですけれども、改良技術についてライセンサーに独占的な実施権、要するに専用

実施権みたいなものを設定するという規定は入れちゃいけない、独禁法違反になるので。そう

いう何かしら改良発明に関する規定を入れられると、しっかりいいかなと思います。 

 あと、ちょっと気になるところはあるんですけれども、とりあえず優先順位の高いものは、

まずそこです。 

 それから、財務のほうを確認をさせてください。私、質問で一般管理費と業務経費のほうを

質問していて、その回答をいただいているんですが、平成25年から29年までのデータを去年い

ただいていたので、それと照らし合わせてみると、一般管理費の予算が今年は１億2,700万、

決算が１億2,600万で、業務経費のほうが12億4,200万が予算で、決算が13億2,400万と書いて

あるんですけれども、去年はそれぞれ一般管理費の予算が１億1,200万、一般管理費の決算が

１億900万、業務経費の予算が12億5,600万、業務経費の決算が12億9,100万で、普通に計算し

ていくと、一般管理費決算ベースで15％の増加、業務経費のほうも決算で2.56％の増加になっ

てしまって、ここの３％あるいは１％の縮減というところを達成できているとは思えなくて、

そこの計算を私が間違えているのであれば教えていただきたいなというところです。 

○国際農研 小山理事 予算の説明を稲垣部長のほうからもしましたけれども、昨年度は人

事・給与システムという総務部としては会計システムの次に大きな情報システムの更新があり

まして、我々みたいな小さいところですと、そのお金を通常の管理費で賄うことができないと

いうことで、技術会議のほうから特別に措置をいただいて、そのお金が措置されているという

ことで、かなりの額になりますので、その１年ぽっきりの予算ということで、来年度は今度は

減っていくという形になると思います。 

○浅野専門委員 わかりました。 

 １つ付け加えたいんですが、恐らく国際農研さんは平成30年度、非常に成果を上げていると

いうふうに認識しています。当然普通の企業だったら、成果を上げていればお金もいっぱい使

うわけですよ。なので、単純に縮減していくというだけじゃなくて、例えば民間で言うところ

の売上高販売管理費率だとか資本利益率みたいなこれだけお金を使って、これだけ成果を上げ

ましたよという指標を入れられると、経費額が上がったときにもいいのかなと思います。ご検

討ください。 

 以上です。 

○吉田部会長 何かご意見ございますか。 
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○国際農研 小山理事 なかなか予算の制度というのが我々の手の及ばないところにあるんで

すけれども、一方で売上高という目に見える数値を出すのもなかなか難しいということです。 

 知財に関しては勉強させていただきまして、実施料の分とかなかなかもらえないケースもあ

ったりするんですけれども。 

○吉田部会長 そろそろお時間ですけれども、そのほかございますでしょうか。よろしいです

か。 

 １点だけ私のほうからちょっとお聞きしたいんですが、女性研究者の研究力強化の内容を教

えてくださいという事前の質問に対する回答で、女性リーダー候補者が取り組む海外共同研究

成果の取りまとめの支援と書かれているんですけれども、これは女性研究者に特別何かそうい

う支援をしているということでしょうか。具体的な内容がちょっとわからないのと。 

○国際農研 齋藤企画連携部長 これはダイバーシティ事業、こちらの東京農工大学の参画機

関としてやっております。この事業の中での支援として女性研究者が農工大の先生等との共同

研究を行うということを支援しております。それを取りまとめる上で、例えば英語の論文指導

というのを農工大で主催するものに参画させていただいたり、それから、研究支援員を配置し

てデータの取りまとめなどを支援するというようなことをこの事業の中で行っております。 

○吉田部会長 わかりました。どうもありがとうございます。 

 そのほか、ないようでしたら次に進めさせていただきたいと思います。 

 では、続きまして、大項目Ⅰ－６、研究業務の推進につきまして20分以内でご説明をお願い

いたします。 

○国際農研 小山理事 理事の小山です。 

 私のほうから研究業務セグメントにつきまして、成果をご説明したいと思います。 

 理事長の説明にもありましたが、本中長期目標期間における重点事項として、政府方針に即

した研究開発ということが書かれております。それに即して４つの研究セグメントが設置され

ておりまして、それぞれについて政府方針に即したキーワードがついております。まず、資

源・環境管理セグメントでは気候変動、それから、農産物安定生産ではアフリカ食料問題、そ

れから、高付加価値化セグメントではフード・バリューチェーン構築というキーワードを掲げ

ております。その３つのキーワードに即して気候変動、アフリカ食料、フード・バリューチェ

ーンという旗艦プロジェクトをそれぞれのセグメントに設置して、ここに重点的に資源配分し

て研究を推進しております。各セグメントには、このほか、それぞれ３つ、３つ、４つの研究

プロジェクトが設置されております。最後のセグメントですけれども、情報収集分析セグメン
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ト、これは法律の事項で国際農研が国際農林水産業研究の中核的機関として担うべき情報収集

分析機能、いわばインテリジェンス機能ということで、いろいろな情報収集分析を行っており

ます。 

 本日ご説明します平成30年度の主要な成果、この下のほうの赤字で書いてありますけれども、

それぞれ３項目ほどですが、これらにつきましてはちょっとばらばらには見えますけれども、

各プロジェクトが工程表を作成して、計画的に事業を推進している中で、特に昨年度際立った

研究成果あるいは研究の外部実装に向けた活動というものを紹介するものです。 

 まず、資源・環境管理セグメントですけれども、これは自己評価をＡとしておりまして、先

ほど理事長のほうから大分説明がありましたので、重複を避ける意味で簡単にご説明します。

最初の水田からのメタンについては、昨年度、一昨年度もここの場でも紹介させていただきま

したけれども、特に社会実装に向けて普及を図るべきであるというようなご指摘もいただきま

した。そこで、昨年度は現地で提言ワークショップというのを開いて、政府に政策提言ペーパ

ーを手交したということです。右側にありますように、メタン発生量で40％、米収量で24％、

ポンプの経費で30％、非常に大きな効果が確認されておりまして、この技術の普及に向けての

インセンティブになるというふうに考えております。 

 ２番目の肉牛からのメタン排出量の正確な算出という成果ですけれども、これも長年にわた

る研究成果、これは国際農研ならではのものだと思いますけれども、長年にわたって、牛が草

を食べるときにどの程度のメタンが排出されるかということを種類別に細かく計測してきたも

のの成果です。論文化がきちんとできまして、ＩＰＣＣの基準等に比べて現実のほうが高い。

ＩＰＣＣの現行の基準を用いると、メタン排出量が過小評価になるのではないかという成果に

なっております。メタン変換係数というのは、餌の投入のエネルギーに比較してメタンになる

エネルギーがどのくらいの割合かという数字です。 

 それから、これもご説明しましたけれども、地中レーダーで鉄石固結層をはかるというもの

です。従来土壌分析というと穴を掘るということで、いろんなところに穴を掘ることによって

行われています。鉄石固結層というのは西アフリカでかなり厄介なものですけれども、これが

結構まばらに存在しているものですから、これをはっきり理解するということは非常に重要で、

このレーダーによって地層の区切りというのがはっきりと出てくる、こういう技術です。これ

はもう１年かかるものが数日でできるという画期的な省力化技術になります。 

 それで、ほかにもこのプログラムＡというのはいろんな項目の研究成果が出ておりまして、

これまでもうちょっとと言われていたプログラムですけれども、運営推進の面でも非常に努力
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が認められたということでＡとしております。 

 それから、２番目の農産物安定生産セグメントですけれども、１つ目の科学的成果がイネの

側根形成に関与する遺伝子座の特定ということで、インディカ種のイネは、これまで移植に向

く育種がなされてきたわけですけれども、直播が最近ふえておりまして、直播では幼苗期にい

ろんな環境耐性が必要ということで、側根形成が重要ということで、このイネの側根形成に関

与する遺伝子座を300を超える品種をゲノムワイド関連解析という技術を使って解析して、そ

の遺伝子座、染色体上の位置を特定して、さらに対立遺伝子があるということも確認し、その

遺伝子が側根数を増加させる効果を持っているというところまでを検証しました。これは直播

栽培適性にすぐれたインド型イネ品種の開発に非常に大きな貢献をする発見であるということ

です。 

 それからもう一つは、大豆の省スペース・低コスト高速世代促進技術です。大豆の世代促進

は今まで冬場の温室等を使ってやっていたんですけれども、それでも年に一、二作だったわけ

ですが、ＣＯ２をちょっと空気並みに補充することによって、あるいはその温度を少しコント

ロールすることによって年５作世代促進する技術が開発できました。規模はまだ人工気象器で

すので小さいのですが、実験のレベルでは十分実用化できたということで、これも画期的な実

用化に向けた成果になっております。 

 それから、プログラムＢでは現場の技術もやっておりまして、これはＪＩＣＡのモザンビー

クでの開発プロジェクトの中で出てきた成果ですけれども、国際農研はそのプロジェクトの中

で研究面の支援をしておりまして、特に小農の作付けシステムのようなことを研究してまいり

ました。それを用いて農業経営計画モデルをつくりました。このモデルの特徴は、アフリカの

小農の技術水準あるいは生計戦略、特に混作をするですとかちょっと普通の農業とは変わった

ところがあるんですけれども、そういうものを取り入れた経営モデルということで、これが特

徴です。 

 さらに、これはモザンビークの農家調査、300軒以上を調査した結果をこのモデルで解析し

たものですけれども、新しい作物の作付けシステムを導入することによって増収効果がこんな

にあるんだというようなことを示しております。このモデルは現地語でも書かれておりまして、

現場の普及員等が使うことによって農家所得の向上につながるという成果で、これは昨年度の

主要普及成果として選んでおります。 

 以上、いろんな成果がプログラムＢでは出ているんですけれども、実用化という面で、昨年

度出した科学的成果の進捗をまだここで発表するに至っていないということでＢということに
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しております。 

 それから、３番目のセグメント、高付加価値化セグメントです。プログラムＣと呼んでおり

ますけれども、ここでは１つ、実用化成果として、実はこれは昨年度もご説明いたしましたバ

イオマス分解能にすぐれた新種の微生物、これを発見したということですけれども、この特性

解明をさらに進めまして、実用化に向かう成果として確立したというご紹介です。この新種の

微生物は石垣島の堆肥から単離したHerbivorax saccincola A7という名前の微生物ですけれど

も、これが近縁の微生物と比較してアルカリでも活発に活動する、それから、キシランを分解

する代謝経路を持つということで、例えばオイルパームの実の回りについている空過房ですと

か稲わらですとかバガスとか、そういうヘミセルロースをたくさん含むような材料、これはこ

の世界では最も厄介と言われているものですけれども、これらについて高効率で分解が可能な

微生物ということがわかったということです。 

 ですので、実用面で滅菌とか中和処理とかいう余計なステップを経ることなく、低コストで

分解が可能な微生物だということで、非常に実用化の可能性が高いということです。特許も出

しておりまして、まだ審査中ですけれども、関係の論文を発表しましたら外国から分譲依頼等

がもう既に来ているという非常に有望な成果です。 

 それから、あと２つは社会実装の面での活動をご紹介します。研究成果も当然なんですけれ

ども、その後の活動ということで、１つは混合養殖ウシエビの優位性を確立するための多角的

評価ということで、これは今までもご紹介していますけれども、ウシエビと餌となるジュズモ

とか貝、ミズゴマツボという貝を一緒に混合養殖してウシエビの生産性を高めるということで

す。この成果はもう既に出ておるわけですけれども、さらにこれを普及させるために、この技

術の優位性を示そうということで、現地養殖業者との実証試験を2017年から進めてきまして、

昨年度さらに実証試験を拡大しました。沿岸域での実証試験を追加し、それから、機能性成分

はどういうものがあるのか、それから、嗜好性が色とか味とかそういうようなものも含めてど

のような評価がなされるのかということを調べました。プログラムディレクターの裁量経費や

理事長インセンティブ経費を配分して、こういう社会実装につながる活動をしました。 

 もう一つは高品質パデークの調製に関する住民説明会の開催、ラオスで行いましたけれども、

このパデークというのは魚を使った調味料です。日本で言えばみそ、醤油に当たるものですけ

れども、現地では支出額は日本のみそ、醤油の何倍というぐらい非常に重要な調味料です。こ

の調味料はどこでも食べているわけですが、このできたパデークの調製方法、これは途中で腐

るとか、あるいはアレルギー物質になってしまうとかいろいろ問題があるんですけれども、こ



 20 

れを科学的に解明してきちんとした製造方法がわかったものですから、これを現地の人々につ

くってもらおうということで、現地説明会を開いてキットを配って、そういう工夫をして、今

後これだけではなくて、我々が開発した技術を現場で活用するにはどうしたらよいかのという

ようなことを知る機会の例としてこういう活動をしております。 

 実際このプログラムＣでは、製品化すべき技術あるいは産業化すべき技術、あるいは我々み

ずからが現場で普及活動を行うべき技術、こういうのを区分けしまして、特許化していくのか、

それとも公知化していくのか、そういうようなこともきちんと考えて活動しております。 

 それから、最後ですけれども、情報収集セグメント、これは自己評価Ｂとしておりますが、

１つはプロジェクトとして実施している食料・栄養バランスです。これは最近世界で食料問題

と同時に栄養問題というのが非常に重要視されておりまして、我々も食料の分析と同時に栄養

の分析をするということで今期はやっているものですけれども、世界食料モデルの品目数を倍

増させて、酪農製品とか植物油も扱えるようにして、たん白質等の将来動向についても明らか

にしたというものです。なかなかここまで気候変動等を絡めて分析している例というのは、諸

外国にも多くないと思います。 

 それからもう一つ、国際研究機関に関する情報収集、これは産学官連携のところでも行政へ

の貢献のところでありましたけれども、国際機関等へ人を派遣して情報収集を図っているとい

うことで、ただ派遣しているだけでなくて、その結果としてＣＧＩＡＲのパフォーマンスレポ

ートを我々の職員が担当したり、あるいはＩＲＥＮＡ再生可能エネルギー機関の刊行物を我々

の職員が書いたりして、彼らの活動に大きく貢献しているということです。 

 それから、目的基礎研究の推進、これはご質問もいただいていますけれども、創造的なアイ

デアや純粋基礎研究の成果をもとに将来のイノベーションにつながる技術シーズということで、

少しほかの情報収集とは毛色が違うんですけれども、広い意味での研究シーズを探すというこ

とでこのセグメントに位置づけておりますが、昨年度のご指摘も踏まえて平成30年度は５つの

実施課題全てに外部専門家にお願いして、いろいろな意見を出していただきました。 

 それから、ここにある図ですけれども、これはその５つの目的基礎研究の中の一つの戦略的

熱帯果樹という課題で、石垣島を中心に熱帯果樹の研究をしておりますが、かなり基盤的な研

究でして、この中で新しくミャンマーでいろいろ活動しておりますけれども、ミャンマーでの

マンゴーの在来遺伝資源の分析を行いました。これはミャンマーでは全くなされておりません

で、今我々のところが持っているマンゴーの品種といろいろ比較して、こういう位置にある、

こういう性質があるというようなことがわかって、ミャンマーのほうで大変感謝されておりま
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す。 

 それから、ブラジルトケイソウ、これはパッションフルーツですけれども、その野生種に近

いものをかけ合わせて耐暑性を改善する、これは将来的には品種になる可能性のある研究でも

あります。全体としては地道によくやっているということで自己評価Ｂとしております。 

 以上、研究セグメントについての説明を終わります。ありがとうございました。 

○吉田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの研究業務に関するご説明につきましてご質問、ご意見をお願いしたい

と思います。プログラムＡからＤございましたけれども、どのプログラムからでも結構でござ

います。ご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。いかがでしょうか。 

 お願いいたします。 

○浅野専門委員 専門委員の浅野です。 

 一番最後の情報収集分析セグメントについて１つコメントしたいと思いますが、これすごく

いいなと思ったんですよ、実は。今回その１つ前の高付加価値化セグメントもＢをつけていら

っしゃって、結構もうちょっと上でもいいかなという感覚はあるんですが、特にこの情報収集

分析セグメントのほうは視点が非常におもしろいと思います。ここは新しいシーズの情報だと

か基盤の情報を見つけるんだということを書いてありますけれども、これは民間の発想で言う

ならば、特に我々の業界で言うならば知財情報解析に当たるんですよ。 

 特に国際農研さんは政策的なものが絡みますから、まず政策があって、そこに社会実装とい

う観点から、こういうミャンマーと日本のパッションフルーツの戦略的熱帯果樹だとか、ある

いは世界食料モデルだとか、そういうちょっとマーケティング的な視点を入れていらっしゃる

んですけれども、そこにもうちょっと知財の情報を入れられると良いと思います。一般的に

我々はパテントマップとかを使ったりするんですけれども、ほかの同業他社の出願・登録情報

だとかそういうのを加味して、ほかの法人さんだとか民間の企業さんがやっていない部分に国

際農研さんが資本を投下していくとか、そういう視点が入ると非常におもしろいだろうなと思

います。 

 それを指摘したいなと思いまして。そういう情報解析の部分をしっかりやってください、と

いうお願いです。 

○国際農研 小山理事 ありがたいコメント、ありがとうございました。今までもプロジェク

トをやるときにはどういう知財があって、よその研究所でどんな研究がなされているかという

ようなことは当然見ながらやっているわけですけれども、この情報収集分析のところはもう少



 22 

し広くやっていたものですから、その辺の知財情報等との関係も検討していきたいと思います。

ありがとうございます。 

○吉田部会長 では、その他ございますか。お願いします。 

○齋藤会長 せっかくですので、理事長もいらっしゃいますので、セグメント１から３で実は

Ａ評価をとると、その後ずっとＡ評価というよりは、新しい課題をお探しして、新しいＡ評価

になるような研究内容を盛り込むと、非常に戦略的というかそういう感じもするんですが、私

から見たらずっとＡをとり続けたほうが結構楽なのかもしれないと思っていたんですけれども、

研究領域が非常に細分的で、かつ人もそう多くはないと。ですから、クロスでやらなきゃいけ

ないというのはよくわかるんですけれども、成果を上げるといっても、だんだん時間が３年で

できる性格のものを超えているようなものも随分ございますね。そうなってくると、やはりＡ

をとったものは継続して新しく革新していったほうが研究は広がりやすいんじゃないかと思う

んです。 

 また、非常に地域的にもこだわっています。広がっていますので、研究拡大も広がり、地域

も広がり、研究者が股裂きに遭うような、大変大きな領域にまたがってしまうと。したがって、

当然連携していかなきゃいけないと。連携するとなると、国も違う、さらに業界がある、企業

もいると。その辺の調整が物すごく難航する領域だろうというふうに感じました。その辺はど

うお考えですか。 

 このままやっていくと、もう大変なスピードで皆さんついていけるのかどうか心配をした次

第なんでございますが、基礎的な発見から始まりますけれども、実際は一貫して実装まで持ち

込むという大きな流れを考えると、大変な時間でございます。ある程度わかったものを即行で

やってしまったほうが成果は上がりやすいものがあるかもしれません。その辺はどういうふう

に仕分けしてお考えですか。 

○国際農研 岩永理事長 ご指摘のとおり、国際農研のミッションというのは非常に幅広い、

それは時系列的にも言えますし、研究対象地域、課題でも言えるかと思います。組織運営の中

では、概念的に言えば研究ポートフォリオ的にいろんなものがあるんだということを考えて、

そこでそのポートフォリオ、限られた資源の中でどういうカードを切っていくか、地域のバラ

ンス、国のバランス、そして、研究課題、そして、最初の質問になりますけれども、いつＡを

出してくるかということも関係してくるんですけれども、実際今年Ａにしたいと言っているよ

うな研究課題においても、それを始めたのは十数年前のものが多いんですよね。そこが固まっ

てきたときに、そのときにＡと出てくる。これは一つの例なんですけれども、３年で成果をぱ
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っと人前で言えるようなものがあるし、あるいは十数年たたないとやはり出てこないものもあ

るかと思います。それをバランスよく取りまとめて、そのバランスのとり方で一定の公式があ

るかというと、それは具体的に私の頭にはなくて、実際のやり方として５年単位の研究目標と

いうのも、中長期の目標というのを主務官庁から提示され、それに対応する過程の中で次期の

中長期計画ではこういうポートフォリオの展開をしようというふうに考えて具体的にやってい

ます。 

 具体的には、もう次の第５期の中長期に関しての準備は始めておりまして、そこの中で、も

うこの４期で終結すべきという課題に関しては積極的に投資をし、終結に向かうようにしてお

ります。そういう意味では幅広くやらなきゃいけなという組織の性格上、それをどうまとめて

いくか、組織の人間が股裂きに遭わないように、そういうことを注意してやっております。 

 今日の成果の一つで出しましたことで、研究職員の年間の業務計画というのを出したんです

けれども、あれも成果を出すということに関しては研究プロジェクト、プログラムでやってい

るんですけれども、出す人間側の支援、そして、時間管理に関してはこれまで十分にやってこ

られていなくて、時には股裂きに遭っているというふうに感じておりました。ということで、

ちゃんとした計画書をつくってもらう、そして、上司である領域長と相談してもらうことによ

ってプロとしての成長、そして、股裂きに遭わないように深みのある研究ができるように、そ

ういう工夫をしております。 

○齋藤会長 ちょっと１カ所、私大変いい研究だなと思ってコメントだけということで申し上

げるんですが、これはアフリカの小農支援まで入っていらっしゃる、大変これはすばらしいな

と思います。むしろ小山理事に聞いたほうがいいのかもしれませんが、今どき我々から見ると

小農ではないだろうと。こういう歴史的な言葉はもう清算されているというふうな理解はして

おりますけれども、私も農業経済が中心なので。ただ、これはやはり難しいのは生活との密着

性、もう一つは地域のいろんなコミュニティ、これが外部労働になったりするわけですね。そ

の中で経営の主体性がないと計画にならないんですよ。プランニングできません。その辺をど

う考えるのか。つまり主体の成熟がないと我々はこういう議論ができないです。これは非常に

難しい問題なんですが、やはりそれに入っていかないと多角経営みたいな話になってしまうか

もしれません。これはどうお考えですか。 

○国際農研 岩永理事長 農業経営の専門家ではない私が言ったほうが中立的だと思うんです

けれども、農業経営の専門家じゃなくても農家の現状というんですか、それを実際に畑に行っ

て農家と話す機会が多分一番多い立場じゃないかと思います。 
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 そこで感じてきていることというのは、農家というのが自主的に経営という観点でどこまで

やっているかということなんですけれども、それが我々日本人が考えるよりもアフリカの田舎

のほうの農家で話をすると、かなり自立的な、経営的な観点でやっているという感じがします。

それはまたこれも農水に対する批判かもしれないんですけれども、日本の農家よりももっと補

助金がないという部分だけ自立的な考え方、それに生死をかける的な感覚があって、こういう

今回提示したようなツールということの話をすると食いつきが非常にいいですね。そういうも

のが欲しいんだと。その感覚というのは、ちょっと話しただけで「ああ、そういうものがあれ

ば俺の経営は」というふうに言ってくれる機会が多いかと思います。 

 そういう意味では、齋藤会長がおっしゃっているようなこともわかるんですけれども、意外

とアフリカの農家の現場というのは進んでいるんじゃないかなと思います。 

○国際農研 小山理事 このＪＩＣＡのプロジェクトはナカラ回廊という地域で、ブラジルの

大豆の大経営のようなもののシステムがこちらでも使えるのではないかということで始まった

プロジェクトなんですけれども、実際に現場で農家がもう土地を持っていて、そのブラジルの

未開拓の土地を開くのとはわけが違う。我々のところでは、小農の経営ということに視点を置

いて、こういう考え方も重要だということで出していまして、大農経営も当然あり得ると思い

ますけれども、今生きている人たちをどうにかしなくちゃいけないという面ではこういう研究

も重要だと思っています。 

○吉田部会長 そのほかございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

○渡邊（眞）専門委員 今ご説明を伺いまして、大変納得いたしました。持続的な資源環境管

理に向けた研究のセグメント、資源環境管理セグメントのところが自己評価Ａということに対

しては何も異論はないんですけれども、水田からのメタン発生抑制技術であるとか、次の肉牛

からのメタン排出量の明確な算出ができるというような比較的一般化できるようなことと、そ

れから、次の実用化成果になっておりますけれども、地中レーダーで鉄の盤層のようなものの

深度がはかれて、それがソルガムの収量とよく合っている深度が深いと収量が高いということ

が非常に実用的な提案というか、どうしてこれが並ぶんだろうということがどうしてもわから

なかった。でも、ピックアップされた一つであろうと思っておりました。 

 ただ、今お話を伺って、アフリカの小農であるとか、そういう農家さんの欲しいものを提供

できているという点であるというふうに私は思いましたら、ああ、なるほどと思ったんですね。

つまり最初に思ったことは、この硬盤層ですけれども、恐らくこの小さな写真を見る限り表土
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の堆肥が見えていますし、これはいわゆるヨーロッパから、旧大陸のほうで言うＢＴ層、アル

ジェリック層に違いないと思ったんですね。これは割とどこにでもあるようで、どこにでもな

いかもしれない。その上のアルジェリック層というのは化石土壌と言って、最終間氷期の産物

と言われているもので、その上にどのくらい豊かな土層があるかという問題を多分捉えられた

んだと思うんですね。どうしてそれが厚いか少ないかはまたいろんな要素があって、それは何

の説明もここには読み取れませんけれども、いずれにしても非常に実用的であるということが

わかったこと、それから、省力化技術を提案できたということ、もちろん全て評価に値するん

ですけれども、どうしてこの３つが並ぶんだろうということがどうしてもわからなかったんで

すね。 

 そこで、欲しいものを提供するという理解でよろしいんですか。つまりこれ、適用できる範

囲は限定なんじゃないかというのが私の最初の見立てだったんです。前２つと実用化成果とい

うのは、ある意味スケール的にかなり違うものを示していただいているけれども、説明的には

並んできちゃっているし、速やかに理解するには少し大変だったということです。 

○国際農研 岩永理事長 わかりました。説明の仕方が時間が限られているということで不十

分だったと思うんですけれども、齋藤会長からのご質問とも関連するんですけれども、いろん

なレベルの研究課題、それをポートフォリオと考えて時系列的に、空間的にもやっていくと。

ここで求めているものは、このプログラムというのは地球規模対応ということで資源管理をや

っております。 

 この実用化の成果としての地中レーダーの位置づけなんですけれども、この鉄固結層が地表

近くに出てくる、これはアフリカ大陸が非常に一番古い大陸であって、水、風によって養分が

流出しているという状況の中で、そこの中にさらに鉄固結層があるがために、硬盤層があるが

ために地表の作物が栽培できる深さが決まってくると。これをこの地中レーダー、現在では例

えば１ヘクタールのマップをつくろうと思うと１日でできるんですけれども、将来的にはこれ

を広げていって、今年からやっていくんですけれども、レーダー的な機能をドローンを使って

はかっていくと。そうすることによって、もっと幅広いマップができる、ＦＡＯが出している

アフリカの土壌マップと同じような感覚で固結層が何センチのところに出てくるかということ

のアフリカ的なマップをつくることができるんじゃないかと。そうすることによって、一つの

現場での実証栽培化を通り越して、もっと幅広くスケール感を持った適用ができるような、そ

ういうことを目指しております。 

 一番言いたいのは、実際に農研機構が強いところは現場の必要ということがわかっていて、
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そこで実証的なことをやりながらも目指すところは広範囲な応用です。例えば節水かんがいと

いうことにおいても、研究パートナーとはベトナムのメコンデルタでやっているんですが、こ

こで開発された成果、技術というのは同じような水田を持っている多くの国で適用できるもの

です。具体的には、現在ほかのところからのお金を使ってフィリピン、インドネシア等で展開

をやっています。ということで繰り返しになるんですけれども、極めて実証栽培的な農家単位

でのニーズを理解し、そこを出発点としながらも、目指すところはもっと広範囲の汎用性のあ

る知見、技術を狙っています。 

○渡邊（眞）専門委員 ありがとうございます。時間制約の中でのご説明であったということ

も十分理解しております。うまくそういうところが入り込んだ説明のほうがより理解につなが

るかなと、一般的な理解につながるかなと。ありがとうございました。 

○吉田部会長 どうもありがとうございます。 

 かなり時間が超過してきてしまったので、これで質疑を終わりにしたいのですが、ぜひとい

うご質問がありましたら。 

 どうぞ。 

○久保専門委員 ＡＷＤに関して少しお伺いしたいんですけれども、18ページにありますけれ

ども、メタンの発生量は40％減って、米の収量は24％ふえる、ポンプの経費も30％減るといい

ことづくめなんですけれども、水田は先ほどおっしゃったように適用できる範囲が非常に広い

ので、極めて有効な手段だと思うんですけれども、同時に恐らくこの方法というのは非常に労

働集約的なんですよね。ですから、労働集約的なことがある意味においては普及を妨げている

要因になると思いますので、そちらのほうも同時に例えば労働時間がどれだけ水管理のために

ふえたかとか、そういうことも同時にしておかないと、全ていいことづくめですので、なぜそ

れほど今現在まで普及しなかったのかと言うと、やはり物すごく手間がかかるからだと思うん

ですよね。 

 ですから、その手間を一つ解消するという意味で、７ページのところにありましたけれども、

ＩＣＴという話もあると思うんですけれども、そのあたりも何か同時に今後調べられたらと思

うんですけれども。 

○国際農研 岩永理事長 ご指摘のとおりで、今回の成果で出てきた政策提言ペーパーの中で、

今後普及するために２つの課題があると。１つは、１つの区画をもっと大きくしなきゃいけな

いということ、自動化するために。もう一つはまさに自動化ということで、例えば日本でも使

われているんですけれども、水を出すところのバルブを歩き回って調節するのではなくて、自
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動的に調節できるような、そういうことを提言しております。 

 そのためには初期投資が必要なんですけれども、初期投資を十分にやってもいいぐらい成果

があるんだということを収量が上がるあるいは水の節約ができるということで、そこから初期

投資がどのぐらいできるかということの計算ができるように、そういう政策提言をしておりま

す。 

○吉田部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、時間となりましたので、国際農研に関する議事を以上にしたいと思います。皆様、

ありがとうございました。 

 それでは、本来ですと10分間休憩なんですけれども、５分間休憩とさせていただいて、３時

５分から再開したいと思います。 

午後３時００分 休憩 

午後３時０５分 再開 

○吉田部会長 それでは、時間となりましたので、審議を再開したいと思います。 

 議事３、農業・食品産業技術総合研究機構、農研機構の平成30年度の業務実績についてです。 

 本日は、農研機構の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただきまして、どう

もありがとうございます。本部会では、議事次第のとおり、各法人の平成30年度の業務実績に

ついてご審議いただくこととなっております。まず、理事長から業務実績の概要等のご説明を

いただき、その後、業務運営部分、研究部分について議論を行ってまいりたいと思います。 

 なお、説明時間、質疑時間それぞれの終了１分前に１回、終了時に２回ベルを鳴らしますの

で、スムーズな進行にご協力をお願いいたします。 

 では、業務実績概要について15分以内でご説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○農研機構 久間理事長 農研機構の久間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、まず私から全体の概要を説明した後、農業情報研究センターの設置など今年度特に

力を入れて取り組んだ事項について、寺島理事外３名の理事から説明いたします。その後、業

務実績報告等に沿った説明をしたいと思います。 

 それでは、全体の概要について説明します。右下にページ数が書いてあります。１－１と書

いてあります。それで、以降１ページ、２ページというふうな説明をします。 

 まず、１ページ目をご覧ください。 

 まず、農研機構の概要について説明いたします。 

 上の黒枠にありますように、役員が15名、そのうち12名が理事です。常勤職員が約3,300名、
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そのうち研究職員が2,000名弱です。研究職員を含めて、職員の20％は女性であり、女性活躍

が非常に進んでいる研究機関です。左側の円グラフにありますように、昨年度の年間予算は

916億円で、一昨年とほぼ同額です。 

 右の日本地図をご覧ください。ご存じのようにつくばに本部があり、北海道から九州、沖縄

まで全国に研究センター等の拠点があります。60％の職員がつくばにおり、40％程度は地域に

いる構成です。後ほど詳しく触れますが、赤文字で書いてありますように、昨年10月には日本

の農業ＩＣＴ研究の中核とすべく、理事長直属の組織として農業情報研究センターを新設いた

しました。また、ファンディングエージェンシーとして、よりすぐれた応募を誘引するため、

10月に生研支援センターを川崎に移転いたしました。 

 ２ページ目をご覧ください。 

 次に、役員の体制をご紹介します。 

 色分けしておりますが、赤い欄は私を含めて３名が産業界出身、黄色の２名が農林水産省か

らの出向者、その他７名が農研機構出身者です。昨年３月までは産業界出身者はほとんどいな

かったのですが、昨年の４月からこのようにバランスのよい体制となっております。 

 ３ページをご覧ください。 

 理事長に就任し、まず農業・食品産業の課題とあるべき姿を整理し、そこからさかのぼって

研究開発を行う戦略を構築しております。下の円盤に書かれていますように、国内外の課題と

いたしましては、国内では自給力低下、担い手不足、超高齢化、人口減少、地方衰退、市場の

縮小といった課題があります。グローバルでは、人口増加に伴う食料不足の問題があります。

そのような中で我が国の農業・食品産業のあるべき姿を実現するのがＳｏｃｉｅｔｙ５．０で

あり、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０により農研機構の中長期目標は達成できると考えています。その

ためには、上の円盤に書かれていますように、農業生産、加工・流通、消費の３つの分野を改

革しなくてはいけません。まず最も重要なのが農業生産分野で、農家の所得を上げる、生産性

を上げることが必要です。加工・流通分野では輸出を拡大する、フードロスをなくす、付加価

値を高める消費分野では健康長寿社会の実現を食の面から考える必要があります。 

 次に、４ページをご覧ください。 

 このような考えの中で、赤字で示しますが、昨年４月の就任時に農業を強い産業として育成

し、海外市場で農産物・食料のマーケットシェアを伸ばし、政府の経済成長戦略であるＧＤＰ

600兆円実現に貢献することを目標として科学技術・イノベーションを創出し、農業の産業と

しての自立を牽引するという農研機構の中長期的な組織目標を定めました。この目標は農研機
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構の中長期目標、農林水産省の農林水産研究基本計画、政府の未来投資戦略、ＣＳＴＩの科学

技術・イノベーション総合戦略等々の施策とベクトルを完全に合わせて設定しております。こ

の組織目標をもとにしまして、平成30年度の目標として、この図の下に掲げる９項目を定めて

１年間取り組んできました。 

 次に、それぞれの目標について取組を紹介いたします。 

 ５ページをご覧ください。 

 まず、農業・食品分野のＳｏｃｉｅｔｙ５．０の早期実現に向けまして、左上に示すように

６つの研究課題を提示いたしました。キーワードはスマート化と基盤技術です。 

 次に、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０実現に向けて研究開発ロードマップを全てつくり直しました。

私にとっても理事の皆さんにとっても職員の皆さんにとっても大変なエネルギーを要した改定

でした。改定のポイントは右上の赤文字にありますように、それぞれのロードマップで研究開

発の目標スペックと実用化時期を明確にしたことです。また、課題間、セグメント間、後で詳

しく説明します農業情報研究センターや産学連携室との連携を強化し、ロードマップに落とし

込みました。また、ドローンや病害虫など複数の拠点でばらばらに進めていた課題は、セグメ

ントをまたいだ横串プロジェクトを発足させ、研究拠点間のシナジー効果を発揮させる体制を

整えました。この改定したロードマップはもちろん状況に応じて、加速・減速・中止あるいは

スペックや実用化時期の変更等をフレキシブルに行っていきます。 

 次に、６ページをご覧ください。 

 研究開発成果をスピーディーに実用化し、産業界・農業界との連携を強化するため、昨年10

月に理事長直下に産学連携室を新設いたしました。今年４月16日にこの産学連携室は事業開発

室に名称を変更いたしました。地域農業研究センターの産学連携コーディネーターと農業技術

コミュニケーターのそれぞれの取組を強化するとともに、地域ハブコーディネーターが全体を

統括して成果や取組を全国に横展開し、農家の隅々まで開発した成果を浸透させる体制といた

しました。当然我々農研機構だけで成果を普及できるわけではありません。このため、農業技

術コミュニケーターは県の公設試や普及員と協力して技術を普及していきます。 

 また、農研機構として普及すべき成果である重点普及成果を６課題選定いたしました。昨年

度の重点普及成果は、参考資料としてこの資料の後ろに載せていますので、後ほどゆっくり見

ていただきたいのですが、一昨年度から大きく改善したことは社会実装のターゲットを明確に

し、開発リーダーとコーディネーターやコミュニケーターが一体となって普及を進める体制と

したことです。また、これを普及するためのロードマップを策定しています。一昨年の重点普
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及成果の一部もこの方式で普及していく予定です。 

 さらに、産業界との連携強化に向けて、ビジネスコーディネーター制度を創設し、資金提供

型共同研究の拡大に取り組みました。これについては後ほど折戸理事より詳しく説明いたしま

す。 

 次に、７ページをご覧ください。 

 人工知能、データ連携基盤の開発拠点の構築については特段の取組をいたしました。農業・

食品分野におけるＳｏｃｉｅｔｙ５．０実現には、人工知能とデータ連携基盤（我々の場合は

ＷＡＧＲＩです）ＷＡＧＲＩを両輪とする農業情報研究の強化が必須です。そこで、昨年10月

１日に日本の農業ＩＣＴ研究の中核とすべく農業情報研究センターを理事長直属の組織として

新設し、ＷＡＧＲＩの本格運用の準備も進めました。これについては、後ほど寺島理事より詳

しく説明させていただきます。 

 次に、８ページをお願いします。 

 人材力の強化では、農業・食品分野のＡＩ研究者の育成の仕組みづくりに特に力を入れまし

た。右下に書かれていますように、政府は「2025年度までにほぼ全ての担い手がデータを活

用」等の目標を掲げています。そこで、農業情報研究センターには、農業・食品分野における

ＩＣＴリテラシーを全国規模で向上させるミッションを持たせています。上の文字にまとめて

おきましたが、農業情報研究センターに北海道から九州・沖縄に至る全国各地の農研機構の研

究センター等から研究者を派遣し、派遣された研究者はみずからの研究課題を対象にオン・

ザ・ジョブ・トレーニングによってＡＩ技術を習得いたします。ＡＩ技術を習得した研究者は、

全国各地の研究センター等に戻った後、ＡＩ研究を実施するとともに周りの人たちに技術を普

及させていきます。 

 このようにして棒グラフに書かれていますように、2023年度には農研機構約2,000人の研究

者のうち200人以上がＡＩをみずから活用できる体制にいたします。また、右下の赤枠に示さ

れていますように、この農業情報研究センターは今年の４月から公設試からも研究員を受け入

れており、将来的には企業等の研究者も受け入れる予定です。 

 次に、９ページをご覧ください。 

 赤文字を中心に説明いたしますが、知的財産権活動と国際標準化活動の徹底的な強化、知名

度の向上の取り組みとして、連携広報部を廃止して、知的財産部と広報部を新設いたしました。

また、それぞれの部に戦略を策定する戦略室を設置しております。組織自体は、昨年の10月に

構築しましたが、特に知財の専門家及び国際標準化の専門家を今年４月に機構外からキーマン
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となるスペシャリストを招聘して、体制を充実させました。この取組については、後ほど松田

理事より詳しく説明いたします。 

 以上が組織目標に対する取組です。 

 次に、10ページをご覧ください。 

 平成30年度も外部機関からの受賞や広報によるプレゼンスの向上に努めました。農水省が選

ぶ2018年農業技術重大ニュースでは、10件のうち８件が農研機構の成果で、第１位は農村工学

研究部門のため池防災システムでした。また、選定の直後に舞い込んだホットな話題として、

「クモ糸を超えるミノムシの糸の有用性を発見」をホットトピックに選定していただきました。

さらに、次世代作物開発研究センターの矢野所長がみどりの学術賞を受賞いたしました。 

 広報では、興和株式会社とのミノムシの糸に関する共同研究のプレス発表や理事長みずから

の記者会見や取材応答が多数報道されました。 

 次に、11ページをご覧ください。 

 昨年度はＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現を目指し、組織を挙げて重点的に取り組む２つのプロ

ジェクトを発足させました。それについて説明いたします。 

 １つ目はスマート生産システム実現のためのプロジェクトです。これは農林水産省と農研機

構が一体となり、第１期ＳＩＰ等で開発したスマート農業技術を全国のスマート農業実証農場

69カ所で２年間かけて実証し、これを本格的に実用化するプロジェクトです。中央の赤文字で

まとめていますが、収集したデータをもとに技術面、経営面からの分析・解析によってロボッ

ト農機等を使うと本当に生産性が上がるのか、農家の所得が増加するか等について定量的に実

証することが最も大きな目的です。 

 一方で、これを実証したからといって普及できるわけではありません。普及させるためには、

データに基づいた性能や品質の改良が必要です。また、ロボット農機等を初めとする設備や維

持費の価格をいかに安くするかが大きな決め手となります。さらに、いろいろな法規制や標準

化の対応を並行して行っていかないと実用化されないと思います。重要なことは、実証実験は

うまくいったけれども、それで終わりということにならないように、社会実装にしっかりつな

がるプロジェクトにしたいと思います。 

 次に、12ページをお願いします。 

 ２つ目がスマートフードチェーン構築のためのプロジェクトです。今年１月に九州沖縄経済

圏でスマートフードチェーン研究会を立ち上げました。この地域では、全体で約２兆円の農業

産出額があります。国全体が９兆円ですから、約20％強であります。アジアに近いということ
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で、ここをスマートフードチェーンのベースにして、アジアへの輸出を拡大することを目的と

しています。九州経済連合会、ＪＡ、農業法人のほか、産業界、大学、公設試、金融機関等ほ

とんどの全てが参画しておりまして、この場を使って農業をベースとした地域の活性化、地域

創生につながるロールモデルをつくることが目的です。 

 下の図に書かれていますが、九州沖縄経済圏スマートフードチェーン研究会のキックオフフ

ォーラムは、参加者数が約250名ということで非常によい雰囲気でスタートしました。インパ

クトのある具体的テーマを決めて、実は既に決まっているんですけれども、７月にはプロジェ

クトを本格的にスタートする計画です。 

 13ページをお願いします。 

 ここで国家プロジェクトを活用したイノベーション創出モデルをお示しします。これは府省

庁間で国家プロジェクトをつないで開発技術の本格的普及を実現するロールモデルです。内閣

府ＣＳＴＩ主導の第１期ＳＩＰで開発した成果は無人ロボットトラクター等のスマート農業技

術と農業データ連携基盤ＷＡＧＲＩです。このスマート農業技術やＷＡＧＲＩを農林水産省と

農研機構が実証プロジェクトとして引き継ぎ、本格的に普及させる取組を進めます。この施策

によりグローバル産業競争力の強化と民間投資の拡大を進めます。同じように第２期ＳＩＰで

は、スマートフードチェーン、ＷＡＧＲＩの拡張、バイオテクノロジーの研究をスタートさせ

ております。これらの成果も同じような形で農林水産省プロジェクトにつないで実用化したい

と考えております。 

 14ページをご覧ください。 

 最後に、2019年度の組織目標についてご紹介いたします。昨年度の目標に引き続き取り組む

とともに、新たな４つの目標を掲げました。赤字で示したところです。このうちスマート農業

技術とスマートフードチェーンについては、先ほど紹介したプロジェクトをしっかりと進める

ことで目標を達成していくつもりです。ここでは企画部門の強化について説明いたします。 

 15ページをご覧ください。 

 赤文字を中心に説明いたします。企画戦略機能強化に向けて、今年４月に企画戦略本部とＮ

ＡＲＯ開発戦略センターを設置いたしました。企画戦略本部には経営企画部研究推進本部とい

う２つのキーとなる部を設置し、研究資源配分の最適化や研究課題の戦略的推進を行います。

また、研究推進部には大型公的プロジェクト獲得のための専門部署もつくりました。 

 ＮＡＲＯ開発戦略センターは農研機構のシンクタンクとして国内外の農業やバイオテクノロ

ジー、ＩＣＴ等にかかわる技術、政策動向の収集・分析を行い、中長期的な研究戦略策定を行
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います。また、欧州、米国、アジアにおけるグローバル拠点構築にも着手しております。 

 16ページをご覧ください。 

 農研機構は全体として本部の司令塔機能のもとで研究センター等が研究開発を進めることに

なります。また、この図には書かれておりませんが、秋には管理部門の効率的な運用を行う体

制の構築も予定しております。 

 先ほど触れましたが、昨年度選定した６つの重点普及成果の資料を最後に参考としてつけて

おります。これらの成果の徹底的な普及に向けて、農研機構を挙げて取り組んでまいります。 

 以上で概要の説明といたしますが、この後、30年度に重点的に取り組んだ事項である農業情

報研究センターの新設、産学連携の強化、知財への対応強化について寺島理事、折戸理事、松

田理事より説明させていただきます。 

 以上です。どうもありがとうございました。 

○吉田部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対するご質問、ご意見は後ほどま

とめてお受けいたします。 

 それでは、平成30年度の重点的な取組事項について、20分以内でご説明をお願いいたします。 

○農研機構 寺島理事 それでは、お手元の資料のページ２－２をおあけいただきたいという

ふうに思います。 

 農業情報研究センター、先ほど理事長からのご紹介がございましたように、組織目標に従い

まして、昨年の10月に新設をいたしました。目標といたしましては、アプリケーション指向の

農業情報研究を推進していくということ、それから、２番目としてＷＡＧＲＩの機能拡大と運

用を図っていく、３番目といたしまして、ＩＣＴ人材を農研機構内外に育成していくというこ

とでございます。 

 背景といたしましては、ＡＩ技術が大変進んでますけれども、農業分野、とりわけ農研機構

ではこの分野の研究が手薄であったということがございまして、価値あるデータというものが

なかなか使えないまま置かれてきたということがあります。そこで、理事長の強力なリーダー

シップのもとで、右側にロードマップを書いていますけれども、こういった取組を行いまして、

半年間でこの研究センターを樹立したということです。 

 ポイントですけれども、左側に書いていますが、まず推進責任者は外部より第一人者を招聘

し、それから、ＡＩ技術分野の第一人者５名、後でご紹介しますが、この方々に農業ＡＩ研究

委員を委嘱し、それから、気鋭の若手ＡＩ研究専門家を指導者として採用する、こういうふう

な指導陣営をまずがっちりとつくるということにポイントを置きました。あわせて機構内の研
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究者の参集を行いまして、ＯＪＴによりまして成果を出しながらＡＩ教育を行っていくという

ような取組をしてきた次第です。 

 次の２－３ページをお願いいたします。 

 ミッションにつきましては、大きく３つあります。左側の農業ＡＩ研究推進、それから、右

側の農業データ連携基盤の運営、そして、下側にございますけれども、データ戦略の整備とい

うものでございます。データベースの創出、それから、それに基づいたアルゴリズムの開発、

そして、それをうまく利用していく機関、三位一体の形でもってデータのフル活用を図ってい

こうとしています。 

 推進体制でございます。冒頭申し上げましたように、ＡＩ研究統括官として三菱電機から田

中さん、農業情報連携統括監として神成先生にお越しいただきまして、ご指導を仰いでござい

ます。 

 ロードマップでございます。各業務につきまして数値目標も含めたロードマップを策定いた

しまして、業務の進行管理を行っております。例えば農業ＡＩ研究につきましては、昨年度は

研究人材育成体制の構築というところに注力をしてございました。2020年度には定常的なＡＩ

研究課題数45以上となるように課題の選定あるいは研究者の育成を図っていく予定としてござ

います。これは先ほど理事長からご説明がございましたけれども、現在研究者37名ですが、

2023年には250名に伸ばしていきたいと考えてございます。 

 そのやり方としましては、下に書いてございます。農研機構の各研究部門あるいはセンター

から研究者をこの農業情報研究センターに集めまして、二、三年のトレーニングを行った後、

いろいろな研究成果、それから、技術を含めて、それぞれもとの研究部門、センターに戻って

いただきます。そして、戻られた先のセンターあるいは部門においていろいろな得られた技術

というものを紹介していくというようなことになってございます。それから、あわせて本年度

から外部機関からも研究者の受け入れを開始いたしました。 

 次の２－７ページをお願いいたします。 

 これは現在行っております研究課題、全部で27課題ございます。これを左から右のほうに短

期で解決がつくものから長期間必要なもの、それから、上から下につきましては、それぞれ用

いる多変量解析等、用いる技術の質に応じまして分類をして配置しています。一番右にご指導

いただく先生方をご紹介してございます。 

 次の２－８でございます。 

 いくつか事例をご紹介したいと思います。まず、ＡＩによる農業経営体数予測システムとい
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うことでございます。下の図の左側にありますような入力データ、これはセンサスから得られ

るものですけれども、これをＡＩの一つの技術であるニューラルネットワークを使いまして、

営農継続確率というものを算出してまいります。これによりまして、それぞれの地域の今後の

離農者の数あるいは営農を続けられる方々の数を推定していく、そういう技術を開発しており

ます。 

 これは農業機械にかかわるものでございまして、自動走行におきます圃場間移動に必要な環

境認識技術の開発でございます。３つのセンサーをヒュージョン化いたしまして、ＡＩによる

機械学習でそれぞれロボットが進むべき農道を素早く察知する、そういうシステムの開発を進

めております。 

 ２－10でございますけれども、これはやや長期的なものでございまして、育種に係るＡＩ研

究でございます。 

 農研機構で蓄積されておりますさまざまな育成系統の形質でございますとか、あるいはジェ

ノタイプ、こうしたものを総合化しまして、最も有望な交配組み合わせと、そこから得られる

育種価というものを推定する、そうした手法をとることによりまして、効率的な育種を進めて

いこうというような内容でございます。 

 以上のような技術開発を進め、最近明らかにされております政府のＡＩ戦略にも連携をしな

がら、農業の情報研究の推進を図っていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○農研機構 折戸理事 では、続きまして、産学官連携を担当しております折戸より産学連携

活動の強化におけるさまざまな連携強化と速やかな成果普及体制に関してご説明をさせていた

だきます。 

 ２－12ページをご覧ください。 

 こちらに産学連携室のミッションと社会実装のベクトルということで、地域ハブ活動の中核

をなします農業技術コミュニケーター、産学連携コーディネーターの活動に食農ビジネス推進

センターに新たに設置いたしましたビジネスコーディネーター制度、こちらを用いまして民間

企業からの資金提供型共同研究、こちらはもう社会実装に直結するというふうに捉えておりま

して、そちらの推進に加えまして、農研機構の成果を隅々まで普及する農業技術コミュニケー

ター、農業の産業としての自立による地方創生への貢献を産学連携コーディネーターが主に担

当いたしまして、三位一体の取組をいたしております。 

 13ページをご覧ください。 
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 実際にこの活動には場が必要でございますので、大学に関しましては、昨年度は東京工業大

学、帯広畜産大学、佐賀大医学部と連携協定を締結しておりますが、特に東京工業大学とは農

工連携、佐賀大学としては医農連携という形で異業種連携にも取り組んでおります。地方公共

団体との取組といたしましては、地方創生を目指して、茨城県、高知県、こちらは内閣府の地

方創生のプログラム、さらに先ほど久間よりご説明いたしました九州沖縄経済圏スマートフー

ドチェーンを推進中でございます。海外とも着実に連携を進めております。 

 特筆すべきは、これまで取組があまり行われていなかった民間企業に対しての資金提供型共

同研究の推進ということで、これまで部門ごとの契約を締結しておりましたものを本部で一元

管理いたしまして、ビジネスコーディネーターからの支援を含めた連携強化を果たしておりま

す。平成28年度比２倍の147件、資金獲得額は１億円アップの3.2億円という成果を達成してお

ります。加えまして、ベンチャー支援にかかわる金融界との協議を開始しております。 

 次の14ページをご覧ください。 

 こちらがビジネスコーディネーターの活動の成果でございます。ただいまご説明したように、

2018年度は3.15、丸めて3.2億円でございますけれども、理事長を初めとするトップセールス、

そして、ビジネスコーディネーターのコンタクトによりまして獲得した額に加えまして、その

中でやはり年1,000万円単位のものを考えたいと、大型の連携をしたいということで、29年度

に書いてございますＡ社、これ実は28年度末に四半期分を契約しておりまして、そのほかＢ、

Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆと書いてございますけれども、野菜の生育予測、ＡＩ管理、機能性食品の分析、

さらには、これまでそういった経験がなかった水稲からも成功報酬でありますけれども、資金

を提供いただく、そして、生物を利用した検査薬ということで年1,000万円以上の成約にこぎ

つけておりまして、もう既に今年度は２億5,000万を既に達成しているという状況でございま

す。目標といたしましては、今年度５億円アップ、来年度７億円アップということで、一番下

に書いてございますプロジェクトからの貢献も含めまして、企業から地方創生に絡んだ三位一

体の取組を推進してまいる体制ができました。 

 続きまして、15ページをお願いいたします。 

 これまで農業技術コミュニケーターと産学連携コーディネーターの役割がはっきりしないと

いうご指摘もございました。昨年度は、明確に産学連携コーディネーターは地域の農政局もし

くは県の農政部といったところのトップとのコンタクトをいたしまして、普及チャネルを構築

していただいて、それを農業技術コミュニケーターが活用するということで、効果的な普及活

動ができるチャネルを構築してまいりました。あわせて地域アドバイザリーボードを従来から
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行っております。これを確実に行って、ニーズも吸い上げる。特筆すべきは一番左下に書いて

ございますスマート農業加速化実証、こちらはトッププライオリティのプロジェクトでござい

ますので、24名おります農業技術コミュニケーターのうち全体で69テーマに対応する17名を専

門ＰＯ等として派遣、起用しております。これをもってスマート農業実証加速化を着実にこな

していくと。 

 一方で、農業技術コミュニケーターが不足しておりますので、今年度ではございますけれど

も、10名の増員をかけて、さらに普及活動を拡充してまいります。 

 16ページ目をご覧ください。 

 久間よりご説明いたしました農研機構を中心として明確な目的を持って社会実装を目指した

共同研究をし、それによって輸出を拡大するということで、九州沖縄経済圏スマートフードチ

ェーン、１月10日にスタートいたしましたが、既に７月10日を目指して８つのプロジェクトを

起こしまして活動が進展しております。この活動に関しましては、九州経済連、九州農業成長

産業化連携協議会、九州農政局、九州経産局といった各所と連携をして、着実に輸出拡大につ

ながる指標を立てまして実行していく、それをもって地方創生に貢献したいというふうに考え

ております。 

 こちらが茨城県でございます。17ページは茨城県でございますけれども、やはり全国に対し

てモデル事業といたしまして、栽培の効率化ということでメガファーム、そして、高付加価値

向上ということでβ－グルカンを含むもち麦といった栽培の拡充といったことで連携を持って

おります。地方創生の動きに関しまして、生産性の向上、人手不足解消といった問題に正面か

ら取り組みながら、農業・食品分野のＳｏｃｉｅｔｙ５．０を実現するために公設試等との連

携、そして、知事等とのトップダウンの交渉を含めてスマートフードチェーンという考え方を

普及いたしまして、インパクトのある開発技術を創出し、農業・食品分野の日本の競争力を強

化し、もって地方創生に貢献するという体制が確立されたというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○農研機構 松田理事 引き続きまして、知的財産に関する本部組織強化についてご報告をさ

せていただきます。 

 平成30年度の理事長目標の一つである知的財産権と国際標準化活動の強化ということで、平

成30年度10月１日に組織を拡大いたしました。すなわち従来知的財産課のみで特許や品種の登

録、許諾を行っていたものを戦略的にその活動を行うということで知的財産戦略室、さらに、

そこで得られた知財権等を含めた標準化、国際標準化を実施、加速するようなことを目的とし
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た国際標準化室を設けました。 

 下に組織の概要を書いておりますけれども、今年４月１日に知的財産戦略室及び国際標準化

推進室に外部からスペシャリストを招聘いたしまして、さらなる活動の強化を目指して取り組

んでいる次第でございます。 

 新たな地域財産部の活動につきまして、品種保護の取組を例に挙げてご説明させていただき

ます。従来はこのスライドにございますように、海外における侵害対応ということで、現地に

おける品種登録、申請・調査及び対応というような形で進めておりましたけれども、新たな知

的財産部におきましては、その海外における登録に向けて知財ミックス的な戦略が組めるよう

な品種開発のものは積極的にそれに取り組むというような活動を織り込むと同時に、海外に流

出させたものが日本にブーメラン現象で万が一入ってきたときのための侵害品の輸入阻止対策

は講じておりますけれども、そこで講じた試験法につきましては標準化、さらに国際標準化を

目指すというような取組を国際標準化室で行うというような取組事例をここでご紹介させてい

ただきました。 

 次に、平成30年度のトピックスについて、韓国における「みはや」「あすみ」の問題への対

応ということで紹介させていただきます。 

 「みはや」「あすみ」は十数年の年月をかけまして農研機構が開発したかんきつ類です。日

本におきましては、2014年の９月30日に登録を取得いたしました。かんきつ類等につきまして

は、先生方もご存じのようにブドウのシャインマスカットの事例がございまして、これは2016

年に中国の生産が明らかになりましたけれども、このシャインマスカットを日本で登録した

2006年の段階では海外登録をしていなかったというような事例から、育成権の保護ができなか

ったというような事例に基づきまして、2017年度から積極的に海外登録をとるような対応をし

ておりまして、韓国では2017年12月に出願をいたしまして、2018年１月15日に出願が公表され

るというような状況でございました。 

 次に、韓国での対応というところでご説明させていただきます。 

 今申し上げましたように、韓国ではとりあえず申請はして仮保護期間になったと。すなわち

生産をとめる体制になったというような事態でございましたけれども、実は2018年２月に済州

島で「みはや」「あすみ」が栽培されているという事実情報を入手いたしました。これに対し

まして、育成者権である農研機構は生産販売申告業者に対しての申告を取り消す意思があるか

というような確認あるいは済州島農協に対して保護期間中である、すなわち登録申請をしてい

るので、その権利が農研機構にあるというような通知を行い、現地の生産をとめるというよう
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なアクションを実施いたしました。 

 今後につきましては、先ほど申しましたように不法に輸入品が国内にブーメランで入ってく

ることを防ぐための「みはや」「あすみ」あるいはその他の果樹につきましてのＤＮＡ識別鑑

定技術を確立する予定でございます。 

 最後に、今申し上げましたように育成者権のＵＰＯＶ条約に基づく国際的な強化ということ

で、海外出願に積極的に取り組んでおります。平成30年度末の段階で31品種、延べ78件、ここ

にお示ししましたような海外出願を行っております。このような申請業務を行うことによりま

して、農研機構が開発した日本の育成者権をグローバルでも強化するというような取組を行っ

ている次第でございます。 

 以上でございます。 

○吉田部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここまでの研究関連業務、特に重点的な取組事項につきましてご質問、ご意見を

お願いしたいと思います。どなたでも結構です。 

○齋藤会長 早目に基本的なことだけは質問させていただければというふうに思います。 

 これはちょっと我々研究者なので失礼な表現になるかもしれません。それは非常にスマート

という言葉がいっぱい出てきます。スマートフードチェーン、スマート農業、スマート育種ま

で入ってくるわけでございますが、農研機構は国際的な研究機関でございます。同時に恐らく

今後いろんな学会活動にもこれが反映されるというふうに考えられます。となると、ある程度

の概念規定というか、スマートの意味、大体察知はできるんでございますけれども、ちゃんと

した文章としての表現がやはりないとちょっと困るかなという感じがいたします。枕言葉とい

うキャッチフレーズというわけにはいかないというふうに思いますので、この辺はどうお考え

なのか、極めて基本的な、やや失礼な質問かもしれません。 

 それと、今度の重点的な取組事項、既に中期計画ができているわけでございますので、その

中に盛り込み方の問題として出てきます。大分ばーっと見たところでは、セグメント１と３は

かなりこれが入っていくと。一応の課題の中にも盛り込む内容がもう既に明示されたりしてい

るわけでございますが、これがこれまでの研究を非常に加速的に早く成果を出し得ると、その

辺の見込みがどの程度あるのか。全体的に見ると、セグメント１とセグメント３のどの辺の領

域までこれが攻め込めるのか。もっと言えば、全体的に２や４までこれは波及するのかどうか。

そのときに大課題との関係はどういうふうに見たらいいのかというふうなかなり基本的な問題

で、実は我々ちゃんとここで議論しておかないと、ちょっと困る問題だというふうに思います
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ので、今日は理事長がいらっしゃいますし、皆さん顔がそろっていますので、その辺ちょっと

気になるところでございます。 

 それと、これはちょっと細かなことでございますけれども、非常に九州沖縄の経済圏のスマ

ートフードチェーン、大変いい試みで、こういうのがいよいよ本格的に地域を動かすことにな

るのかなというふうに実感いたしました。ただ、私の知っている範囲で申し上げますと、この

地域は従来から経済産業省、経済局のほうがあって、そこで農業課をつくっていたはずです。

つまりもともとダブって農業戦略をつくってきて、輸出戦略はどちらかというと経済局がやっ

ていたなと。実はこういうところは非常にレアだろうと。 

 我々から見ると主要な農業地帯はこういうシステムをつくってほしいわけでございます。例

えば北海道、北海道の国の研究所と北海道の研究機関、うまく連携できるのか、あるいは政策

的にもできるのかという懸念も残ります。したがって、この辺を将来的に地域ごとにチェーン

のシステムというのはどの程度まで関係していけるのか、最終的な到達点はここにあるのかな

という感じもするわけでございますが、地域によりましては、もうプラットフォームができて

いる。例えば我々が昔から注目しているのは十勝平野でございます。これは自治体、研究機関、

全部ミックスされてクラスターができています。我々はクラスターができないとイノベーショ

ンは起こりません。当然暗黙知は形式知になっております。そういうものとの関係を我々はど

う考えたらいいのか。我々はむしろクラスター戦略を取り込んだほうが本当に地域は動くんじ

ゃないかという感じがいたしますが、この辺、どうお考えでしょうか。 

○吉田部会長 理事長からご説明いただけますか。 

○農研機構 久間理事長 確かにスマートという言葉は、政府や産業界では当たり前の言語と

して使われていますが、学会等で用いる場合は注意すべきと思います。我々が言うスマートの

意味は、最近の人工知能技術やデータを活用し、それをキーテクノロジーとして全ての領域で

研究開発を加速化するあるいは質を上げることです。そういう定義なんですけれども、政府で

話す言葉あるいは産業界と話す言葉と学会で話す言葉は切り分けて考えます。 

 それから、我々が進めているスマート化は、中長期計画を否定するものではなく、この計画

の質的向上を行うことと達成スピードを早めることを目的としたものです。私は人工知能やデ

ータの活用は、農業ばかりではなくエネルギーの分野でも交通の分野でも、あらゆる分野で、

スマート技術がキーテクノロジーの一つになると思います。 

 ですから、今はセグメント１、セグメント３を中心にスマートかを進めていますけれども、

当然のことながらセグメント２、セグメント４にも波及していく。例えば育種なども多くのデ
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ータを使って、新しい品種の開発等を既に始めております。そういったことで、全ての分野で

人工知能とデータの活用をは浸透させる計画です。 

 それから、九州沖縄スマートフードチェーンについては、物流に関するところが農水省と経

産省の境目となりますね。農水省の強いところと、経産省の強いところをこうまく連携させて

いく必要があると思います。 

 十勝に関しては、折戸さん、何か。 

○農研機構 折戸理事 十勝に関しましてご指摘、承りまして、まさにそのとおりだと実感し

ております。今年度の成果でございますので記載いたしませんでしたが、帯広畜産大学と包括

的な連携協定を締結いたしまして、十勝発スマートフードチェーンということでプロジェクト

がスタートしております。その際には帯広市長にも面談をいたしまして、フードバレーとかち

との連携をにらんで、主に食と食につながる栽培物の効率栽培ということでスタートしており

ます。九州沖縄経済圏スマートフードチェーンは全国をカバーできるような物流のシステムを

構築する。ＡＩによりまして最適輸送環境及び経路を創出するというようなことも考えており

ます。 

 それは十勝にも使えます。十勝ではむしろ食料を中心とした高付加価値化というようなこと

も意識して、それぞれを北から攻めるもの、南から上がるものということで、例えば梨は九州

もございますけれども、では、鳥取とどう組んだらいいのかというようなことも考え始めてお

りまして、まさにご指摘のように全国をカバーできるようなスマートフードチェーンを構築す

るということを意識して取り組んでいる次第でございます。 

○吉田部会長 そのほか、ございますか。 

 お願いいたします。 

○竹本専門委員 神奈川県の畜産会、竹本と申します。 

 元神奈川県で普及委員をやって、革新支援専門員でした。非常にその辺が一番興味がありま

して、理事長の説明の１－３の一番の根本であるところの農業生産のあるべき姿、商品のある

べき姿、加工・流通のあるべき姿からバックキャストしていくというような非常にすばらしい

考え方だと思うんですけれども、私も現場を歩いていて、一人一人の農家に対して、この人に

とって幸せな姿はどうなんだろうということを考えながら仕事をしていくのが普及委員なんで

すけれども、それのあるべき姿というのは全体を包括した姿だと思います。まず、これはどう

いう方がどのくらいのレベルのものをつくっていらっしゃるのか、概念的なものなのか、それ

ともかなり細かくＳｏｃｉｅｔｙ５．０、私ちょっと読んでいないんですけれども、もっと細
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かくあるべき姿があるんだかどうなのか、ちょっとその辺を教えていただければと思います。 

○農研機構 久間理事長 普及員との連携のあるべき姿は、これからつくるところです。当然

のことながら普及員の活動を介して農業界がしっかりと稼げる仕組みをつくる、きつい仕事を

なくしていく、我々は、そのために技術的に何をすればいいかを考えて、その技術開発を行い、

普及員に伝授する、そして普及員を介して農業界の隅々まで技術を浸透させていくという戦略

です。 

 そのときに中心に活動するのが農業技術コミュニケーターです。現在、農業技術コミュニケ

ータの質的、量的強化と教育も含めた具体的な施策をつくっている段階です。 

○吉田部会長 ありがとうございます。 

 その他、ございますか。お願いいたします。 

○浅野専門委員 専門委員の浅野です。 

 知財の組織について２点ほど指摘をさせてください。時間がないので、端的に申し上げます。 

 質問の７ページで１－９のほうです。ＡＩに関する研究、どのように研究テーマを定めてい

ますか、高齢化により失われつつある農家の知見という視点はありますかという質問をしてい

るんですが、その回答についてです。何で私がこういう質問をしたかというと、例えば茨城に

レンコンがあります。レンコンは泥に埋もれているから、泥の中でどういうふうに生えている

か、地下での生育状況は掘ってみないとわからないんですね。ところが、結構熟練の農家さん

になると、上から葉っぱの茂りぐあいだとかを見れば大体地下の様子が想像できる。これこそ

まさにＡＩがぴったり来るはずなんですね。でも、こういうのは農家さんのほうからは上がっ

てこないんですよ。こういう熟練の農家さんも、俺たちには、こういうノウハウがあるよ、知

見があるよということをあげてこないので、そういうのを吸い上げられないと思うんです、今

のご回答の視点ですと。だから、そういう視点をぜひ入れてほしいというのが１点目です。 

 それから２点目、今度は標準化のほうなんですが、私ここ２年間知財マネジメントの話をず

っと言ってきました。久間理事長の体制になって、知財マネジメントについて非常に飛躍的に

レベルが向上して、今年は標準化のお話をしようかなと思っていたら先にやられてしまった。

それはそれでありがたいことなんですが。この標準化のほうも、標準化についての方針につい

て教えてくださいという私の質問について、回答では食品の分析方法であるとか、あるいは農

業機械の制御通信技術等の標準化が今後重点化すべき分野ですよという回答をいただいていま

す。これは非常に重要だと思います。 

 ただ、それにプラスして、例えばＡＩについて先ほど申し上げましたけれども、同じように
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例えばビッグデータなんかもあります。先月、私もＪＡの兵庫六甲のほうへ行ってきまして、

彼らは今トマトの栽培や、イチゴの栽培について、国の補助金で作ったJAのハウスで、どうい

うふうに窓を開閉したらいいかとか気候状況とか生育状況とか、そういうものの全部データを

とっているんですね。それを新規就農者に対して提供しているんです。ＪＡの組合員さんに提

供するわけですけれども、そういうことをすると、質の高い農産物が割と早目に育てられる。

ＡＩだったりあるいはビッグデータというのは、非常にそういう側面があります。 

 だから、ぜひそういうのに取り組んでいただきたいんですけれども、同時に今までのいろん

なデータだけじゃなくて、その周辺にあるいろんな技術だとかそういうのを全部パッケージ化

して、標準化してほしいというのが今申し上げたいことです。 

 例えば食品の分析方法、それから、農業機械の通信技術、これは重要なんですが、それだけ

じゃなくて例えば種苗なんかも、種苗はどうやっても漏れるんです、海外に流出する。では、

海外に流出することを前提にどうしたらいいんだ。例えば種苗を登録して、それだけじゃなく

て、例えば種苗についての生産プロセスだとか、あるいは流通プロセスだとかがあるはずだ、

それも含めてパッケージとして標準化する。幸いにして日本では２年前にＪＡＳ法が改正され

て、そういうのもＪＡＳ化できるようになった。例えばJASで標準化してみる、それを国際基

準に入れていくとか。あるいは、特性のある農産物自体を育てる方法とかはできるだけ隠して

おきたいんだけれども、その方法を使わないと実現できない品質を検査する方法だとか、そう

いうのを標準化していくとか。要するにもうちょっと標準化の範囲を広げてほしいんですね。

まさにそういうのは農研機構さんみたいなところじゃないとできないところですから、そうい

うところをぜひお願いしますというのが２点目です。 

 以上です。 

○農研機構 久間理事長 どうもありがとうございます。おっしゃるとおりです。 

 １点目の現場の情報についてです。現場の真のニーズとか、ノウハウをもっと取り込んで、

それらをデータとして活用するのはきわめて重要と思いますので、これからそういった分野を

強化したいと思います。 

 それから、２点目の色々な野菜等の生育環境の標準化に関しては、実はある程度進めていま

す。それを今ご指摘いただいたパッケージとして明確にしながら標準化を進めたいと思います。

どうもありがとうございました。 

○吉田部会長 どうもありがとうございます。 

 ちょっと時間が過ぎておりますので、 
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 申しわけございませんが、次に移らせていただきたいと思います。 

 続きまして、大項目第Ⅰのうち１から８、10、12、13及び大項目第Ⅱから第Ⅳにつきまして、

25分以内でご説明をお願いいたします。 

 なお、大項目第Ⅰ－11については研究業務とあわせて後ほどご説明いただきます。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○農研機構 勝田理事 戦略評価担当の勝田でございます。 

 私のほうから、ここから中長期目標の項目別の評定に対応した実績についてご紹介をしたい

と思います。 

 まず、３－１ページのところに今回私どもが項目に対応しました自己評価をこちらにご報告

させていただいたものをまとめたものがございます。私はこの１から８まで、一番上の緑で囲

まれたところについてご説明して、あと、更田理事、それから、波積理事からご説明をさせて

いただきます。 

 それでは、まず３－３ページをご覧ください。 

 ここではニーズに直結した研究の推進とＰＤＣＡサイクルの強化ということについて整理を

させていただいております。先ほど理事長のご説明にもございましたように、今年度研究マネ

ジメントの強化、ここの右上の四角になりますが、ここに力を入れて取り組んでおります。既

にご説明しましたけれども、ロードマップの見直し、それから、セグメントごとの研究内容に

対して理事長のヒアリング等を経まして、今現在、ＰＤ月報という毎月ＰＤ、大課題の推進責

任者を招集した会議を開催して進捗管理を行う体制をとるようになっております。また、横串

プロジェクトというものもスタートさせました。 

 さらに、ここから話を始めますが、研究課題の評価に当たりまして、重点事項としてご説明

いたしました農業情報研究センターの設置に伴いまして、この情報研究分野の評価委員会を別

途新設いたしました。専門家の立場から我々のＡＩ研究の取組について評価をいただけるよう

な仕組みをつくっております。さらに、この自己評価の結果を反映して課題の見直しあるいは

研究費配分等への評価の反映ということも進めております。さらに、研究資金の効果的活用と

外部資金の獲得という部分に関しましては、ロードマップに基づいた進行管理に沿った研究資

金の配分あるいは理事長裁量経費を設定しまして、農業情報研究センター等の活動への重点配

分といったような形で研究資源の効率的な配分を進めてきました。 

 以上のようなことで、本中項目に関しましては、自己評価としてはＡとしております。研究

マネジメントの強化等において年度計画を超えた顕著な実績を上げたというふうに考えており
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ます。 

 次に、３－５ページ、２番目の項目、異分野融合・産学連携によるイノベーション創出につ

いてです。 

 こちらについては先ほど寺島理事から農業情報研究センターの設置についてはご説明申し上

げたところです。また、「知の集積と活用の場」の活用等、異分野連携・産学連携の推進につ

いては折戸理事からご説明をしたところです。このほか、真ん中になりますけれども、異分野

融合研究の推進と成果の実装というところでは、重大トピックス、ホットトピックに選ばれま

したミノムシ糸の製品化というところで興和株式会社との共同研究の推進、あるいはスギ花粉

米のヒト介入試験の継続といった形で、医学部・工学部等異分野との連携による社会実装の推

進ということに取り組んでおります。2018年度の重点課題、先ほどご紹介した点がこの部分で

は非常に力を入れて進めてきたところです。 

 以上をもちまして、内部評価の評定はＡとしております。内容については先ほどご紹介した

点がポイントということになります。 

 続いて、地域農業研究のハブ機能の強化です。こちらも折戸理事のほうからご説明しました

が、農業技術コミュニケーター、産学連携コーディネーター等の機能を明確にし、さらに、統

括ビジネスコーディネーターを設置して、全国をまたいだ本部の司令塔機能が発揮できる体制

をとったということが一番の成果でございます。さらに、下のほうの写真になりますが、研究

成果のスピーディーな実用化に向けて地域との連携を強化し、地域創生のロールモデルといっ

たものの組み立てにも力を尽くしてまいりました。 

 以上のようなことで農業界、産業界との連携の司令塔強化ということを強化し、理事長の直

下に産学連携室、これは事業化推進室とこの４月から名前は変わりましたが、ここで指揮命令

系統を一本化したということで、強力に地域農業研究のハブ機能体制を推進する仕組みをつく

ってまいりました。この成果は年度計画を上回る顕著なものであるというふうに考えて、評定

はＡとしております。 

 続いて、４番目の項目、世界を視野に入れた研究推進の強化についてです。 

 こちらについては、まずヨーロッパ、特にオランダにリエゾンサイエンティストを今年度設

置いたしました。この中でヨーロッパ諸国とのネットワークを構築して、日本の窓口として農

研機構、ヨーロッパの窓口としてワーヘニンゲン大学といった形でさまざまな連携を強化して

いくということで、組織対組織で連携を強めるという基本合意をワーヘニンゲン大学と結んで

おります。このほか、国際共同研究の数も大幅に増加しておりまして、フランスのＩＮＲＡあ
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るいはドイツ、ロシア等の先進国との共同研究を強力に推進してまいりました。 

 さらに、農産物の輸出に向けましては、タイの科学技術研究所と食品分野に特化したＭＯＵ

を締結しております。世界の台所ということで、こういった海外への拠点設置を農産物輸出の

展開につなげたいと考えております。このほか、SDGsへの取組を強化いたしました。ＪＳＴと

の連携でＡＡＡＳの会議にも職員を派遣しまして、ＳＤＧｓへの農業食品版Ｓｏｃｉｅｔｙ５．

０が貢献することをアピールしてきたところです。 

 このようにさまざまな海外活動を展開してまいりまして、こういったことによって国際共同

研究等の顕著な増進と年度計画を上回る顕著な実績が得られたと考えまして、自己評価、評定

はＡとしております。 

 続いて、知財マネジメントについては松田理事からご説明をしたところでございますが、海

外での品種育成者権の確保というところに特に力を入れて取り組んだということです。そのほ

か組織の強化等に取り組んだということで、年度計画は着実に遂行できたというふうに考えま

して、本件に関しての評定はＢとしております。 

 続いて、研究開発成果の社会実装の強化についてですが、理事長からご紹介のありましたよ

うに本年度６課題の重点普及成果を選定しております。さらに、昨年度選定しております普及

成果も順調に普及が拡大しているところですけれども、それぞれ重点普及成果で選びました案

件につきましては、組織的な技術移転活動を実施するということを本年度定めております。こ

ういった新たな仕組みを使って、農研機構が一丸となって技術の普及に努めるというスタンス

で重点普及成果の展開を進めていきたいと考えております。このほか、広報に関しましては、

新しい組織のスタートに当たっては、理事長みずから記者レクを行うあるいは先ほどのミノム

シ糸のような案件に関しましては、効果的なプレスリリースを実施することによって、一般紙

あるいはテレビ等での報道数が増加しております。このほか、ウエブサイトではＳＤＧｓへの

農研機構の取り組みをＳｏｃｉｅｔｙ５．０との関係でアピールできるようなウエブサイトを

新たに公開したりといったようなことに取り組んでおります。 

 以上のことから、広報に関しましては、広報部という新たな組織をつくりまして戦略的な広

報を行うということで、こうした取組によりさまざまな成果が上がり、かつ組織のプレゼンス

も大きく向上したというふうに考えておりまして、自己評価はＡとしております。 

 次に、行政部局との連携強化についてですが、これまで同様、さまざまな災害時等の例えば

豚コレラに対する対応ですとか、あるいは豪雨に対して我々の技術によってさまざまな対応を

進めてきたところですけれども、これ以外、文字でしか書いてはございませんが、農林水産省
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の各局の幹部と理事等が意見交換を定期的に開催する仕組みをつくってございます。これによ

って農研機構の運営が行政部局と方向性を一致した形で行えるようにというようなことを進め

ております。技術会議の局長と理事長との意見交換もこれは毎月開催ということで、行政部局

とのきずなを強くするということでさまざまな取組をしてまいりました。 

 先ほど申し上げた災害対応等を含めて、行政部局との連携は非常に強まった、上回る顕著な

実績が上がったと考えまして、自己評価はＡとしております。 

 最後に、専門分野を生かしたその他の社会貢献としては、例年同様、各行政・普及部局との

協力した講習会・研修会等の開催は着実に進めております。また、動物の薬品類あるいは薬品

の製造販売・配布、こういったところにも力を入れて進めてきたところです。 

 以上のようなことで、この項目に関しましては、評定Ｂということで着実な年度計画の達成

が行われたというふうに考えております。 

 以上です。 

○農研機構 更田理事 では、続きまして、21ページ目から説明させていただきます。 

 まず、21ページ目ですが、種苗管理業務について説明します。 

 この業務は大別して４つありまして、上２つが種苗法に基づく業務です。１つは農作物等の

品種登録に係る栽培試験の実施でして、国が行う登録審査の基礎となるものです。２つ目が農

作物の種苗の検査でして、優良な種苗の流通を確保するためのものです。３番目がばれいしょ、

サトウキビの健全な原原種の供給で、畑作振興に貢献しようというものであります。最後に研

究部門で育成した品種の増殖支援などによる研究成果の現場への橋渡しや研究部門と連携した

種苗管理業務の効率化、こういったものに努めているところであります。 

 22ページです。 

 種苗管理業務については、主務省からかなり多くの数値目標を示されています。これら定量

的指標については基本的に達成いたしました。また、育成者権の権利行使を支援するため、研

究部門と連携しまして、ブドウとかんきつの葉のＤＮＡ品種識別技術を導入しまして、品種類

似性試験のメニューに追加しました。また、加え依頼件数が増加しています。種子伝染性病害

の病害検査の対象も研究部門と連携しまして拡大しました。これらから評定はＢとしておりま

す。 

 続きまして、23ページ目です。 

 Ａと自己評価した基礎的研究業務について少し詳しく説明します。この業務は農林水産業、

食品産業の分野で大学、民間、企業等に広く研究課題の公募を行いまして、資金の提供を行い
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まして、研究成果を普及するといったものです。その際重要なことは、資金を幅広く知っても

らって、すぐれたテーマを多く出してもらうことと、しっかりとした研究計画を立てまして、

ＰＤＣＡサイクルを徹底するということです。 

 しかしながら、課題にありますように、まず事務所が大宮からバスといった立地条件の悪さ

から、企業からの相談件数が少ない、それから、こちらからの働きかけもしにくい、移動が非

効率といったような課題がありました。さらに、研究の進捗管理に当たる管理者の権限が不明

確であったりとか、目標設定や社会実装の道筋が明確でない課題が散見される、こういったよ

うな課題がありました。 

 24ページですけれども、これらの課題を踏まえた30年度の取組です。まず、（１）事務所を

アクセスしやすい川崎市へ移転しました。（２）移転後、すぐれたテーマを募るため新たに企

業等への提案促進活動を実施しました。それから、（４）ですけれども、研究の進行管理に当

たる職員を増員するなど研究管理体制を充実するとともに、（５）にありますように業務の効

率化に努めまして、川崎移転準備と並行しつつ393課題といったものを契約・進行管理を支障

なく実施しました。それから、川崎の移転をきっかけに移転のＰＲとファンドの紹介をするた

め、フォーラムを開催いたしました。 

 25ページです。 

 これらの結果、自動運転コンバインですとか国産初のバナメイエビの全国販売など社会実装

件数が38件と前年より増加しました。また、マスコミ等に報道された件数も568件と前年より

大幅に増加しました。 

 26ページ目です。 

 今後の研究管理の機能強化に向けた取組ですが、（１）本年４月に研究課題の予算増減の権

限を要する専門のＰＤをセンターに配置しました。それから、（２）すぐれた研究の提案がな

されるように応募前研修といったものを実施しました。（３）公募要領に研究計画に目標の明

確化と目標達成に向けたロードマップの作成を義務づけ、こういったことを実施しました。こ

れらにより31年度以降、新たな企業からの提案ですとかＰＤの権限を用いたＰＤＣＡサイクル

の強化による成果の社会実装の進展、こういったものを期待しているところであります。 

 27ページです。 

 以上の取組によって、30年度は昨年度ご評価いただきました課題の応募倍率、それから、社

会実装件数、マスコミに取り上げられた件数が前年以上となったことを踏まえまして、評定を

Ａとしております。 
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 続きまして、28ページ目です。 

 民間研究に係る特例業務について説明します。本業務は国の財政特会からの出資を受けまし

て、企業による製品化に向けた研究開発を支援するもので、支援したお金は繰越欠損金になり

ます。企業が商品化し、売り上げに応じた納付を納めていただくことでこの解消をしていこう

というものであります。 

 29ページです。 

 30年度は研究成果の実用化に向けた指導・助言など行ったことにより企業からの納付がふえ

まして、約１億9,300万円の繰越欠損金の圧縮を図ることができまして、残額は約１億5,900万

円まで減少しました。これらの結果を踏まえまして、評定はＢとしているところであります。 

○農研機構 波積理事 最後は研究組織の活動を下支えしている諸活動につきまして、私から

説明をさせていただきます。 

 Ⅱでありますけれども、業務運営の効率化に関する事項ということで、こちらは２点説明し

ます。 

 まず１点目は、業務の効率化と経費の削減ということで、ポイントは黄色のところでござい

ます。経費の削減、一般管理費３％減、業務経費１％減、しっかりと達成いたしました。また、

調達の合理化ということで調達等合理化計画もしっかりと実行したところでございます。この

ように計画どおり対応いたしましたので、この部分はＢという自己評価にさせていただいてお

ります。 

 Ⅱ番目は統合による相乗効果の発揮でございます。これは委員の先生方はよくご案内のとお

りでありますけれども、農研機構は数多くの組織が統合して、統合効果を出そうということを

目指しておりますが、これまでも苦労して参りました。従前は緩やかな連邦制というような言

い方もされておりました。そういった中、新理事長着任して以来、農研機構のまさに中長期計

画を初めとするミッション、課題を達成するためには、組織の総力を結集できる体制、それを

構築しなければいけない、マネジメントを徹底的に強化しなければいけないということで、組

織と予算のあり方についてかなり大胆な改革をいたして参りました。 

 中身についてはかなりの部分、既に理事長からも説明をしていただいているところでありま

すけれども、組織の改革については２段階で行っております。１段階目は10月に行いました組

織改正であります。既にご案内のとおりでありますが、農業情報センターをつくる、連携強化

のための産学連携室あるいは知財・国際標準化活動を強化する、広報部を設置するなど、これ

まで組織に欠けている機能を、最初に追加しました。 
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 ２段階目として行いましたのは10月以降の取組でございます。組織委員会という形で農研機

構の内部でしっかりと組織のあり方を議論できる場を立ち上げて、その中で31年４月以降の組

織改正の中身につきまして重点的に議論したところであります。これも既にご案内のとおりで

ありますけれども、本部の司令塔機能を強化するための企画戦略本部の設置、研究開発センタ

ーの設置あるいは外部資金に係る情報・契約の一元化、あるいは管理部署・技術支援部署と部

署の管理体制・業務の見直しについての検討を行いまして、本部の司令塔機能を初めとする一

部のものにつきましては、既に４月から実施しているところでございます。 

 それ以外にも、昨年度からも行っておりますけれども、運営費交付金が毎年削減する中、し

っかりと研究運営費交付金を確保するための施設集約化計画を立てて着実に実行しております。

これら取組を通じまして、理事長の組織目標に沿った組織改正を速やかに実施して、情勢の変

化に対応して効率・効果的に業務を実施するための体制を構築いたしました。以上の説明の通

り統合による相乗効果の発揮に向けた顕著な成果があったと理解して、評定はＡという自己評

価にしているところでございます。 

 続きまして、Ⅲの財務内容の改善に関する事項でありますが、こちらはまさに予算の改革で

ございます。 

 予算につきましては、まず最初に予算委員会を設置し予算について議論する場を設けました。

その中で、これも組織と同様に２段階で改革を実行しております。本部による予算の全体のマ

ネジメントを抜本的に強化するということで、まず最初に行いましたのは30年度の予算配分の

見直しでございます。これも執行状況を見た上で、当初数億円程度の理事長の裁量経費でござ

いましたが、様々な工夫をして何とか経費を絞り出しまして、情報センターを初めとする先ほ

どの機能強化、10月の組織の機能強化のための予算的な裏づけを与えました。 

 その上で31年度の予算配分、こちらを３つの観点から改革を行いました。まず、プロセスの

見える化であります。これは予算委員会を設置しただけではなくて、全ての研究所、本部、内

部組織に対してヒアリングを行って問題点をしっかりと分析しました。その上で責任・権限の

明確化と書いてございますが、従前は研究の裁量的な予算があちらこちらであり、本部のマネ

ジメントが明確には及んでおりませんでしたが、それを理事長あるいは理事というトップマネ

ジメントが全て責任を持って配分し執行するという体制を整えました。さらに、重点分野に資

源集中とありますけれども、従前数億円レベルであった理事長裁量経費は可能な限り増やすと

いうことで、４月の段階で16.7億円、約17億円の経費を集めまして、本当に必要な分野への集

中投資する体制、部分最適ではなく全体最適を実現するために必要な分野に配分できる体制を
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整えました。これによりまして、予算全体を最適化する、適正な配分と執行管理をする体制を

整えたところでございます。 

 このほかにも自己収入の確保という形で、大型の競争資金の獲得、共同研究の契約の締結あ

るいは知財の弾力的な運用を組織的に対応できる体制も整えました。これらの取組を通じまし

て、予算全体の全体最適を実現する体制を検討し、構築したということで顕著な実績があり、

評定をＡとしているところでございます。 

 最後は、その他業務に関する運営事項ですが、全体として３つの部分となっております。そ

れぞれ計画を適切に実行したということで、全て評定はＢにしております。 

第一は、ガバナンスの強化、これも内部統制システムの構築からコンプライアンスの推進か

ら最後の環境対策・安全管理の推進まで全て計画どおりにでございます。 

 ２番目は、研究を支える人材の確保・育成の分野でありますけれども、人材育成プログラム

の策定・実施、採用やダイバーシティなどを推進するための人事の計画、あるいは人事評価制

度の改善等々、これも計画どおりにしっかりと実施いたしましたので、評定はＢとしていると

ころでございます。 

 最後に、３番目の部分でございますが、主務省令で定める業務運営に関する事項という形で、

固定資産の減価償却のお金などを積み立てておりますけれども、これも計画どおりに対応いた

しましたので、評定はＢとしているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○吉田部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここまでの研究関連業務に関するご説明につきまして、ご質問、ご意見をお願い

したいと思います。いかがでしょうか。 

 平澤委員。 

○平澤専門委員 社会実装の強化についてお伺いします。それぞれ開発された技術あるいは品

種は地域の研究センター発のものだと思いますが、それらの適用は開発された地域に限定され

るものではなくて、ほかの地域にも可能性はあるわけです。適用できる可能性のある他の地域

でも研究をして、全体としてどの程度その技術を使うと日本で生産ポテンシャルが上がるか、

あるいは適用範囲がどの程度なのかということを詰めないと実際の社会実装は十分に実現して

いかないのではないかと思います。去年、ハブ機能が強化されることによって、恐らくこのよ

うな取組がより可能になったのではないかと思います。ハブ機能が強化されることによって社

会実装の強化がどのように取り組まれたのか、時間の関係があると思いますので、一例だけで
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もご紹介いただければと思います。 

○農研機構 中谷副理事長 ご質問ありがとうございます。 

 一例で申し上げますと、例えば大豆の難裂莢性品種、こちらにつきましては、先生ご指摘の

とおり、それぞれの地域性もございますし、それから、難裂莢性という共通の項目がございま

す。これを連携させて、それぞれの地域に合ったものをお勧めするという形で若干実績も出て

おりましたけれども、普及の実績が上がっているという状況をつくってございます。 

○平澤専門委員 地域間で連携して、そこで開発されていなくても可能性があれば他地域でも

取り組んでいるということですね。 

○農研機構 中谷副理事長 はい。 

○平澤専門委員 わかりました。ありがとうございます。 

○吉田部会長 どうぞ。 

○農研機構 折戸理事 今の多分システムのご質問があったと思いますので、農業技術コミュ

ニケーターには毎月月報をちゃんと出していただいておりまして、地域ハブに集まります。各

地域農業研究センターでの活動も全て本部で把握しておりますので、そちらで横展開できる可

能性があればいたしますし、農業技術コミュニケーター間でテーマリーダーという制度をとっ

ておりますので、コミュニケーター間での横同士の共有もできておりますので、ご指摘の点に

関しましては体制が構築できるというふうに申し上げたいと思います。 

○農研機構 久間理事長 これまで研究開発の成果を農業界に普及させるときに、例えば北海

道で開発したものを東北でも、こういった普及を拡げる仕組み不十分でした。そこで、開発し

た技術を他地域や全国に普及させることも目的として、農業技術コミュニケーターの仕組みと

役割をつくり変えました。 

 先ほどおっしゃった例としては、中谷から説明した難裂莢性大豆が挙げられますが、ほかに

もあります。 

○平澤専門委員 関連してもう一つ申し上げたいと思います。 

 そのような検討を通じて生産のポテンシャルの向上がある程度定量化されると思いますので、

ぜひその辺のところも出していただければと思います。 

○吉田部会長 竹本委員。 

○竹本専門委員 ありがとうございます。 

 ３－13の表が私、元普及委員としては右下の普及体制、これはぜひ、３－13です。この右下

の普及体制、これは非常にいいと思います。実際にこれをやってみて、皆さん研究員の方が現
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場に出てきてもらうと、そこでまた新しいシーズ、ニーズがキャッチできるんですよね。それ

をまた新しい研究テーマにしてもらうというこの体制をぜひ進めていただきたいということで、

３－７なんですけれども、今ハブの話が出ていましたけれども、実は私、全国の普及の仲間と

連絡があって、こういうものができたけれども、どうなんだというときにどうしても、折戸さ

んには怒られちゃうかもわからないですけれども、地域農研のところは非常に連携がうまくい

って現場まで研究の人がよく来てくれるよ、地域農研の人がよく来てくれるよと言われるんだ

けれども、実は本部の方がどうしても、まだ、横串が刺さらないと言うんですよ。やっぱり大

きすぎるんでしょうね。 

 地方の農研センターは小さいから、すごく身軽に動けるみたいだけれども、本部のほうで私、

１年前まで普及委員だったので、１年前までの観測だと、なかなかつくばは大変だなという印

象を持っていましたが、評価がＡになっていたんですよ。これちょっと早くないかなと。今後

ぜひ連携を進めていただきたいと。 

○農研機構 折戸理事 ご指摘ありがとうございます。私も全く同感でございます。したがい

まして、農業技術コミュニケーターの研修には、本部からの担当の研究者及び領域長を呼んで

おります。そちらで農業技術コミュニケーターの手に負えない問題に関しては、本部から派遣

するぞということを約束しておりますので、今後の成果にご期待いただきたいと思っておりま

す。 

○農研機構 中谷副理事長 ご指摘ごもっともだと思います。今、折戸が申し述べたとおりで

ございますけれども、やっぱり私どもとして本部あるいはつくばの敷居も下げていく努力もし

なければいけないというふうには認識をしてございます。それぞれ果樹にしても野菜にしても、

専門の研究部門というのはつくばにございますので、そこについても敷居を下げていく努力を

続けたいというふうに考えてございます。 

○農研機構 勝田理事 理事長の説明資料の参考資料として重点普及成果をつけてございます

が、その下に青い表が出ていると思います。これが先ほど私も申しましたが、農研機構一体的

にサポート、普及に取り組んでいく覚悟を持った人たちがここに並んでいるということで、こ

このページのこういうふうに下に開発リーダー、それから、本部の担当理事という体制で取り

組みますという決意がここに書かれていますので、ご理解いただけたらと思います。 

○吉田部会長 よろしいでしょうか。 

 そのほか、ございますか。 

○平沢委員 平沢と申します。 
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 広報活動なんですけれども、非常に実績というかテレビとか新聞とかの掲載がふえていると

いうのは広報も非常に頑張っていらっしゃるなというふうに思うんですけれども、やはり研究

成果自体がすごくおもしろい内容があったから取り上げられるというところがあると思うので、

ただ、ちょっとこれ件数でやっていくと多分どこかで限界が来ちゃうかなと思っていまして、

あと、やっぱりおもしろい内容というのは一般の人が受けるかどうかというところと多分農業

はなかなか難しいところがあるので、そこら辺ちょっと今後の課題というか、件数で考えるの

がいいのかどうかというところもちょっと考えられたらいいのではないかと思いました。 

○農研機構 松田理事 ご指摘ありがとうございます。 

 私ども農研機構の研究活動を広く国民に知らしめるために、学術的なところだけを広報とし

て示すだけではなくて、例えば小さなお子さんも知っていただく、例えば夏につくば地域でお

子様に集まっていただくような広報活動もしております。ですから、ご指摘どおり数量だけで

カウントするのではなくて、幅広く農研機構の活動をご理解いただくような広報活動を引き続

き拡大していきたいと思います。ありがとうございました。 

○吉田部会長 よろしいですか。 

 それでは、時間も過ぎておりますので、この部分の質疑は終わりにしたいと思います。 

 ここで５分間休憩の予定でしたが、少し押しているので、このまま続けさせていただいても

よろしいでしょうか。 

 すみません。それでは、審議を続けさせていただきます。大項目第Ⅰ－９に移ります。 

 まず、（１）生産現場の強化・経営力の強化について、大項目第Ⅰ－11と合わせて15分以内

でご説明をお願いいたします。 

○農研機構 寺島理事 それでは、ここから農業研究業務についてご説明をいたします。 

 ご案内のように農研機構の農業研究業務は大きく４つに分かれております。私どもはこれを

セグメントと呼んでいます。それぞれの農業研究業務、すなわちセグメントにおきまして分担

をしながら、また、連携をとりつつ各研究テーマについて取り組んでいるところでございます。 

 最初にご説明いたしますのは、農業研究業務１、セグメント１の生産現場の強化と経営力の

強化というテーマのところです。主に作物生産、それから、畜産に関しまして生産性能向上に

係る研究課題を担っています。 

 セグメントⅠの構成ですが、生産現場というようなことでございますので、各地域ごとに研

究課題を立てています。北は北海道から南は九州まで、それぞれの地域の特徴に応じて、例え

ば北海道では寒地畑作と酪農、あるいは東北におきましては水田営農というような各地域の特
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徴に応じた課題を取り上げています。これらの地域の課題を支えるのが左側の農業機械の開発

研究と右側の畜産に関する基盤的な研究でして、それぞれ中に書いてございますような項目で

連携をとりながら仕事を進めております。あわせて下側のほかのセグメントとの協力、あるい

は上側にあります新たに設置をいたしました研究センター等とも連携をとりながら、中長期目

標、中長期計画にのっとった研究の推進あるいは「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の早期実現を図っ

ているところでございます。 

 セグメントⅠの研究資源の投入状況でございます。 

 一番上をご覧いただければと思います。人件費を除きました研究予算約22億で運営をしてい

ます。半分が運営費交付金でして、今後は外部資金を多くとっていきたいというふうに考えて

ございます。下側に少し黄色くマークをしているところがあります。この大課題６につきまし

ては農研勘定でやっているところと、それから、機械化勘定、すなわち、国あるいは民間企業

からの出資に基づいて研究を実施している部分があります。運営としては一体としてやってお

りますけれども、評価の際は機械化勘定は区分して評価をしていただくということになってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 セグメントⅠの本年度の運営方針でございます。 

 特に赤字で示しましたのが理事長の改革に対応いたしまして、年度途中から実施をしている

ものでございます。左側に示していますように、まず中課題ごとに研究ロードマップを作成い

たしまして、特に数値目標の見直し等を行ってまいりました。また、課題の運営あるいは改善

につきましては左下にございますように、特に「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の実現に向けました

スマート農業加速化実証プロジェクト等への対応について課題の見直しを実施してまいりまし

た。また、右側の予算配分の重点化で、理事の裁量経費約15％、6,000万円程度でございます

けれども、これを先ほど言いましたようなスマート農業に絡む課題に重点的な配分を行いまし

て、推進をしてまいっております。 

 これは大課題２を例といたしました研究ロードマップでございます。黄色くペーストをして

ございますのがＩＣＴですとか、あるいはＲＴ、スマート農業にかかわる課題でして、このよ

うに全体の中でこうした分野を広げてきたということです。赤字につきましては、数値目標の

スペックを示しています。こうしたロードマップにのっとりまして、大課題、それから、中課

題の進行管理あるいは評価を進めてまいりました。 

 理事裁量経費、先ほど申し上げました6,000万円程度の配分状況はここに示してございます。

左側に書いてございますけれども、重要項目を６項目掲げまして、これに関して公募で課題を
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選んで重点配分してまいりました。その際、やはりスマート農業に係る部分を重点化いたしま

して、右側に示してございますようにデータ駆動型の革新的スマート農業技術の創出に当たる

部分に全体の３割、その他スマート育種あるいはスマートフードチェーンを含めますと、約半

分をこうした課題に重点配分してまいっております。 

 得られました成果につきまして、次にご紹介をしたいと思います。まず、スマート農業にか

かわる主要な成果でございます。 

 最初にご説明いたしますのは機械化勘定部分でございますので、これはこの後ご説明をいた

します機械化勘定に係るところで評価をお願いしたいと思います。左側は自動運転田植え機で

ございまして、従来２人必要な田植え作業が１人で可能となります。投下労働時間を44％削減

できて、熟練者以上の高精度な田植えが実現できます。右側はこうしたロボット農機の安全性

検査につきます評価基準を確立したということでございます。農水省に定める安全性のガイド

ラインでございますとか、ＩＳＯ１８４７１のような国際標準に従いました基準を定めまして、

ロボット・自動化農機の検査に導入をいたしました。平成30年12月に第１号のロボット農機の

合格を公表してございます。 

 農研勘定におきましてもロボットトラクターの開発を進め、それの市販化に成功しています

が、ここでお示しをしておりますのは通信制御共通化のＩＳＯＢＵＳ国際認証の取得でござい

ます。トラクターと後ろにくっつけますさまざまな作業機との間の通信制御は非常に重要です

けれども、メーカーが変わると通信制御ができないというような場合があります。このため、

国際標準にのっとりました電子制御ユニットを開発いたしまして、市販化いたしました。今回

これがＩＳＯＢＵＳの正式認証を我が国で初めて得たというようなことで、ここに掲げていま

す。 

 右側はドローンの活用ですが、最近その写真にございますような固定翼のドローン、非常に

高速で広範囲の画像を撮ることができるドローンが入ってきています。これを用いまして、大

容量の画像を取得いたしまして、これを簡単に閲覧ができるソフトウエア、それから、こうし

た画像から立体画像に直しまして三次元に再構成するソフトウエアを開発し、例えば作物の草

丈などの推定に利用できるようなシステムを構築いたしました。 

 次に、社会実装が進んでおります主要成果をいくつかご紹介します。 

 左側が農地集約化案作成支援システムということで、市町村が保有する農地データを利用い

たしまして、どのようにうまく集約化すれば生産効率が上がるかというようなことを提示する

システムです。この成果につきましては、下に書いてございますけれども、産学連携室（現事
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業開発室）の主導のもとで茨城県との包括連携協定を締結いたしまして、社会実装を加速化い

たしました。特に知事が推進されますメガファーム事業におきましてこの技術を実証させてい

ただいております。 

 右側は排水促進施工機のラインナップです。水田転換畑の利用におきましては排水対策が非

常に重要でございます。これまでカットソイラー、カットドレイン等を開発してまいりました

けれども、今回新たにカットブレーカーというようなものを開発いたしまして、その下の表に

ございますように、さまざまな土壌、それから、農家さんの持っていらっしゃるトラクターの

大型・小型などの大きさ、それぞれに対応しました排水技術をラインナップ化いたしました。

現在はこれシリーズ全体で300台の販売を得ておりますけれども、今後1,000台に向けて頑張っ

ていきたいと思っております。 

 畜産につきましては、左側に地鶏の増体性の改良効果を得ることができますＳＮＰ遺伝子マ

ーカーの開発を掲げてございます。最近、地鶏ブームということですが、やはり増体性の確保

ということが重要です。このＳＮＰを利用することによりまして増体性のよい地鶏を育成して

いくことができます。４県の地鶏、比内地鶏等でこの効果が確認をされておりまして、これは

ダイレクトに農家さんの収入に貢献できる成果でございます。 

 右側はイアコーンサイレージの給与効果です。イアコーンサイレージ、今は北海道を中心に

普及を図っているところでございますけれども、これを用いることによりまして、夏場におき

ます乳量定価、これを２割以上抑制することができるということを明らかにいたしました。あ

わせて、このイアコーンサイレージを給与して生産した牛乳は、ラクトンという香り成分がふ

えるということで、おいしいと評価されることを明らかにするなど自給飼料の利用につながる

成果を得ております。これら以外の細かな成果については省略をさせていただきます。 

 14ページのところでは、得られた成果の対外発信あるいは表彰等についてお示しをさせてい

ただいています。 

 各大課題の評価でございます。先ほどご紹介をいたしましたロードマップに従いまして達成

程度を評価いたしました。その結果、ほとんどの評価が計画どおりということでＢ評価でござ

いました。ただし、大課題３、それから、大課題６の農研勘定部分につきましてはＡ評価とさ

せていただきました。 

 大課題３につきましては、先ほど申し上げましたイアコーンサイレージの利用だけではなく

て、土壌の凍結深の制御手法を開発しています。これはばれいしょにおきます野良芋の発生を

抑制する技術でございますけれども、これを情報システム化することによりまして、オホーツ
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ク海地域も対象といたしまして数千ヘクタールの拡大が見込めるような状況になりました。こ

うした内容とか、あるいは「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」に向けた課題の重点化への貢献を評価い

たしまして、Ａといたしました。 

 大課題６につきましてもほぼ同様でございますけれども、ロボットトラクターの市販化、そ

れから、先ほど申し上げました電子制御ユニットの開発、さらにはＦＡＰＳ－ＤＢといった営

農計画支援システム等々のＷＡＧＲＩへの実装といった意味におきまして、「Ｓｏｃｉｅｔｙ

５．０」に向けての貢献が顕著であるということでＡ評価といたしました。 

 セグメントⅠ全体の評価はＢ評価、計画どおりと考えてございます。上のほうに成果の社会

実装の状況等をお示ししてございます。特に乳酸菌添加技術「畜草２号」につきましては、

1,000ヘクタールの普及になってございます。また、「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」の早期実現に

つきましては、最初にご説明をいたしました農業情報研究センターの連携といったものを図る

ことによりまして、ＡＩ研究の推進を進めています。それから、理事のマネジメントといたし

ましては、こうしたスマート農業技術の開発についての取組強化に向けまして、裁量経費の重

点配分等々を行ったところでございます。 

 以上のようなことから、全体の評定をＢとさせていただきました。 

 今後の取組といたしましては、スマート農業加速化実証プロジェクトを活用いたしまして、

スマート農業の普及を進めるということ、あるいは九州沖縄経済圏スマートフードチェーンの

構築に向けまして、特に畜産・畑作を中心としました貢献を図っていくこと、あるいはスマー

ト農業についてのさらに低価格化ということ、それから、いろいろな他の作目への展開という

ものを今後は図っていきたいというふうに考えてございます。 

 以上がセグメントⅠでございます。 

 恐れ入りますが、飛ばしまして22ページ、４－22をお開きいただきたいと思います。 

 続けて、農業機械化促進につきましてご説明をいたします。 

 ご案内のように、昨年、農業機械化促進法が廃止になりまして、新たに農業競争力強化支援

法に基づいた運営を行ってございます。そのため、組織体制を改編いたしまして、真ん中に新

たな組織体制と書いてございますが、安全検査部、安全工学研究領域といった安全関係の研究

部分を設置いたしました。あわせていろいろな国際標準化あるいは国際対応、さらにはロボッ

ト農機等の戦略的な推進に向けまして、戦略統括監あるいは戦略推進室を設けたところでござ

います。 

 右側に農業機械技術クラスターということで、いろいろな他機関のメンバーにも加わってい



 59 

ただきまして、現場で必要な技術の内容あるいは今後の農業機械の開発に向けての戦略等につ

いてご議論をいただいてございます。 

 研究成果でございますけれども、先ほど自動運転田植え機等々の成果をご紹介いたしました。

あわせまして左側、自動操舵補助装置、これは今かなり農家のほうで導入が進んでございます

けれども、ややお高いということで、本体価格100万円程度の自動操舵補助装置を開発いたし

ました。右側はニンニクの盤茎調製機ということで、ニンニクのお尻を削る機械、これにつき

ましても販売を開始しておるところでございます。 

 農業機械の安全性検査につきまして、24ページでございますけれども、先ほど申し上げまし

たようなロボットの評価基準を定めましたほか、ＯＥＣＤのトラクターコードの年次会合では、

議長国といたしまして議事をリードいたしました。あわせて、高齢者の方々にわかりやすい危

険作業事例を動画でお示しするというようなことを進めてございます。 

 農業機械化促進業務の自己評価は、全体を今申し上げましたようなことからＢと評価をして

ございます。 

 今後の課題といたしましては、先ほどのセグメントⅠとほぼ共通をいたしますけれども、ス

マート農業の普及とともに、特に国際的な標準化に対する議論に関して積極的に関与していく

というようなことを考えております。 

 以上でございます。 

○吉田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見等お願いいたします。 

 どなたかございませんでしょうか。 

○齋藤会長 大分、一昨年前とは様子が変わってきて、かなりの革新が進んでいるようでござ

います。それで、セグメントⅠの経営力の強化、17ページ目でございますが、大分組織的な再

編が進んだというのは、下から数行目ですかね、進捗状況を加味した上で課題を再見直しした

というので、約50％の中課題を改編したというかなりダイナミックな、一部廃止というのも結

構あります。これは研究の継続性との関係で、この辺どう考えたらいいかということが１つな

んです。これは細かいことで申し上げています。 

 それでもう一つは、評価のところで大分自動化・ロボット化のところは評価が今度、ほとん

どＡクラスになるかもしれないというところでございますが、それをほかの領域まで広げると

なると、どの辺のところまで大課題を広げられる可能性が高いですか。畜産関係まで相当広げ

るというふうな、さっきスマート育種まで行っちゃうとまさにそうなっちゃうんですが、その
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辺はどうお考えですか。これが１つ。 

 ３番目、もう一つ細かいことなんですが、機械化の問題なんですが、これは法律改正に伴っ

て確かにクラスターという言葉が非常にいい言葉なのでございますが、本来企業との関係で言

えば、最初からこのシステムがあってもよかったんですけれども、これはどこまでクラスター

と言える内容でしょうか。言葉のあやと理解してしまっても困ると思うんですが、その辺はど

ういうプラットフォームづくり、基本的にはどういう戦略構築に関与されているのか、これが

わからないとちょっと評価しにくいんですが。 

○農研機構 寺島理事 まず、最初の中課題の改編でございますけれども、これは中課題全体

を変えたというわけではなくて、その中でやはりどうしても変更しなければならないものにつ

きまして変更を行ったというようなこととご理解をいただければと思います。 

 それで、その中で例えば例として申し上げます。サツマイモのセル苗育苗というものを課題

として取り上げてございました。これは要するに非常に移植作業に労力がかかるということで、

通常の野菜と一緒のような形でセル苗にして機械移植をしていくことによりまして、省力化を

一挙に図れるのではないかというふうなことを考えておったわけですけれども、やはり研究を

進めてまいりますと、サツマイモは根を対象として収穫しますので、セル苗のところで根鉢と

言いまして、要するに根がこんがらがってしまうんです。これを植えつけてもなかなか質のい

い芋ができないということがやっているうちにわかってまいりました。こういったものはもう

やめようというふうなことにいたしました。 

 それから、やはり社会的な意味での重要度というものが若干薄れてきているというふうに感

じられるような課題につきましては、縮小させていくというような方向で、徐々に撤退をして

いくというようなこととしてございます。したがいまして、課題の成果の出ぐあい、それから、

これからの見通し等に応じまして廃止あるいは縮小というような選択をそれぞれ細かくやって

きたということでございます。 

 それから、２番目の自動化・ロボット化をどこまで進めるかということでございますけれど

も、正直なところ、まだまだだと思っております。私どもが開発したのは、先ほど自動運転田

植え機のお話をいたしましたのは圃場の中だけでございますし、対象作物はイネと麦、大豆に

行くかどうかぐらいでございます。本当の意味でのやはり自動化を考える場合、圃場間移動を

可能にするとか遠隔監視を可能にするとか、それから、今開発しているのはほとんど大型農機、

70馬力、100馬力のロボットでございます。実際本当に必要なのは中山間でございます。ここ

ではやはり30馬力とかやや小型のトラクターが必要でございます。そうしたものへの展開とい
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うものを今後まだ図っていかなければならないというようなことでございます。もちろんほか

の野菜ですとか果樹につきましても、それぞれやはり自動化をしなければなかなか労力がもた

ないというような事柄がいっぱいふえてきてございますので、時間はかかりますけれども、

徐々にこれをふやしていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、クラスターでございますけれども、ここはいろいろな使い方をさせていただいて

おります。必要な機械開発の課題を農業者あるいは行政の方、メーカーの方あるいは異分野の

方に集まってもらって議論をいたしまして、どういうふうな農業機械が今後必要かというよう

なことも議論していただいておりますが、同時に安全性につきまして集中的な議論をしていた

だいて、例えば今私どもが安全検査をしておりますけれども、検査は合格か不合格かだけでご

ざいます。そこに例えばもう一つ、よく言われる星印が２つつくとか１つつくとか、そういう

ふうなグレード化を行うことによって、より安全性の高い農機の開発に対して、ある意味イン

センティブを与えていくとか、そういったことの議論も行っているところでございます。 

○齋藤会長 かなり機械が大型化して自動化されていくという可能性が高いとは思うんですが、

それで、かなり高い外国の機械というのは数千万ですよね。それが北海道の十勝とか何かに大

規模にみんな入ってきます。日本の開発がおくれているわけでございますね。問題は機械の負

担をもうちょっと軽減できないかと。つまり広域的な移動ですよね、機械の。例えば北海道の

機械はもう11月初めで終わりです。それを九州に持っていくと。３日あれば海上輸送できます。

そこで数十ヘクタールの産地は十分対応できます。そういうもう少し広域的な利用が考えられ

ないか。これをやらないと機械貧乏になってしまいます。これが非常に懸念されることです。 

 もう一つは、かなり地域の昔ながらの鍛冶屋さん、機械メーカーです。これは作業機の開発

はかなり進んでいます。彼らはわずかな技術的な練磨、農家で言えば篤農家ですね。そういう

ものをもっと組み込むと、相当作業機の開発がいくと思うんですね。これまで機械メーカーは

エンジンばかりやってきました。作業機の本格的な開発をしていないです。これが私は問題だ

と思うんですね。その辺の機械化体系の中にもうちょっと組み込めないかと。ロボット化・自

動化はいいのでございますが、その辺はどうお考えですか。 

○農研機構 寺島理事 ご指摘ありがとうございました。全く同感でございます。機械のシェ

アリングにつきましては、ご存じのようにアメリカでマシーナリーリンクということで機械の

総合利用というものが進んできてございます。日本でも一部の農家でそうしたことがやられて

おりますけれども、まだ関心は低いのではないかと思っています。ただ、十勝なんかではこの

マシーナリーリンクに関しまして議論が始まってございます。今後やはりＩＴといいますか、
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情報技術というものが共有化されてまいりますと、どこの農家さんは例えばあしたで大体この

作業が終わるとか、そういった情報が皆さん共有できるようになり、そうしたマシーナリーリ

ンクができる環境というのが整備されていくのではないかというふうに思っております。 

 それから、地域のいわば小規模な機械メーカーさんの活用というのは、これも先ほどちょっ

とお話をいたしましたクラスターの中でぜひとも取り上げていかなければならない一つの課題

だというふうに認識をしてございまして、そうしたやはり地域の特産物に適用した機械開発に

つながるように利用していく必要があるというふうに考えてございます。 

○吉田部会長 ありがとうございます。 

 そのほか、何かございますか。 

○浅野専門委員 専門委員の浅野です。 

 先ほどの齋藤会長のお話にちょっと付加なんですが、社会実装だとか、あるいは展開という

お話をしていますけれども、多分いろいろあると思うんですよ。その技術を地域を変えて転用

するとか、あるいは技術を他の技術分野に転用するとか、あるいは規模を拡大するとか、ある

いは低価格化していくとか、改良していくとかいろいろあると思うんですが、農研機構さんが

やられる展開を決めたほうがいいと思うんですね。 

 例えば地域の転用だとか技術の転用だとか低価格化させるというのは、民間企業に入札みた

いなことをさせて一緒にやるとか、あるいは民間企業にも改良をやらせてしまうとか、逆に改

良の基礎研究であるとか技術をもっと上げていくようなお話であれば、民間よりは農研機構さ

んがやられるほうがいいだろうし、特にこれからＡＩだとか、あるいはビッグデータ、ＩＣＴ

だとかが絡んでくると、いくらでも展開が考えられてしまうので、少しその方向性というのか、

ポリシーみたいなのをつくられたほうが恐らく無駄なくこれから研究できるんじゃないかなと

思います。 

○農研機構 寺島理事 どうもご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。

私どものほうで例えば機械というところに絞った場合に、機械開発の方向性というものに関し

てどこを重点的にやっていくのかというようなことは考えてまいりたいと思います。 

 ただ、ちょっと部隊が違うかなと思っておりますのは、開発された例えば機械のいろいろな

場面での展開というものにつきましては、私どもの中で栽培技術を主としてやるグループがご

ざいますので、そうしたところで例えば北海道で開発された技術が東北でその機械が通用する

のか、九州で機械が通用するのかということに関しましては、それぞれの栽培グループででき

る面があるだろうと思います。 
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 片一方で低コスト化ということに関しましては、機械そのもののコスト低減ということに関

しましては、やはりこれを専門で行う先ほどの機械化促進業務とか、そうしたところで重点的

に取り組むべきところかなというふうに思っておりますので、ご指摘のように戦略、それから、

それを担当する部隊というものを意識しながら取り組んでいきたいと思います。 

○吉田部会長 ありがとうございます。 

 それでは、時間となりましたので、次に移りたいと思います。 

 続きまして、（２）強い農業の実現と新産業の創出につきまして、10分以内でご説明をお願

いいたします。 

○農研機構 門脇理事 それでは、担当、門脇よりセグメントⅡ、強い農業の実現と新産業の

創出についてご説明をさせていただきます。ページは28ページでございます。 

 次のページです。 

 この29ページ目はセグメントⅡ課題間連携とＳｏｃｉｅｔｙ５．０、ＳＤＧｓへの貢献とい

う模式図であります。 

 左の下ですが、この大課題８は７つの品種育成の中課題及び３つの基盤研究から構成されて

おります。出口は品種育成です。大課題９、右下ですが、５つの中課題から構成されており、

機能解明から技術開発、産業利用を目指します。出口は新産業の創出です。この課題の推進に

当たりましては、真ん中に書いております新設・強化をされております農業情報研究センター

等々と連携をしながら行う、そしてまた、セグメントⅠ、Ⅲ、Ⅳと連携をして行います。出口

は農業・食品版Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の早期実現であり、そしてＳＤＧｓへの貢献を目指して

いるところでございます。 

 30ページ、31ページ目は技術開発のロードマップを模式図を示しております。 

 冒頭、理事長からもご紹介がありましたが、昨年多くの時間を費やし、このロードマップを

しっかりしたものに仕上げました。大きなポイントとしましては、どのような組織と連携をし

ながら研究を加速するのか、また、目標達成する時期をはっきりさせること、そしてまた、数

値目標を書き込むということで、この１年間ロードマップをつくり、研究の運営管理をしてき

たところです。 

 32ページです。 

 昨年１年間の運営方針を書いております。左の上は課題の管理です。主なポイントとしまし

ては、農研機構の組織目標への戦略的対応、そしてまた、ニーズの収集と共同研究の促進など

に力を入れました。セグメント運営上の課題と対応、左下ですが、行政ニーズへの対応研究で
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あるカドミウム低吸収性イネ品種育成の加速化などに力を入れました。 

 右には予算の重点化について説明しておりますが、これは後ほどスライドで説明します。 

 右下ですが、１年間の間にやはりいろんな情勢が変わってまいりました。そこで、途中で追

加した重点項目について書いております。１つ目は内閣府が主導する国家プロジェクトＳＩＰ

２への対応で、スマート育種システムの構築を新たな項目として掲げました。そしてまた、２

つ目としましては、生体物質を利用した新素材開発と実用化についても重点項目にいたしまし

た。 

 33ページ目です。 

 資金の投入状況について書いております。左の下には研究エフォートについて平成30年度と

29年度を書いております。エフォートですが、304.8でした。これは29年度に比べますと

98.9％と少しポイントが下がっております。一方予算ですが、右の下、合計を書いております

が、総額31億8,700万円で運営しました。これは29年度に比べると107.5ということで、人は少

し減ったんですが、予算は増額して行っております。このセグメントⅡの特徴の一つですが、

「うち民間資金等」というのがありますが、平成30年度は２億4,300万円を獲得して運営して

まいりました。 

 34ページ目ですが、これは理事が持っております裁量経費の執行実績ですが、主な資金の投

入はスマート育種、そしてまた、新産業の創出、成果の実用化に予算を重点的に配分して管理

運営を行いました。 

 35ページ目からはセグメントⅡの成果についていくつか特徴的なものをご紹介します。 

 まず左側、ミノムシの糸の物性解明と加工技術の開発です。これまで世の中には最も強い天

然繊維というのはクモ糸だということがわかっておりましたが、今回の研究によりクモ糸より

もミノムシの糸が弾性率、破断強度、破断伸びなどにおいて全てクモ糸を凌駕するということ

がわかり、この成果はネイチャーコミュニケーションに掲載をされております。 

 また、採糸技術の開発に成功しました。この技術は農研機構が基本特許を100％保有してお

ります。この技術をもとに興和株式会社と共同研究を実施し、１年間に１億円の民間資金を獲

得して研究を進めるとともに、興和株式会社はつくばに研究所を新設して、現在事業化に向け

て取り組んでおります。また、この成果は記者発表を行い、テレビにはＮＨＫを初め５件、新

聞には日本経済新聞を初め45件掲載されるなど、農研機構のプレゼンスの向上に貢献したもの

でございます。 

 右側ですが、β－グルカンを多く含む大麦モチ性品種の普及拡大と寒冷地・温暖地向け多収
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のモチ性新品種の育成です。モチ麦は大変今人気があります。農研機構としましては、先行し

て品種登録を行った「はねうまもち」等に加え、モチ性品種のラインナップを充実させてきた

ところです。寒冷地向けでは「もちしずか」、そして、「きはだもち」、「キラリモチ」、

「フクミファイバー」、「くすもち二条」のように品種のラインナップに成功しております。

現在、「はねうまもち」は80ヘクタールの普及ですが、31年度には1,000ヘクタールに到達す

ると見込んでいるものであります。 

 36ページですが、イネいもち病抵抗性遺伝子の識別アレイの開発です。 

 いもち病に罹病するのか、それとも抵抗性であるのかということを検定するためには、左に

あるような圃場に出て現地で検定することが必要です。この検定の作業には飼料品種、餌の品

種ですと135日、食用品種でも31日程度の日数がかかります。ところが、遺伝子のアレイをつ

くることによりまして、品種を問わずに3.5日でその識別が可能になるという技術開発に成功

しました。この技術により選抜を迅速化・効率化・低コスト化ができるものであります。 

 右側は大豆難裂莢性、さやが裂けがたい、難裂莢性品種群の育成と普及について、現在の状

況をご紹介させていただきます。 

 写真の上には難裂莢性、さやが弾けておりませんが、下には易裂莢性、さやが裂けて種子が

こぼれているのがわかります。これは収穫前に乾燥して、特に機械収穫などをしますと、さや

が弾けて種子がぽろぽろと落ちてしまいます。これによって収穫ロスが起こります。難裂莢性

の品種ですと収穫ロスが起こりませんので、結果として収量が増加するという研究成果です。

過年度では農業技術コミュニケーターとも連動し、さまざまなシンポジウム等でアピールして、

奨励品種採用県が増加しました。平成30年度４県が31年度５県になりました。これにより、今

後一気に普及が拡大すると思われます。現在、百数十ヘクタールのものでありますが、令和３

年には１万ヘクタールを超える見込みとなってございます。 

 37ページ、左上の成果だけ紹介しますが、新しいサトウキビの品種の紹介です。 

 「農林８号」という写真がありますが、これを見ますと、あまり緑の色がありません。これ

は機械収穫をした後、土が固められて新たな芽が出てきづらいというのが「農林８号」です。

１アール当たり772本です。一方、「ＫＹ10－1380」という新品種は、機械で収穫して機械で

土を固めても萌芽性が大変いいので、株出しの本数が10アール当たり3,500本とふえます。株

出し栽培で約５割多収になる新品種の開発に成功しました。これにより、種子島において作付

面積の２分の１に当たる1,150ヘクタールの普及が見込まれる成果でございます。 

 38ページ目です。 
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 セグメントⅡの主な表彰です。全体として大小いろいろあるんですが、31件の受賞がありま

した。特筆すべきはみどりの学術賞です。国立研究開発法人の研究者として初の受賞の栄誉が

ありました。また、日本オープンイノベーション大賞選考委員会特別賞あるいはＩＷＧＳＣ、

International Wheat Genome Sequencing Consortium、Outstanding Leadership Awardのよう

な受賞がございました。 

 39ページ目は大課題ごとの自己評価について書いてございます。 

 大課題８は奨励品種採用、品種登録などの系統が30以上に上っています。イネいもち病のア

レイの開発など育種を加速しております。全体を見ますと、順調に進捗していると判断してＢ

と評価させていただいています。 

 大課題９ですが、先ほどから紹介していますミノムシシルクの成果もございます。また、コ

ラーゲンビトリゲルという素材開発では、ＯＥＣＤの専門家会議で説明を実現しております。

この４月にはそれがガイドラインに採択されておりますので、その具体的な成果は次年度にご

紹介できると思います。また、そのほか遺伝子組換えカイコの成果等ございますので、大課題

としては今年度研究を上回る成果を得たと判断し、Ａと評価させていただいています。 

 40ページ、これは自己評価ですが、マネジメントについてはロードマップによる課題の進捗

管理、中長期計画に沿って意見を集約し、課題の改廃を行っていること、また、さまざまな組

織と連携して課題の改善・見直し、エフォートの再配分を行っています。ＳＩＰ２では４課題

を獲得し、民間資金も獲得をしてございます。研究成果の社会実装については、ミノムシ糸の

成果などが特筆すべき成果としてございます。 

 これらの結果、研究成果とマネジメントを合わせ、大課題８はＢ、大課題９はＡと評定し、

セグメントⅡ全体の評価はＢと判断させていただいています。 

 41ページ、これが最後ですが、次年度以降の課題と対策です。 

 １つ目は研究資源の効率的な活用に向けて、農研機構内の連携強化をさらに進め、効率的で

スピーディーな研究開発の重点化を図ります。短期・中期・長期の観点から基礎研究の推進と

評価による課題の改廃を行います。Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の早期実現に向けて、スマート育種

システムの構築を強化します。また、精密ゲノム編集技術の開発を行います。新産業創出の観

点から遺伝子組換えカイコ、ミノムシシルク、コラーゲンビトリゲルなど生体物質を利用した

新素材開発と社会実装に向けて推進するものでございます。 

 以上です。 

○吉田部会長 ありがとうございました。 
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 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見をお願いいたします。 

 どなたかご質問、ご意見ございますでしょうか。 

○齋藤会長 では、ないようですので私のほうから質問させていただきます。 

 ちょっと気になることを先に申し上げたほうがいいと思うんですが、それは研究資源の投入

状況、セグメントⅡの最初のところでございますが、これで見ると、そのほかの外部資金がか

なりあるんですね。これ単純に判断すると、この外部資金の使い方によっては、研究成果とう

まく合えばいいんですが、場合によっては必ずしもうまくいかない部分もあるかもしれないん

ですけれども、これをいっぱいとることがいいかどうか、ちょっとそういう問題もございます。

この辺はどういうふうにお考えかということが１つなんです。 

 それと、実際的には非常に成果が上がって、例えば35ページ、これは私も知らなかったんで

すけれども、かなりのスピードで今転換が行っているわけですね、品種の転換が。これは大麦

ですね。その製品開発まで波及しているというふうなことで見ます。それとあと、サトウキビ

もかなりのレベルで普及していますね。ここまでかなりいっているんだけれども、全体的な評

価はＢだと。大課題が２つあって、ＡとＢとあるなら普通はＡをつけますけれども、これをあ

えてＡとＢを分けてＢにしたと。そもそもこれはわかりやすく言えば、Ｂのところはいずれ成

果が上がるから、今のところこれにしておこうと、そういうふうな眼目ですか。その辺、ちょ

っとよくわからなかったので、説明をお願いします。 

○農研機構 門脇理事 いくつかありましたので、ポイントを紹介させていただきます。 

 外部資金を獲得するのがいいのかどうかということですが、この外部資金は、実は多くの外

部資金の種類があります。科研費もあれば国家プロジェクトのＳＩＰだとか、外国からの研究

資金もありますので、さまざまなものがあります。それは基本的にはとりに行くというスタン

スでございます。その一つの根拠は、15％前後の間接経費も入りますので、それが入ることに

よって農研機構の運営がまず安定します。例えば、光熱費に使えますので、ほかの運営費交付

金の利用勝手がよくなるということもありますので、外部資金はしっかりとりに行きます。そ

こをしっかりやらないと独立行政法人として毎年予算を削られますので、外部資金をとれない

組織は多分将来研究できなくなってしまいますので、強い体質をつくるという観点からとりに

行っております。 

 ２つ目の大麦、ミノムシ、サトウキビの成果ということですが、大麦は年度計画を立てなが

ら着実にやってきたと。このサトウキビは１年前倒しで出たいい成果です。ミノムシは、実は

数年間にわたって水面下で研究していて、一切学会発表等もせずに特許だけを出し続けたとい
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う戦略的なものです。 

 それでは、何がＡで何がＢなのかということですが、私どもは基本的に中期計画に載ってい

るスケジュールどおりに進捗したものはＢだと判断しています。それで予期せぬ効果だとか前

倒しの波及効果が大きいものについてはＡということにさせていただきました。個々の評価が

ＡとＢであるので、全体の評価はＢだろうというのが全体の議論でございました。 

 以上です。 

○農研機構 久間理事長 後のほうの回答ですが、先生方がＡだと思われたらぜひＡをつけて

いただきたいと思っています。去年の４月から理事長をやっておりますが、全体的に控え目な

自己評価となっています。 

 また、外部資金はむやみやたらにとりに行っているわけではなくて、我々の目的に合ったテ

ーマで応募していますので、外部資金が入ったからといってテーマを大きく変えることはあり

ません。 

○齋藤会長 ちょっといいですか。 

 今の例えばミノムシは別なんですけれども、大麦の話なんかを見ると、これはセグメントⅠ

でも十分かかってやっていったほうが技術開発としてはいいですね。栽培技術と連動しますね。

その辺は考えないんですか、例えば。 

○農研機構 門脇理事 おっしゃるとおりです。冒頭ご説明しましたように、このセグメント

Ⅱの品種開発は、出口はやはりセグメントⅠとの連携です、土地利用型農業ですので。あるい

は大麦の場合ですと、β－グルカンという機能性成分が含まれていますので、セグメントⅢと

の連携というような形で、お互い連携しながら大きな出口を目指してやっているということで

ございます。 

○齋藤会長 これ最終的にはほとんど出口は別のセグメントとくっつかないと、なかなか出口

形成ができないですね、これ。 

○農研機構 門脇理事 おっしゃるとおりで、セグメントⅡはやはりどちらかというと下支え

に近いというふうに私たちは理解をしております。 

○齋藤会長 わかりました。 

○吉田部会長 私から１つだけ質問させてください。 

 30ページのところのスマート育種のロードマップを見ますと、スマート育種の手法の確立と

検証といったようなことが平成32年度までに終わるとはなっておらず、手法の開発が続くとい

う内容になっています。実際のところの目標としては、何年度に開発が終わって実証まで持っ
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て行かれると考えていらっしゃるでしょうか。 

○農研機構 門脇理事 冒頭に農業情報研究センターから難易度の図を示したと思うんですが、

例えば顔認証システムのようなものは病害虫の認証システムに非常にシミラリティがあるので、

開発が早いでしょう。一方で、このゲノム情報を利用した新たな育種システムは世界でもそん

な成功例があるわけでもなく、非常に困難な課題だと位置づけていますので、ちょっと時間は

かかるとは思います。大きな流れとしては、ゲノム情報の情報量については、この７年間で同

じお金をかけるだけで１万倍ぐらいふえてきています。高速シークエサーの進歩で。そのため、

恐らく大量ゲノム情報を人工知能等を活用しながら育種の手法に活用するということは、大き

な流れになるであろうと思いますので、これは避けては通れない課題だとして、私たちは正面

に取り組んでいます。 

 ただ、それがどのくらいの短期間あるいは中期間で達成するかというのはちょっとわからな

いんですが、まずは成功事例をつくっていくことが重要だと思っています。 

○吉田部会長 ありがとうございます。 

 そのほか、ございますか。 

○平沢委員 ゲノム編集の技術なんですけれども、これからいろいろ開発というふうな形にな

っていくかと思うんですが、やっぱり遺伝子組換えのときがあまり国民の理解が得られなくて、

せっかくいいものができてもなかなか使えないというような状況が続いているものですから、

ゲノム編集については国民理解というのをどんな感じでやられていくというようなご予定でし

ょうか。 

○農研機構 門脇理事 まずはいろんなやり方があるんですが、組織として新技術対策室とい

う組織を新しい組織としてつくりました。それによって、それまで部門やセンターが独自でば

らばらとやっていたのではなくて、農研機構全体としてしっかりやろうということ。２つ目は

予算の話で、内閣府が主導するＳＩＰプロジェクトの中に国民理解というのがあります。今ま

での第１期はどちらかというと、新しい技術について反対しているあるいは理解が進んでいな

いというんですか、ご理解いただけないところの小集会などに頻繁に出かけて活動するローラ

ー作戦が主だったんですけれども、今後は大きなマスメディア、テレビ、新聞社等のオピニオ

ンリーダーの方々にやはりエビデンスを示しながら、世界の状況も示しながら丁寧に説明して

いくことが大きな方針になろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○吉田部会長 そのほか、よろしいでしょうか。 
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 それでは、質疑を終わりにしたいと思います。 

 続きまして、（３）農産物・食品の高付加価値化と安全・信頼の確保について、15分以内で

ご説明をお願いいたします。 

○農研機構 中谷副理事長 よろしくお願いします。セグメントⅢ、農産物・食品の高付加価

値化と安全・信頼の確保についてご説明いたします。 

 最初にちょっとおわびを申し上げますが、セグメントⅢ担当の大谷理事が今日、急遽熱を出

しまして来られなくなりましたので、大谷にかわりまして私、中谷が、大から中でございます

が、説明をさせていただきます。 

 47ページでございます。 

 このセグメントⅢでございますが、大きく分けると２つに分かれます。高付加価値化という

部分、こちらは特に高付加価値化が重要となる果樹、茶、野菜、花あるいは食品加工といった

分野で高付加価値化を追求していくというところでございます。一方で、全ての農産物の価値

のベースには安全・信頼というものがあるというふうに考えております。右側の３つの課題、

農産物の信頼確保あるいは家畜疾病、それから、作物・植物の病害虫といったような課題、こ

の６課題でもってスマートフードチェーンの実現に貢献していき、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０の実

現に資するというのがセグメントⅢの目標でございます。 

 次のページ、49ページをご覧ください。 

 これはスマートフードチェーンの概念を示したもので、その中におけるセグメントⅢの役割

といったようなものを記載したものでございます。セグメントⅢについては、これご覧のよう

にスマートフードチェーン自体は育種から始まって消費まで至るものをＡＩ、ＩＣＴをもって

つないでいって全体最適を図っていこうという考え方でございますが、その中でセグメントⅢ

としてはスマート育種、特にこれは園芸関係でございますが、それから、スマート農業、それ

から、スマート流通加工というところで貢献をしていくということ、それから、さらにそのベ

ースとして安全・信頼、レギュラトリー・リサーチという点で貢献していくという考え方でご

ざいます。 

 これがセグメントⅢの研究資源の投入状況でございます。全体で約28億の予算を投入して進

めてございます。ここセグメントⅢで比較的特徴的なのは、このうち青で示しました運営費交

付金が約３分の１、残り補正等も含めて外部資金をたくさん投入しているセグメントであると

いうことが特徴かと思います。それぞれ園芸的な課題と、それから、レギュラトリー・リサー

チ的な課題で比率は違いますけれども、全体として見れば比較的セグメントⅠとかと比べると
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外部資金の比率が多いセグメントであると言えると思います。 

 これが次のページ、セグメントⅢの運営方針でございます。こちらについては既にセグメン

トⅠ、セグメントⅡからご説明があったと思いますけれども、ロードマップを見直したという

ことが大きなところでございます。その視点では、スマートフードチェーンの実現というとこ

ろに向けてスマート育種、スマート農業、それから、安全・信頼関係でのＡＩあるいは情報の

活用を強化したということでございます。 

 右下のセグメント運営上の課題と対応というところをご覧いただきますと、特に本年度、30

年度に気をつけたのはスマートフードチェーン研究における流通加工研究の体制を強化いたし

ました。それから、先ほど来何回かお話に出ております九州沖縄経済圏スマートフードチェー

ン研究会におきまして、輸出に向けた研究課題を強化してございます。それから、第１期のＳ

ＩＰ等々の成果をスマート農業実証加速化プロジェクトにより実証するというところ、それか

ら、病害虫診断あるいは家畜疾病のシステム化といったようなところで、ＡＩあるいはデータ

連携基盤の開発というところで農業情報研究センターとの連携を確かなものにしてございます。 

 続きまして、52ページ、それぞれ大課題ごとの主な見直しのポイントでございます。 

 大課題10、果樹、茶につきましてはスマート農業、特にこれは機械化樹形等々のスマート農

業対応、それから、マーカー育種、ゲノム育種等のスマート育種の対応、それから、新しいニ

ーズへの対応というところで強化をしてございます。それから、野菜、花につきましては、特

にスマート農業、中でも生産予測あるいは労務管理、生産管理といったようなところのシステ

ムの統合といったようなところに重点を置いて強化してございます。 

 それから、食品の流通加工につきましては、スマートフードチェーンのまさに中心になる、

かなめになる課題でございまして、ここをさらに一体的に集約して強化しているということと

ともに、九州沖縄経済圏スマートフードチェーンのプロジェクトの牽引役であるという位置づ

けをしてございます。 

 それから、レギュラトリー・リサーチ関係、13から15の課題でございますが、こちらについ

ては特に農業情報研究センターと連携をして、効率的にリスクマネジメントができるような体

制といったようなものを重点的に取り組んだところでございます。 

 その次のページ、53ページ、これセグメントⅢのロードマップの事例でございます。先ほど

ご覧いただいたセグメントⅠあるいはセグメントⅡのものに比べて随分ごちゃごちゃしており

ますが、ここで申し上げたいのは、１つは黄色で示しました広報あるいは事業開発、あるいは

農業情報センターあるいは知財といったようなところとの連携を非常に強めて、なおかつ緑と
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青字で書いてございますが、第１期のＳＩＰあるいは第２期のＳＩＰ等々大きな外部資金をと

りに行って、それに基づいてしっかりと研究推進する。さらに、これは先ほど来ご説明があっ

たところでございますけれども、しっかりとマイルストーンを置いて、スペックと時期を明確

にしたもので研究マネジメントを進めておるというところでございます。 

 それから、こちらはセグメントⅢの理事裁量経費の配分でございます。 

 配分は冒頭理事長からもございましたけれども、６つの重点課題、スマート農業から先端基

盤技術までの６つの重点課題に重点的に配分をしてございます。それぞれ大課題によりまして

重点が違うといったところ、個性が出ているかと思いますけれども、これはそれぞれの事情に

合わせてしっかりとマネジメントして資金を配分しているというあらわれかというふうに思い

ます。 

 それでは、これから成果の一端をご覧いただきたいと思います。 

 これは大谷理事が一押しと申しておりました成果でございますが、スマート施設園芸という

形で、これはＳＩＰなりあるいはＡＩプロなりといったさまざまなプロジェクトを総合して体

系化し、パッケージ化した成果でございます。端的に申し上げますと、日本のトマト、施設栽

培のトマトは往々にして卑近な言い方をしますと、オランダに負けているという言い方をされ

てきたわけでございますけれども、ここでは糖度５％以上、一般的な日本のトマトの糖度でご

ざいますが、それで10アール当たり55トンというオランダ並みの収量を実現したというところ

でございます。さらに、それに加えて環境制御なりあるいは労務管理なりというところをパッ

ケージ化して、さらに、それらについて事業開発室等々と連携いたしまして、横展開を図って

いくということを考えておる成果でございます。 

 それから、その次はレギュラトリー・リサーチについて少し成果の一端をご紹介したいと思

います。 

 まず左側でございますが、これはご案内のとおり昨年度というか、豚コレラが発生をいたし

まして、大きなある種社会問題になってございます。これについてはご案内のとおり、まだ収

束は見ておりません。ただし、ここで私どもが強調したいのは、私どものこの成果がなかった

らちょっとどんなことになっていたかというのは、ぞっとします。もちろんウイルスの性状を

明らかにしたということもあるんですけれども、ここで私どもが一番役に立ったなと思うのは、

これは従来の豚コレラは感染すると、ころっとすぐ死ぬというのが前提で防疫体制を構築して

おりました。ただ、今回の豚コレラはすぐには死にません。しばらく生きてウイルスをばらま

くという特徴がございまして、その特徴を知ったがゆえに防疫体制の改編ができたというとこ
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ろでございます。 

 ですので、もしこれを知らずにずっとすぐ死ぬんだという前提でやっていると、もっと大変

なことになっていたのではないかなという危惧を抱いてございます。そういう意味で、非常に

残念ながらまだ収束はしておりませんが、役に立ったのではないかと私どもは考えておる成果

でございます。 

 その次、右側でございますが、これは薬剤耐性の問題でございます。人間について薬剤耐性

細菌の問題は非常に大きな問題になってございますが、やはり害虫についても農薬が効かなく

なるという問題がございます。それについて発生の原因、それから、それをいかによくしてい

くかというガイドラインの案を作成してございます。これはまさに新しい毛色の成果ではない

かというふうに考えてございます。 

 その次、57ページでございます。 

 こちらは園芸関係でございますが、これは先ほど来何回か出ていますけれども、シャインマ

スカット、流出しました。これは非常にまずかったと思いますけれども、二度とこういうこと

を起こさないために品種の識別技術というのをＤＮＡマーカーを使って開発いたしました。こ

れは品種識別というと、実際にはなかなか大変です。例えばシャインマスカットの場合ですと、

流出したというものを持ってきて、それで本当のシャインマスカットと一緒に並べて栽培して

特性が全く一緒であるということを証明しないといけないんですけれども、これは実質上、無

理です。ですので、実効ある措置としてはＤＮＡによる識別しかございません。それについて

道を開いたという成果でございます。 

 それから、その次のページ、これはスマート育種関係の成果でございます。かんきつの育種

を効率化する２つのＤＮＡマーカーということでございますが、これは端的に言いますと、種

なしのマーカーでございます。かんきつ類、珠心胚と申しまして、母樹と全く同じ遺伝構成の

種がよくできます。これは非常に育種の邪魔になりますので、そういうのができないようなマ

ーカー、それから、実際に種なしを実現するマーカーというのを開発してございます。これで

もって時間がかかるかんきつの育種が進むのではないかというふうに考えてございます。 

 それから、次のページ、59ページでございますが、これは安心・安全に向けてということで、

米の無機ヒ素簡易分析法の開発という成果でございます。これもご案内のとおり、お米につき

ましてはＣｏｄｅｘの基準ができてございます。これを満たさなければお米の輸出はできませ

ん。ただし、これはやったことがある方はご案内だと思いますけれども、無機ヒ素の分析は結

構大変です。それを非常に簡便にできる方法を開発してございます。これは１検体当たり100
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円程度でできるという形でございますので、輸出の促進なんかにどんどん使っていただけるの

ではないかというふうに考えてございます。 

 成果のご紹介は以上というか、少し飛んでいただいて67ページに飛びましたけれども、私ど

もセグメントⅢでいただいた表彰について列記をいたしました。農業技術10大ニュースには３

件、セグメントⅢから選ばれておりますし、それから、特筆すべきは第89回の日本農学賞を研

究者の山本が受賞してございます。大変栄誉なことかというふうに考えてございます。そのほ

か列記したような表彰を受けてございます。 

 戻っていただきまして、60ページ、これで評定の一覧でございます。果樹、それから、野菜、

それから、食品、それから、食品の信頼確保につきましてはほぼ計画どおりの進捗であったと

いうことでＢ評価というふうに評定をいたしました。 

 それから、大課題14、家畜疾病については、豚コレラ、鳥インフルエンザの国内発生に対応

したということ、それから、豚丹毒、ヨーネ病などの新しいものもできたということで、これ

は計画以上の進捗があったということでＡ評価とさせていただきました。 

 それから、大課題15、作物の病害虫でございますが、これもご案内のことかと思いますけれ

ども、ジャガイモシロシストセンチュウという新たな侵入病害虫が北海道で発生いたしまして、

これについて非常に迅速に対応したと。もうそろそろ根絶事業がうまくいくのではないかと思

っておりますけれども、そういう成果、それから、ウイロイドの検出方法等々あるいはＩＰＭ

のマニュアル等々をつくったということで、こちらは計画以上の進捗があったというふうに考

えまして、Ａ評価とさせていただきました。 

 その次のページ、61ページでございますが、研究の進捗については先ほど来ご説明したとお

りでございます。それから、研究マネジメントにつきましては、研究内容、課題の見直し等々

をしっかりと行ったということ、それから、成果の社会実装については「恋みのり」が普及を

始めた、あるいは桃なり栗なりの品種の苗木が始まったということで、順調に進捗したという

ことで全体評定もＢとさせていただいてございます。 

 次年度以降でございますけれども、この課題、先ほど来申し上げましたようにスマートフー

ドチェーンのコアになる部分でございますので、スマートフードチェーンの研究の強化という

のを図っていきたいというふうに思っております。さらに、31年度、これは令和元年度でござ

いますけれども、さらに個別には日本ワイン用の醸造ワイン品種等々の研究あるいは水稲のヒ

素とカドミウムの同時低減といったところ、それから、ＡＩ研究、それから、外部資金獲得の

強化、それから、公立試験研究機関との戦略的な連携強化というところにしっかりと取り組ん
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でまいりたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○吉田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見、お願いいたします。 

○金山専門委員 課題の11、12に関してですけれども、評価に関してですけれども、まず11は

トマトで糖度も収量も増加させるということは、常識的に我々の専門的見地からしますと極め

て画期的な成果だというふうに考えますので、これはＡでいいんじゃないかなというふうに考

えています。 

 それから、12番に関しても質問させていただいたんですけれども、その回答は適切なものだ

ったと思います。やはり青果物の機能性表示登録というのは、これもなかなか専門的見地から

しますと難しい。去年全然成果がなかったので、来年は出ますよという話だったんですけれど

も、実際にいくつも成果を出されているので、もう少し高い評価を与えてもいいのではないか

というふうに思いましたので、コメントです。 

○農研機構 中谷副理事長 ありがとうございます。確かにトマトの成果は非常に突出して、

私どもとしてもすぐれたものであるというふうに思っております。ただ、野菜全体を見ますと、

やはり育種も含めて計画をはるかに超えているというところには至っていないのかなという判

断でＢとさせていただいたというわけでございます。Ａにしていただけるのでしたら、それは

それでありがたいことだと思います。 

 それから、機能性につきましてもおっしゃるとおりでございます。ご指摘のとおりだと思い

ます。確かに機能性表示食品、これまではサプリメントみたいな形状のものが多かったわけで

ございますけれども、私どもの三ヶ日のミカンが嚆矢となりまして、生鮮物、青果物にもぽつ

ぽつと出るようになったと。なおかつ例えば全体を見ても、ミカンの生産額、ずっと右肩下が

りで来たわけでございますけれども、少し上向いています。これはやっぱり一つは、いろんな

省力化等々の努力もあったと思いますけれども、生産額が上向いたということは機能性表示み

たいなものを通じた高付加価値化というのがやはり功を奏したんだろうなというふうには考え

てございます。 

 その意味では貢献をしておるというふうに思いますけれども、まだここの課題、特にスマー

トフードチェーンのコアを担ってもらうという意味では、まだ若干不足感がございまして、Ｂ

評価というふうにつけさせていただいたというところでございます。 

○齋藤会長 よろしいですか。 
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 せっかくなので、ちょっと先ほど私も今のご指摘、それなりに共鳴するところはあるんです

けれども、トマトのところがございますね。さっきちょっと何ページですか、56ページですか、

大変よくできているなと思います、これ。なんですが、あえて言いますと、オランダはこの収

量じゃないですよ。レベルアップしていますね。それが１つ。 

 それともう一つは、これ業務用か生食用かによって本当は区分しなきゃだめですね。えらく

違います、これ。収量数値が全然違います。オランダに行って話すと、本当ですか、日本だと

200円から2,000円ありますよ。オランダは10円しません、単価が。その中での議論です。です

から、日本でどこがいいかという議論は、この１枚だけのあれに示されるとちょっと誤解を与

えるということが私の意見。 

 それと、ついでだから下のほうを申し上げますと、普及成果のところで労働時間があります

ね。実は決定的に欠けているのは、労働の作業編成についてのアメリカでは昔から作業編成論

というのがあって、この組み立ての議論がないんです、日本では。オランダだと非常に労働の

編成についてのあれがよくできていますよね。それをもっと学ぶべきであって、非常にちょっ

と寂しいなと。昔やったときの施設園芸は半分ぐらい労働時間が合理化できると。もっともっ

と合理化できるよと。ですから、その辺のシステムをどう見たらいいのか、作業編成論という

言葉です。これがちょっと欲しいなという感じがいたしました。 

 それと、ちょっと基本的な問題なんですけれども、これは多分ですが、セグメントⅢのとこ

ろで農産物・食品の高付加価値化と安全を書いていますね。これは今度のこちらの技術会議が

出されているイノベーション戦略でいくと、この領域の話はもっとちゃんとしていて、例えば

安全性、それと高品質、食味が入っていますね。それと健康です。そういうものは価値がミッ

クスされて、もっと体系的に説明されたほうがわかりやすいと思います。この辺がちょっと次

の多分スマートフードチェーンの核になるところですので、もう技術会議の次の戦略があそこ

まで出るんだったら、もうちょっと体系的に大課題を全部修正するわけじゃないですけれども、

多少の修正はもっとあったほうがわかりやすいのではないかという感じがいたします。その辺

のことなんですけれども、ちょっととりあえずそういうことで私の意見です。 

○農研機構 中谷副理事長 ご指摘ありがとうございました。 

 まず、この55ページのものは、これは生食用です、基本的には。基本的には青果用、生食用

を目指したものでございます。もちろんこれはさまざまにコントロールができますので、加工

用という品質目標を立ててコントロールすれば、それも目標が達成できると思います。それか

ら、もちろんオランダはさらに上に行っているということは承知してございますが、同じよう
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な土俵の上に立てたというふうにご理解いただければと思います。今まで桁が違ったわけです

よね。桁が同じになったというところかと思います。 

 それから、もちろん作業の効率化というのも含めてというご指摘でございまして、ちょっと

私説明をはしょってしまいましたけれども、真ん中の右側のほうに作業の計測、それから、作

業の効率化といったような概念のところにＡＩを導入しようという試みも進めております。そ

この部分、ちょっと説明をはしょりましたけれども、こういう植物生理に基づいた作物の管理

と、それから、人間の労働の管理、それから、環境の制御というのをパッケージ化して提案し

たいというふうに考えてございます。ご指摘ありがとうございました。 

 それから、最後のご指摘ですけれども、それはご指摘のとおりだと思います。すみません、

付け焼き刃のピンチヒッターですので、説明不足なところがあったかと思いますけれども、そ

れは齋藤会長のおっしゃる方向のとおりだというふうに私も思います。 

○齋藤会長 そのフードチェーンの内容は私も大体理解しているんですが、私は社会科学をや

っているものですから、チェーンというのは取引先との関係で、お互いに価値を共有しながら

利益配分できるシステムじゃないと最適性なんて議論はできないんですよね。だけれども、こ

れは技術的な生産段階での最適性はあり得ます。ただ、セカンドベストもあり得るわけですよ。

その辺のバイアスがないと、実際にこれが動かなくなってしまうと。だから、本来のフードチ

ェーンというのは、我々の議論では価値をどうつくるかですよね。そこにはもっといろんな社

会的な問題があって、技術と経済の昔は兼ね合いと言ったんですけれども、そういう問題がど

こかでちゃんとした説明をしないと、本来のフードチェーンというのが消えてしまうんじゃな

いかという寂しさを感じます。これは私の意見です。 

○農研機構 中谷副理事長 ありがとうございます。 

 基本的には予測なり何なりといったようなところ、ＡＩ、ＩＣＴを使って川上と川下を結ぼ

うというふうなコンセプトを強く持って課題に当たりたいというふうに思います。 

○吉田部会長 時間がかなり押していますので、すみませんが、次に行かせてください。 

 続きまして、セグメントⅣの環境問題の解決・地域資源の活用について、10分以内でご説明

をお願いいたします。 

○農研機構 白谷理事 セグメントⅣについて説明いたします。 

 セグメントⅣにつきましては、ここのスライドにございますように３つの大課題で取り組ん

でおります。気候変動、生物多様性に関する研究、そして、大課題17は生産基盤の整備、防

災・減災、地域資源の管理、鳥獣害、こういったものをこの大課題17で取り組んでおります。
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大課題18につきましては、一言で言いますと持続型農業に関する研究でございます。 

 セグメントⅣの運営方針でございます。左側に小さく28年度から29年度の運営方針を掲げて

おります。２年間これでやってきたわけでございますけれども、30年度につきましては農研機

構の組織目標であるＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現、そして、もう一つ、スピーディーな実用化

ということを踏まえまして大幅に運営方針を改定しております。１つは中課題は16あるんです

けれども、その中で重点研究開発課題を指定して、それに集中して取り組む、重点化して取り

組むということで、名づけて第４期旗艦プロジェクトを指定したということでございます。５

テーマ指定しております。もう一つ、スピーディーな実用化に関しましては、先ほどからほか

のセグメントで説明ありましたようにロードマップを改定しまして、スケジュール感とスピー

ド感を持って研究業務を推進したということでございます。 

 第４期旗艦プロジェクトはどういったものかといいますと、ここのスライドにありますよう

にＳｏｃｉｅｔｙ５．０の具体化に資するもの、また、農研機構内に整備しました農業情報研

究センターとの連携によって高度化・加速することができるもの、または国の重要施策に直接

貢献するもの、こういったもの、すなわち社会的インパクトが特に大きいものとして５テーマ、

下のテーブルにあるようなものを指定しております。この指定した課題につきましては、研究

リソースを重点化するとともに、研究推進に当たりましては、理事、ＰＤのこの課題推進への

関与の度合いを強めていく、直接理事、ＰＤがコミットしていくというようなことで進めてお

ります。 

 72ページのスライドが研究資源の投入状況でございます。 

 セグメントⅣにつきましては、エフォートが289.9ございます。総予算が16億7,800万円程度、

エフォート当たりに直しますと、１エフォート当たりおよそ580万円程度でございます。その

うち内訳は交付金が200万、外部資金が300万ということで、セグメントⅡ、セグメントⅢより

ちょっと外部資金の依存度が低いというぐらい、とは言っても交付金に対して1.5倍ぐらい、

その程度でございます。 

 その交付金の中で理事の裁量の部分が１億3,400万円程度ございます。この理事の裁量につ

いては、運営方針に従って重点化して配分しております。また、理事裁量のうち半分程度を現

場のＰＤの裁量に任せて推進してきました。現場で発生するいろんな問題、緊急にやらなきゃ

いけないもの、そういったものに対しまして迅速・柔軟に対応できるように裁量をある程度任

せているということでございます。 

 これから大課題３つございますけれども、その中で特徴的な特に成果の出たものについて１
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つずつ説明させていただきます。 

 大課題16を中心に進めております水稲、小麦、大豆の栽培管理支援システムです。この栽培

管理支援システムは、システムの構成としましては、作物生育モデル、病害予測モデル、それ

に１キロメッシュの気象データ、これを統合しまして作物の生育ステージや病害発生を予測し

て生産者、普及組織に配信するシステムでございます。アプリケーションとしましては、気象

災害の早期警戒、そして、発育・収穫適期、病害発生、こういったものを予測して栽培支援に

役立てると。また、作付け計画支援に役立てるということで、現在17のコンテンツが利用可能

な状態でございます。 

 現時点で普及の状況でございますけれども、450件程度の利用をいただいております。第４

期、あと２年ございますけれども、第４期で1,000件の直接利用を目指しております。また、

並行しまして農業情報研究センターと連携しまして、ＷＡＧＲＩを通じたサービスということ

で計画を進めております。 

 続きまして、大課題17でございます。スライド76ページにございます。 

 左側のため池防災支援システムでございます。このシステムは地震、豪雨、そのときのため

池の災害を予測して、ため池の管理者、そして、自治体、都道府県、国まで一斉に災害情報を

共有できるシステムでございます。ＳＩＰの１期で５年間かけて開発してきました。昨年度、

平成30年７月に西日本豪雨が発生いたしました。それを受けまして研究開発を加速しまして、

何とか30年度内に実用化を達成するということでやりまして、何とかこの梅雨に間に合うとい

うふうな成果を得たものでございます。 

 普及状況でございますけれども、当然全国に普及ができるような状態にしております。国、

47都道府県、全国区市町村で約1,700あるんですけれども、そのほとんど全てにＩＤを配布済

みでございます。また、この国会で成立しておりますため池管理保全法、これを技術的に裏打

ちする非常に重要な成果というふうになっております。 

 大課題18につきましては、スライドの４－78ページの左側の成果を紹介したいと思います。 

 これは化学合成殺虫剤を半減する新たなトマト地上部病害防除体系という技術でございます。

これは既存の化学合成殺虫剤を使わない新たな防除技術を複数開発しまして、それを組み合わ

せることによって化学合成殺虫剤を使用量を半減させるような防除技術体系でございます。下

にあります用に、天敵の利用、ここではタバコカスミカメを例示しておりますけれども、この

天敵を温存するための植物、そして、天敵を誘引するための紫ＬＥＤが組み込まれた天敵誘引

装置、そしてまた、害虫に対しましては、害虫の忌避剤、そして、侵入を防止する資材、こう
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いったものを組み合わせて化学合成農薬をできるだけ少なくするという技術です。 

 普及の目標としましては、温暖地の施設トマトを重点的に取り組むことにしまして、第４期

で全国の大玉トマトの栽培面積を５％、150ヘクタールを目標に進めているところでございま

す。前半で説明がありました横串プロジェクトというのがございまして、ほかのセグメントと

連携することによって、この普及目標を大幅に上方修正して取り組んでいるというのもこの課

題でございます。 

 得られた成果、対外発信、プレスリリース19件、それに特許27件というふうに多く対外発信

にも努力しております。 

 外部からの評価でございますけれども、それぞれ大課題評価、多くの評価を受けております。

メッシュ気象データにつきましては、農業気象学会、そして、水管理のシステムにつきまして

はＷＳＮ－ＩｏＴ ＡＷＡＲＤ2018、そして、ため池防災支援システムは農業技術10大ニュー

スの第１位に選定されております。 

 また、セグメントⅣ、このセグメントの重要な業務の一つが災害対応でございます。昨年の

30年７月の西日本豪雨につきましては、先ほど説明いたしましたため池防災支援システムが早

速活用されたということでございます。また、現地に専門家、専門の研究者を派遣しまして、

現地での災害復旧の技術指導、延べで12名ですけれども、派遣して支援しております。 

 評定の一覧でございます。 

 大課題16につきましては、特に普及関係でございます。栽培管理支援システム、メッシュ気

象農業データ、土壌インベントリー、ｅ－土壌図、これが計画を大幅に上回る普及を見せたと

いうことでＡ評価にしております。 

 また、大課題17につきましては、水管理システム、これが圃場の水管理システムとして

1,500台が実用化したと。1,500台の本格製造ラインができたということと、ｉＤＡＳと言いま

して、圃場とその一つ上のレベル、分水工のレベル、この水管理システムについても事業展開

のめどが立ったということ、また、ため池防災支援システムについては全国の普及が達成でき

たということで、計画を一、二年前倒しして実用化ができたということで、これはＳに近いＡ

ということで自己評価しております。 

 大課題18につきましても、着実に研究が推進できているということでＢ評価でございます。 

 まとめますと、セグメント全体の評価としましては、30年度の運営方針で課題を重点化する

ということによりまして、それぞれ大課題16でＡ評価、17でＡ評価、そして、大課題18でＢ評

価ということで総合的にＡ評価というふうにさせていただいております。 
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 次年度でございます。次年度につきましては、30年度に引き続きまして課題を重点化してい

きます。30年度の運営方針に加えまして、特に今年度につきましては事業開発室と連携しまし

て、民間企業と連携を強化していきたいというふうに考えております。また、横串プロジェク

トによってさらに研究を効率化していくと。重複を排除、小規模エフォートを整理するという

ことで進めていきたいと考えております。 

 また、出口戦略としましては、知的財産戦略室と連携しまして、すぐ論文を書いてしまわな

いで原理特許からちゃんとした特許を体系的にとっていこうというふうなことを強く意識して

進めていきたいというふうに考えております。また、事業開発室と連携しまして、民間資金も

積極的に導入していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○吉田部会長 どうもありがとうございます。 

 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見を。 

 お願いいたします。 

○金山専門委員 課題16の評価について事前にご質問させていただいて、ちょっと説明がよく

わからなかったんですけれども、実は。説明内容はクリアだったんですけれども、450件とい

う登録数がどれぐらい重要なのかというのがわからないわけなんです。つまり例えば何か技術

を普及したときに、使うべき農家さんの何割が使うとか、そういうことになると思うんですけ

れども、450という数字あるいはその登録されたというのがどれぐらい重要なのかというのを

お願いします。 

○農研機構 白谷理事 現時点での直接利用の450がどういう意味を持つかということですね。

450につきましては、まだまだ少ない途についた段階だというふうに思っております。直接利

用の場合、今やっておりますのは、今利用いただいているサーバをテストベッドまたはショー

ケースというふうに意味づけて運用しております。最終的には説明で申し上げましたように、

ＷＡＧＲＩを通してサービスをしていくというための前段階ということでございます。 

○金山専門委員 そうなんだと思ったんですけれども、前にほかのところでこれはＡじゃない

かと思った反面、こちらはショーケースレベルでＡなのかというのが正直なところです。 

○農研機構 白谷理事 Ａ評価のうちの一つでございますけれども、ほかのいろんなメニュー

も普及が特に予定以上に拡大しているということもありますし、このスライド、83ページのス

ライドにありますように気候シナリオ、これにつきましても計画を前倒しして実施していると

いうことで、総合的に考えましてＡ評価とさせていただいているというところでございます。 
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○金山専門委員 そっちのほうもちょっと説明されたほうがよかったんじゃないかと思います。

わかりました。 

○吉田部会長 久保委員。 

○久保専門委員 圃場水管理システムに関してお聞きしたいんですけれども、まさにこれスマ

ート農業を具現化するすばらしい研究だと思うんですけれども、現在についてはまだ価格が非

常に高いですよね。そうすると、実用化ということになると、それをどうするかということに

なると思うんですけれども、価格を下げるということに関してはある程度限度があるように思

うんですね。そこで、別の考え方として、今例えばこういうシステムを１枚の圃場に１つ入れ

るんじゃなくて、例えば10枚とか20枚とかそれぐらいの規模の圃場に入れることができれば、

それで済むようにできれば十分に実用的な価値が高まると思うんですけれども、そちらのほう

に関しても同時に研究を進めていく必要があるんじゃないかと思うんですけれども、いかがで

しょうか。 

○農研機構 白谷理事 ありがとうございます。私もそのとおり、将来この近い未来を考える

とそういう方向に行かなきゃいけないというふうに考えておりまして、研究のほうもこのスラ

イドの右側の圃場についている給水栓だけではなく、末端のバルブがオン・オフだけのものと

か全くつけないもの、そのブロックが同じような水管理をするのであれば、１つ上の分水工で

コントロールできるようになってくる場合もありますので、そういったいろんなバリエーショ

ンについて研究を今やっているところでございます。静岡県、茨城県、愛知県、そういったと

ころでやっております。 

○浅野専門委員 専門委員の浅野です。 

 セグメントⅣのほうはとても評価できると思うんですが、問題は今年度以降なんですけれど

も、セグメントⅠ、Ⅱ、Ⅲは社会実装といった場合、やはり民間が想定されるわけです。一方、

セグメントⅣはやはり民間というより、どちらかというと地方公共団体だったりとかある程度

公的なところが社会実装をやるわけですよね。そうすると、彼らは動きが必ずしも良くないで

す。こんなにいいものをつくっても、果たして今年度以降どうやって社会実装していくのか、

このビジョンがちょっと見えないので、そこを教えていただけますか。 

○農研機構 白谷理事 公的な場面に普及するとなると、いろんな制度の問題とか競争の問題

とか、いろんなクリアしなきゃいけない問題はあるんですけれども、特に第４期になって進め

ているのは行政との連携を日頃の意見交換、研究を設計する段階から意見交換して、目指す方

向を一緒にしているということを強く意識しております。 
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 そういうことで、特に水管理を例にしますと、水管理についても農水省のほうが次世代型水

管理システムという構想を打ち立てて、それに沿って技術開発している、こういった非常にい

い関係に今はなっているということでございます。ため池防災支援システムについても、その

ような進め方をして、たまたま昨年度は災害がございまして、研究を加速しなきゃいけないと

きについても行政からの支援が得られて加速することができたと、こういったことでございま

す。 

○浅野専門委員 ということは、例えば、栽培管理支援システムの450件もそうですし、ため

池のほうの1,700市町村にＩＤ配布済み、これも全部皆さんに使っていただけることを期待で

きるということですか。 

○農研機構 白谷理事 そうですね。期待しております。 

○浅野専門委員 地方公共団体だったりあるいは公的な機関は人が今足りないんですよね。な

ので、何かしら少し農研機構さんからのフォローも必要になってくるのかなと思います。 

○農研機構 白谷理事 ありがとうございます。アウトリーチもしっかりやっていきたいとい

うふうに考えております。 

○農研機構 久間理事長 私の経験の話ですが、内閣府のＣＳＴＩの議員のときにＳＩＰで防

災・減災の課題がありました。農研機構のため池防災もその中の一つのテーマなんですが、防

災・減災の課題でＳＩＰ４Ｄというシステムを構築し、複数の省庁や自治体の膨大な情報を集

めて、１つのマップの上につくり込みました。ＳＩＰの中でその有効性の実証実験を行い、北

九州の豪雨の時に現地に飛んでいって、実践で役に立つということを示したんですね。 

 内閣府防災、我国の防災の総元締めですけれども、最初は研究開発の成果を当てにしない、

横目で見ているような感じでした。ところが、SIPの活動を見て、彼らのほうからＣＳＴＩに

やってきて頭を下げて、開発成果をぜひ実用化したいということになりました。内閣府防災が

動くと各省庁も動きます。ということで、今まさに多くの省庁が連携して、一丸となって実用

化されています。 

 ですから、研究開発成果を行政に見せることによって、行政をスピーディーに動かすことも

可能だと思っています。 

○吉田部会長 ほかはよろしいでしょうか。 

 お願いいたします。 

○渡邊（眞）専門委員 セグメントⅣというのは、農業情報研究センターとの連携が最も緊密

な部分で、負荷もかかりつつあるというか、かかっているところではないかと思うところです
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けれども、このセンターの設置に当たり優先されたことは何だろうと考えていたんですけれど

も、まずつくること、人を配置するとか、それから、あるものを活用していくということもあ

ったかと思いますし、ニーズを見据えてやっていかなきゃいけないということだったかなと思

うんですが、背景には世界規模でもうＡＩ技術と農業利用が進んでいるのに日本はおくれてい

るというある種プレッシャーがあったりして、つくり急いではいないかなというちょっと懸念

を持ってお話を聞いていたんですけれども、あまりそんな心配することもないのかなというの

が徐々にわかってまいりましたが、災害対応で動くと非常に効果的というか、評価も高くなり

ますけれども、日本は非常にいろんな意味で特殊な国土なので、海外の事例とはまた違う、日

本の国土固有のものを構築していくという考え方も冷静に持っていったほうがいいですし、災

害後に静々とまたそんなに人的な災害は大きくなくても、ゆっくり滑りみたいな、とにかく変

化している国土なので、基盤データもそもそも更新していったりやっていかなきゃいけない中

で、とりあえずつくると。 

 災害対応というか、緊急時の貢献もできるということはすばらしいことではありますけれど

も、だんだんそもそもＷＡＧＲＩができて、そのうちもっとひとり立ちできるようになったと

きに、一体データとか成果というのは質保障できているんですかということをやっぱり絶えず

気にしていかないと、つくり急いで、ある部分の貢献というか目に見えるような貢献もあり得

るかもしれませんけれども、根底にあることはやっぱりこの国の特殊性をちゃんと踏まえてい

るか。ですから、統合型なんですけれども、統合が十分かということもいま一度、今あるもの

を使っていらっしゃるんだとは思いますけれども、もっと統合すべきものはないだろうかとか、

そんなこと、農地にかかわらないからいいとかという排除をしていないかとか、やっぱりそん

なことも気にしていったらいいかなと。 

 まだ先の長いお話で、できたばかりですけれども、そういうことをやはりセグメントⅣの研

究者集団がもし何か思いついたときにボトムアップできるような、そんな仕掛けがいいかなと。

今は恐らくつくり急いでおりてきて、また返していく段階なのかなと。いかがでしょうか。少

し私の視野はぼやっと遠いのかもしれませんけれども。 

○農研機構 白谷理事 ありがとうございます。 

 先生ご指摘のとおりだと思います。特に災害対応、そして、右側の水管理については、それ

ぞれのやっぱり社会性を知らないと、そこの社会、ため池管理者というのはそこの集落の個人

であったり集落であったりして、その集落の伝統的な管理とか、いろんな地域性が強いんです

ね。水管理についてもそうです。だから、そういったところを十分反映したシステムにしなき
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ゃいけない。そしてまた、これから農村が変わっていく中で、そういう社会条件も考慮しなが

ら、ソフトの条件を見ながらつくりかえていかなきゃいけないなというふうに非常に意識して

いるところではございます。 

○農研機構 久間理事長 ちょっとよろしいですか。 

 日本の多発する自然災害の状況を考えますと、待ったなしだと思います。ですから、できる

だけ早く今ある技術を活用したシステムをつくる。ただし、おっしゃるようにつくり急いでは

だめだと思います。システムにフレキシビリティーを持たせておいて、常にブラッシュアップ

していく、こういう仕組みの研究開発が必要だと思います。 

○吉田部会長 どうもありがとうございます。 

 大分時間が過ぎてしまいましたので、これで質疑を終わりにしたいと思います。 

 農研機構に関する議事は以上となります。法人の皆様はご退席いただいて構いません。どう

もありがとうございました。 

（農研機構 退室） 

○吉田部会長 本日予定されていました議事は終えましたので、進行を事務局にお返しいたし

ます。 

○滝本研究企画課課長補佐 吉田部会長、長時間の議事進行、ありがとうございました。また、

委員の皆様におかれましても、長時間のご審議、ありがとうございました。 

 本日タブレットの充電が切れてしまい、大変お騒がせしました。申し訳ありませんでした。 

 今後の評価の進め方についてですが、現在、事務局において主務大臣評価案の作成を進めて

いるところです。主務大臣評価案についてご審議いただく次の第18回農業部会については、ご

連絡しているとおり７月の下旬に開催する方向で現在調整しております。これに先立ちまして、

主務大臣評価案を委員の皆様に事前に送付させていただき、意見照会を行いたいと思いますの

で、引き続きご協力のほうをお願いいたします。 

 最後に、山田研究企画課長よりご挨拶申し上げます。 

○山田研究企画課長 委員の皆様におかれましては、本日は長時間にわたりご審議をいただき

まして、まことにありがとうございました。 

 先ほど滝本補佐が申し上げましたが、主務大臣評価案の作成に向けて、今検討を始めており

ます。次回の農業部会におきましては、主務大臣評価案についてご審議いただくことになりま

すが、委員の皆様にはなるべく早目に、事前にご覧いただけるようにしたいと思っております。

充実した審議をいただけるように努めてまいりますので、ぜひともよろしくお願い申し上げま
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す。 

 本日はご多忙の中ご出席いただきまして、また、熱心なご議論をいただきましてまことにあ

りがとうございました。 

○齋藤会長 ちょっとよろしいですか。 

 今回、資料を大分作成いただきまして大変わかりやすい資料が多かったと思いますが、それ

ぞれの大課題について、例えばセグメントⅠ、農研機構のほうの課題がかなりあるわけですね、

大課題の数が。２つしかないところもありますし、７つあるところもあります。７つあるとこ

ろは、あまり細かなことがわからない、我々から見て。これはもうちょっと資料を追加できま

すかね、中身について。でないと、なかなか評価、先ほどこれＢじゃなくてＡじゃないのとい

う議論も出るわけですよね。その辺はどうですか。資料の準備する時間がなければしようがな

いんですけれども、大課題については少なくとももうちょっと情報が欲しいなという感じがい

たしました。 

○山田研究企画課長 そこは調整させていただきたいと思います。 

○齋藤会長 無理にじゃなくていいですよ。あまりぎりぎりになって無理にやっても我々は時

間がないと困りますから、できたらということで。 

○滝本研究企画課課長補佐 可能な限り法人側とも調整して、対応させていただきます。 

 以上をもちまして、本日の17回農業部会を閉会いたします。 

 本日は大変ありがとうございました。 

午後６時１８分 閉会 


